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はじめに 

 

 東京港は、１９９８年から外貨コンテナ貨物取扱個数で国内首位を維持するなど、首都

圏４千万人の生活や産業を支える一大物流拠点として、また、世界と日本を結ぶ国際貿易

港として、我が国の経済活動に重要な役割を果たしております。 

 こうした中、近年中国をはじめとするアジア諸港の躍進により、港湾運送をめぐる環境

は大きく変化してきており、ハブポートの育成など、国際競争力強化の観点から港湾運送

事業の経営効率化に向けた取組みが進められています。 

 こうした東京港の革新の動きと並行して、東京労働局ならびに品川公共職業安定所では、

港湾労働を取り巻く環境の変化が港湾労働者の安全や雇用の安定、福祉の増進を損なうこ

とのないよう適正な労働時間、労働日数、賃金といった労働条件の確保や、雇用秩序の維

持など、港湾労働者が安心して働ける職場づくりに取り組んでおります。 

 この冊子は、港湾運送事業者や関係者の皆様に港湾労働法の目的及び趣旨をご理解いた

だくとともに、適正な事務手続きを行う一助としていただくことを目的に作成しました。 

 港湾労働者の雇用管理に携わる皆様の業務にご活用いただければ幸いです。 

   

令和７年６月 

                             品川公共職業安定所 
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（1）  港湾労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上等 

「港湾労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上等に関する措置」とは、港湾運送の業務に必要な

労働力を常用労働者として計画的に採用し、キャリア形成に見合った配置を行うとともに、必要な

教育訓練を計画的に行うこと等をいいます。 

（2）  港湾運送に必要な労働力の確保 

港湾労働対策を講じる最大の理由は、輸送革新の進展に対応しつつ港湾運送事業の日別の業務量の

差（波動性）に対処するために必要とされる良質な労働力を円滑かつ十分に確保することが困難なこ

とによるものです。 

「港湾運送に必要な労働力を確保する」とは、港湾運送の業務に従事するために必要な技能等を有

する労働者を必要な数だけ確保することをいいます。 

これは、労働力の質・量の両面に関する必要性を充足することを意味するもので、その不足する労

働力を他から導入するとともに、必要労働力の充足が継続的に行われるよう、現にある労働力及び新

たに導入する労働力を定着させることを意味します。 

（3）  港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進 

港湾労働の実態において、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進が十分に図ら

れていない面が認められることに鑑み、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を

図ることを明らかにしたものです。 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 港湾労働法の目的 

（目 的） 

第１条 この法律は、港湾労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上等に関する措置を講ずる 

ことにより、港湾運送に必要な労働力の確保に資するとともに、港湾労働者の雇用の安定そ 

の他の港湾労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。 

 

法の趣旨等 
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（１）  適用港湾 

法の適用の対象となる港湾は、港湾における荷役量、港湾労働者の数等を考慮して、国民経済上に

占める港湾の重要性及び必要労働力の確保その他港湾労働者の雇用の安定等に関する特別の措置を

実施する必要がともに高い港湾として、次の６大港を指定しています。 

【適用港湾】 東京港、横浜港（川崎港含む）、名古屋港、大阪港、神戸港、関門港 

（２）  適用港湾の水域 

適用港湾の水域は、港湾労働法施行令により定められております。東京港の水域については１０５

ページでご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 港湾労働法の適用範囲 

１ 法の適用対象となる港湾           （法第２条第１号関係） 
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法の適用の対象となる港湾運送とは、２ページの（１）で掲げた適用港湾において行う次の行為を

いいます。 

（1）  船内荷役・はしけ運送・沿岸荷役・いかだ運送の行為 

港湾運送事業法第２条第１項に規定する港湾運送のうち、船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役及びい

かだ運送の行為とは、次の行為をいいます。 

 

事 業 行為の内容 

船  内 

荷役事業 

○  船舶への貨物の積込、又は船舶からの貨物の取卸 

＊積荷の場合は、岸壁又は「はしけ」内の貨物に本船デリックのフックを掛けた時点から船倉内に

積付けるまで、揚荷の場合は、船倉から貨物を取出し、岸壁又は「はしけ」内に卸しフックを外す

までの作業をいいます。 

＊５００トン未満の船舶からの貨物の取卸し又は船舶への積込みで、この船舶が岸壁、さん橋等に

係留され、この船舶の揚貨装置を使用しない場合は「沿岸荷役」に含まれます。 

は し け 

運送事業 

① 貨物の船舶・「はしけ」による運送 

＊一定の航路に就航する旅客船による運送等は除きます。 

②  引船による「はしけ」・「いかだ」のえい航 

沿  岸 

荷役作業 

①  船舶・「はしけ」により運送された貨物の上屋、その他の荷さばき場への搬入 

＊水面貯木場への搬入は除きます。 

②  船舶・「はしけ」により運送されるべき貨物の荷さばき場からの搬出 

③  これらの貨物の荷さばき場における荷さばき・保管 

④  貨物の「はしけ」からの取卸・「はしけ」への積込 

＊積荷の場合は、上屋・荷さばき場で貨物を受け取ってから、これを搬出し岸壁の本船船側でフック

をかけられる状態におくまで（「はしけ」の場合は、「はしけ」内に完全に積付けるまで）をいい

ます。 

＊揚荷の場合は、本船から揚げられた貨物のフックが外されてから（「はしけ」の場合は、「はしけ」

内の貨物に沿岸労働者が手をかけたときから）上屋、荷さばき場に搬入・荷さばきするまでの作業

範囲をいいます。 

い か だ 

運送事業 

①  「いかだ」に組んでする木材の運送 

②  「いかだ」に組んで運送された木材、船舶・「はしけ」により運送された木材の水

面貯木場への搬入 

③  「いかだ」に組んで運送されるべき木材、船舶・「はしけ」により運送されるべき

木材の水面貯木場からの搬出 

④  これらの木材の水面貯木場における荷さばき・保管 

 

２ 法の適用対象となる港湾運送         （法第２条第２号関係） 
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（２）  港湾運送に準ずる行為 

港湾運送に準ずる行為とは、３ページの(１)に掲げられた行為と本質的機能を同じくするとともに、

港湾運送の波動性の影響を受ける等、労働の態様が港湾運送と類似し、実際に港湾運送との間に労働

者の相互の流動がみられる以下の行為であって、他人の需要に応じて行うものをいいます。 

 

事 業 行為の内容 

港湾運送 

関連事業 

①  船舶に積み込まれた貨物の位置の固定、積載場所の区画 

＊船舶に積み込まれた貨物の移動、荷くずれ等を防止するために行う支持・固縛の行為であって、通

常ラッシング又はショアリングと呼ばれているものをいいます。 

②  船積貨物の荷造り若しくは荷直し 

＊船内、岸壁又は上屋等の荷さばき場において行われる船積貨物の梱包、袋詰め等の荷造り、荷の詰

めかえ、包装の修理等の荷直しの行為をいいます。 

③  ３ページの(１)の行為に先行し、又は後続する船倉の清掃 

＊船倉(タンクを含む)の清掃をいいます。船員の居住区域、機関区域、燃料タンク、飲料水タンク等

直接港湾運送事業の業務と関連のない区域の清掃の行為は含まれません。 

港湾倉庫 

荷  役 

 

① 港湾倉庫内における荷さばき 

＊「荷さばき」とは、はい替え、仕訳（特殊仕訳を除く）、看貫及び庫移しの作業を指します。 

＊港湾倉庫以外の倉庫に係る寄託契約による貨物についての「はしけ」への積込み又は「はしけ」か 

らの取卸し（いわゆる水切り作業）については、当該倉庫に係る倉庫荷役として取り扱います。 

 ＊「港湾倉庫」については、５ページを参照してください。 

② 倉庫海側荷役 

●船舶・はしけ・いかだに組んで運送された貨物の港湾倉庫への搬入 

＊単に港湾倉庫に運び入れる作業だけでなく、港湾倉庫に「はいつける」作業まで含まれます。 

●船舶･はしけ･いかだに組んで運送されるべき貨物の港湾倉庫からの搬出 

＊単に港湾倉庫から運び出す作業だけでなく、港湾倉庫で「はいくずす」作業まで含まれます。 

③ 倉庫山側荷役 

●車両等により運送された貨物の港湾倉庫・上屋・荷さばき場への搬入 

＊単に港湾倉庫又は上屋その他の荷さばき場に運び入れる作業だけでなく、「はいつける」作業まで

含まれます。 

●車両等により運送されるべき貨物の港湾倉庫・上屋・荷さばき場からの搬出 

＊単に港湾倉庫又は上屋その他の荷さばき場から運び出す作業だけでなく、「はいくずす」作業まで

含まれます。 

＊冷蔵倉庫に係る倉庫山側荷役については、倉庫海側荷役と同様です。 

＊「車両等」とは、道路運送車両法第２条第１項に規定する道路運送車両若しくは鉄道（軌道を含む）

をいいます。 

注）②と③は、港湾運送関係事業者以外の者が行う場合には適用対象外となりますが、プラットホーム

等における荷さばきに類似した作業は、①に該当する作業として法の適用対象となります。 
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冷蔵倉庫

における

作業の適

用除外 

冷蔵倉庫については、冷蔵倉庫に附属する荷さばき場（冷蔵倉庫のプラットホーム等冷蔵室にお

ける作業に従事する労働者がその作業の一環として従事する場所）と冷蔵室との間における荷役作

業及び冷蔵室における荷さばきの作業に限り、法の適用がありません。 

ただし、水切りをした貨物を荷捌き場に搬入する作業、冷蔵室外における荷さばき等については、

法が適用されます。 

 

 

法の適用の対象となる「港湾倉庫」とは、次の①から③のすべてに該当する倉庫をいいます。 

①  厚生労働大臣が指定した区域内にある倉庫 

②  船舶、「はしけ」、「いかだ」に組んで運送される貨物を取り扱う倉庫 

③  ②の貨物の入出庫量が倉庫全体の入出庫量の１０％以上の倉庫 

＊①の「指定した区域」について、東京港における区域は、「東京港の水域及び指定区域図」及び「港湾指定区域

一覧」のとおりです。水域及び指定区域については１０５～１０８ページを参照してください。 

＊③の「入出庫量の１０％」とは、最近１年間における入出庫高の実績により、次の算式により算定した数値が１

０％以上の倉庫をいいます。 

 

 

 

 

 

 

＊「海からの入庫量＋海への出庫量」とは、船舶等に組んで運送された貨物の当該倉庫への搬入及び運送される

べき貨物の当該倉庫からの搬出に係る合計貨物量（トン換算）をいいます。 

＊東京港以外の港（６大港以外の港を含む）で水揚げされた貨物を、陸送により東京港の指定区域内にある倉庫

に直接運び入れる場合も海側の貨物として扱います。 

＊港湾倉庫指定後は山側貨物の荷さばき及び搬出入も法の適用対象となります（倉庫山側荷役）。 

＊ハローワークでは、厚生労働省の指示により、東京港の指定区域内の倉庫について、「入出庫量調査」を定期的

に実施しています。ただし、上記①～③に該当する倉庫は、調査の有無にかかわらず港湾倉庫となります。 

 

 

①  港湾運送事業法上の「港湾運送」の行為のうち、次の行為は法の適用はありません。 

⚫ 検数（船積貨物についての個数の計算、受渡の証明を行う事業） 

⚫ 鑑定（船積貨物の積付けに関する証明、調査・鑑定を行う事業） 

⚫ 検量（船積貨物の容積、重量の計算、証明を行う事業） 

⚫ 荷主又は船舶運航事業者の委託を受けて行う、貨物の港湾における船舶から(へ)の受取若しくは

引渡の行為 

 

海からの入庫量 ＋ 海への出庫量 
 算 式 ＝                      × １００ 

総入出庫量 

 

■ 港湾倉庫について 

■ 法の適用を受けない港湾運送の行為 
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②  港湾運送事業法上の「港湾運送関連事業」の行為のうち、船舶貨物の警備等については法の適用は

ありません。 

③  このほか、港湾において船内荷役、沿岸荷役、はしけ運送、いかだ運送に該当する行為であっても、

「他人の需要に応じて行う行為」でない場合は、法の適用はありません。 

＊「他人の需要に応じて行う行為」でない場合とは、例えば、生産会社が自己の事業の用に供する原材料・生産品の

積卸を自己の労働者を使用して行う場合などをいいます。 

（３）  事業主（法第２条第３号関係） 

  法の適用の対象となる「事業主」とは、３～５ページにおける(１)、(２)に該当する作業（港湾労働

法上の港湾運送）を行う事業の事業主をいいます。 

港湾運送事業法第３条第１号の「一般港湾運送事業」の事業主も、船内荷役、はしけ運送、沿岸荷

役及びいかだ運送のすべてを行う事業の事業主であるので、法にいう「事業主」に含まれます。ただ

し、貨物の受取又は引渡しについては、港湾労働法の適用にはなりません。 

 

 

   港湾労働課では以下のことを目的とした店社（事業所）訪問を実施しております。 

   ① 事業所の現況把握 

   ② 事務処理に関する助言又は指導 

   ③ 指導内容の改善状況確認 

   ④ 法や制度の周知説明、イベントへの協力要請等 

  電話などでご意向をお伺いいたしますので、ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 店社（事業所）訪問について 
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適用業務内容 
港湾労働法 

港湾労働法施行令 
港湾運送事業法 

元 

 

請 

貨物の受取又は引渡 × 規定なし ○ 法 2 条 1 項 1 号 

貨物の受取又は引渡に先

行又は後続する、船内荷

役、はしけ運送、沿岸荷役

及びいかだ運送 

○ 法 2 条 2 号ｲ ○ 法 2 条 1 項 1 号 

船内荷役 ○ 法 2 条 2 号ｲ ○ 法 2 条 1 項 2 号 

は

し

け

運

送 

港湾に係るもの ○ 法 2 条 2 号ｲ ○ 法 2 条 1 項 3 号 

指定区間に係るもの × 規定なし ○ 法 2 条 1 項 3 号 

沿岸荷役 ○ 法 2 条 2 号ｲ ○ 法 2 条 1 項 4 号 

い

か

だ

運

送 

港湾に係るもの ○ 法 2 条 2 号ｲ ○ 法 2 条 1 項 5 号 

指定区間に係るもの × 規定なし ○ 法 2 条 1 項 5 号 

検数 × 

規定なし 

○ 法 2 条 1 項 6 号 

鑑定 × ○ 法 2 条 1 項 7 号 

検量 × ○ 法 2 条 1 項 8 号 

固定、区画、荷造り及び荷直し ○ 令 2 条 1 号 ○ 法 2 条 3 項 1 号 

船倉の清掃 ○ 令 2 条 2 号 ○ 法 2 条 3 項 1 号 

倉庫海側荷役 ○ 令 2 条 3 号 × 

規定なし 倉庫内における荷捌き ○ 令 2 条 3 号 × 

倉庫山側荷役 ○ 令 2 条 4 号 × 

船積貨物警備 × 規定なし ○ 法 2 条 3 項 2 号 

 

■ 港湾労働法と港湾運送事業法の適用対象業務（行為）の対比 
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（１）  港湾労働者とは 

法の適用を受ける「港湾労働者」とは、３～５ページで説明した港湾運送の業務に直接従事する労

働者（船員職業安定法第６条第１項に規定する船員を除く）をいいます。 

■ 港湾労働者の範囲（例示） 

業務の種類 区  分 港湾労働者に該当する者 

船内荷役 

船内基幹労働者 

 

〇デッキマン 

通常ギャング又はハッチの責任者であり、現場監督の指揮監

督を受けて、甲板で船倉の状況を監督しながら、ウィンチマ

ン、ハッチマンを指揮監督して、貨物の積卸作業を安全かつ

能率的に進めるための職務を行う労働者 

○ウィンチマン 

本船についている起重機（クレーン）又は巻揚機（ウィンチ）

をデッキマンの指揮により運転操作して貨物の積卸作業を

行う労働者 

船内一般労働者 
○船倉又は「はしけ」内において、モッコ、ワイヤー、バケッ

ト等により貨物の積卸作業を直接行う労働者 

沿岸荷役 

ギャング責任者等 

○現場の１個作業班の責任者であり、現場監督の指揮監督を受

け、ギャングの作業遂行を指揮監督する組長、世話役等と呼

ばれる労働者 

○ギャング責任者の補佐的職務を行い、作業単位が細分化され

る場合、その責任者となる小頭、副小頭等と呼ばれる労働者 

沿岸荷役機械運転手 ○起重機、巻揚機、フォークリフト等の運転に従事する労働者 

沿岸一般労働者 
○水揚げ、横持ち、袋詰め等の沿岸荷役作業に直接従事する労

働者 

はしけ運送 

はしけ船夫 

○はしけに乗り組み、「はしけ」の維持管理、貨物の積卸しのた

めの「はしけ」の準備、積荷の保管等の職務を行う労働者 

※「はしけ」には独行はしけを含む。 

汽 艇 員 

○引船、独航はしけに乗り組む労働者で、船員職業安定法第６

条第 1 項に規定する船員以外の者 ※船員法施行規則第４章の規

定により船員手帳の交付を受けている者であっても、船員法第１条第

２項に規定する引船、独航はしけに乗り組むため、船員職業安定法第６

条第１項に規定する船員でない者が存在する。 

いかだ運送 いかだ労働者 
○現場監督の指揮監督を受けて、「いかだ」の編成、解体、

航行中の保守等の作業を直接行う労働者 

３ 法の適用を受ける港湾労働者         （法第２条第４号関係） 
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業務の種類 区  分 港湾労働者に該当する者 

船舶貨物 

整 備 業 

基幹労働者 ○デッキマン及びウィンチマン（船内基幹労働者に準ずる） 

一般労働者 
○現場監督の指揮監督を受けて、貨物の位置の固定、積載場

所の区画、荷造り、荷直し又は船倉の清掃を行う労働者 

倉庫荷役  

○港湾倉庫における荷役作業（倉庫への搬出入・荷捌き等）を

行う労働者 ※ラベル貼り、検品等の作業については、その呼称では

なく、作業実態を個別に調査した上で、その作業については倉庫荷役に

該当しないと限定的に判断できる場合もある。 

 

（２）  港湾労働者とならない者 

次に掲げる者は、港湾運送の事業に使用される労働者であっても、港湾労働法上の「港湾労働者」

には含まれません。 

①  事務所に使用される事務・技術の職員 

②  現場職員（作業全般の企画に関する事務、貨物の荷主からの受取り又は荷主への引渡し、荷役機

械の保守管理の業務、事務所と作業場との連絡等の業務に従事する労働者等） 
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木材専用船 

本船 

本船 

艀 

本船 

はしけ運送 

いかだ運送 

船内荷役 

 

沿岸荷役 

  

水面貯木場 

  

倉

庫

山

側

荷

役 

倉

庫

海

側

荷

役 

海貨上屋 

C・Y

（ コ ン

テ ナ ヤ

ード） 

上屋 

港湾倉庫 

内陸倉庫 

陸上運送による横持ち 

陸上運送 

荷

捌

き 

★は１Fが上屋である

保税倉庫の場合 

冷蔵（冷凍）

適用除外 

低温荷捌き場 

倉庫荷役 適用除外 倉庫荷役 

荷捌き場 

倉庫荷役 バンニング

沿岸荷役 

冷蔵倉庫における

作業の適用除外 

■ 港湾労働法の適用を受ける行為 （イメージ図） 
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（１）  港湾雇用安定等計画の概要 

港湾労働法の目的を達成するためには、港湾労働者の雇用改善、能力の開発・向上に関し、国が行

う措置と事業主及び港湾労働者雇用安定センター（２８ページ参照）が行う措置とが、整合的かつ計

画的に実施される必要があります。 

また、これらの措置との調和の下に、国及び港湾労働者雇用安定センターが行う労働力の需給の調

整が適正に実施される必要があることから、厚生労働大臣が労働政策審議会（公益・労働者・使用者

の代表で構成される職業安定分科会雇用対策基本問題部会港湾労働専門委員会）に意見を聴き、港湾

労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進に関する港湾雇用安定等計画を策定し、これを

公表することとしています。 

（２）  計画の内容 

港湾雇用安定等計画は、次の事項について定めています。 

①  労働力の需給の調整の目標に関する事項 

②  港湾労働者の雇用の改善並びに能力の開発及び向上を促進するための方策に関する事項 

③  港湾労働者派遣事業の適正な運営を確保するための方策に関する事項 

（３）  計画期間 

港湾雇用安定等計画の計画期間は、中長期的な視点から策定することとしています。 

なお、現行の計画は、令和６年３月２２日厚生労働省告示第１０９号で告示されており、令和６年

度から令和１０年度までを計画期間としています。詳しくは９４ページ以降を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 港湾雇用安定等計画 
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（１） 事業主等の責務（法第４条関係） 

ア  事業主は、港湾労働者の募集・雇入れ・配置を計画的に行うこと、その他の港湾労働者の雇用

の改善に資する措置を講ずるとともに、必要な能力を付与するための教育訓練を行って、港湾労

働者の安定した雇用の確保、その他の港湾労働者の福祉の増進に努めなければならないこととし

ています。 

イ  事業主及びその団体は、港湾労働者の安定した雇用の確保、その他の港湾労働者の福祉の増進

に関し、相互に協力するように努めなければならないこととしています。 

（２） 国、地方公共団体等の責務（法第５条関係） 

ア  国及び地方公共団体は、事業主及びその団体の自主的な努力を尊重しつつ、その実情に応じて

これらの者に対し必要な援助を行うこと等により、港湾労働者の雇用の安定、その他の港湾労働

者の福祉の増進に努めなければならないこととしています。 

イ  国及び雇用・能力開発機構は、港湾労働者に対し事業主が行う教育訓練の円滑な実施に資する

ため、必要な職業訓練の効果的な実施について特別の配慮をするものとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 港湾労働者の雇用の改善等 

１ 関係者の責務                （法第４条、第５条関係） 
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（１） 雇用管理者の選任（法第６条関係） 

ア  雇用管理者の選任 

事業主は、次に掲げる事項を管理させるため、港湾運送の業務を行う事業所ごとに、雇用管理

者を選任しなければならないこととしています。 

(ｱ) 港湾労働者の募集、雇入れ及び配置 

    〈具体的な業務〉 

＊公共職業安定所への求人申込み、直接募集の届出、委託募集の許可の申請等港湾労働者の募集 

＊港湾労働者の採用計画の策定、港湾労働者の雇用の届出、日雇労働者の雇用の届出、労働条件

の明示等港湾労働者の雇入れ 

＊職業適性検査、職場適応訓練の実施、配置転換等港湾労働者の配置 

(ｲ) 港湾労働者の教育訓練 

〈具体的な業務〉 

＊港湾労働者の教育訓練計画の策定、港湾労働者に対する技能実習、その他の職業訓練の実施、職

業訓練又は技能検定への港湾労働者の派遣、港湾労働者の技能評価、その他港湾労働者の職業能

力の開発及び向上に関すること 

(ｳ)  港湾労働者の雇用の安定、福祉の増進のために事業主が行う労働時間等の労働環境の改善 

(ｴ)  雇用管理に関する勧告を受けた場合、当該勧告に係る公共職業安定所との連絡、雇用管理に

関する計画の作成・実施等 

イ  事業所 

選任の単位となる「事業所」とは、営利の目的をもって行われるか否かを問わず、一定の場所

において一定の組織の下に有機的に相関連して行われる一体的な経済活動、すなわち、「事業」

を場所的、施設的な面においてとらえたものです。港湾労働者の勤務する場所・施設が次のいず

れにも該当するものを事業所としています。 

(ｱ)  場所的に他の（主たる）事業所から独立していること 

(ｲ)  経営（又は業務）単位としてある程度の独立性を有すること。すなわち、人事、経理、経営

（又は業務）上の指導監督、労働の態様等において、ある程度の独立性を有すること 

(ｳ)  一定期間継続し、施設としての持続性を有すること 

ウ  選任の方法等 

雇用管理者の選任の方法については、辞令交付による任命、口頭による任命等その方法は事業

主に任されています。雇用管理者の資格については、特に定めはありませんが、適正な雇用管理

の実効を期するため、社会保険労務士等労働に関する資格を有する者、雇用管理について相当の

実務経験を有する者等が望ましいものとしています。 

小規模な企業においては、事業主自ら雇用管理を行うことができる場合、自ら雇用管理者とし

て、その職務を行うことして差し支えありません。 

エ  その他 

●  港湾労働者派遣事業の許可を受けている事業所においては、派遣元責任者又は派遣先責任者

と兼任する者を選任することも差し支えありません。 

２ 雇用管理者等                  （法第６条関係） 



- 14 - 

 

● 雇用管理者の資質の向上について、事業主は、雇用管理者に対して必要な研修を受けさせる

等、雇用管理に関する事項を管理するための知識の習得及び向上を図るように努めなければな

らないこととしています。 

● ハローワークでは、港湾労働者雇用安定センターと共催で、雇用管理者研修会を年１回実施

することで、雇用管理者の資質の向上を支援しています。 

（２） 雇用管理に関する勧告等（法第７条関係） 

ア  雇用管理に関する勧告 

(ｱ)  公共職業安定所長は、当該港湾に係る港湾雇用安定等計画に定める事項に照らして、事業主

が行う雇用管理について、その改善を図る必要があると認めたときは、当該事業主に対し必要

な勧告をすることができることとしています。 

(ｲ) 公共職業安定所長は、次のいずれかに該当する場合には、事業主に対して雇用管理に関する

指導を行うこととしています。 

ａ  当該事業主の事業所における港湾労働者の入職率・離職率のいずれもが著しく高い 

ｂ  当該事業主の事業所において行われる技能作業に係る就労延日数のうち、港湾労働者雇用

安定センターからの派遣労働者及び日雇労働者の就労延日数の割合が著しく高い 

ｃ  当該事業主の事業所において行われる港湾運送の業務に係る就労延日数のうち、日雇労働

者の就労延日数の割合が著しく高い 

ｄ  当該事業主の事業所において港湾労働者派遣の役務の提供を受けるに当たって、港湾労働

者雇用安定センターに対し、労働者派遣契約の締結についてのあっせんを求めていない 

(ｳ)  公共職業安定所長は、(ｲ)に基づく指導を行っても改善が認められないときは、当該事業主に

対して、当該事業所における港湾労働者の募集、雇入れ、配置、教育訓練等雇用管理の実施状

況を踏まえて計画的に実施する必要がある旨を、書面により勧告します。 

イ  雇用管理に関する計画 

雇用管理に関する勧告を受けた事業主は、必要に応じ雇用管理に関する計画を作成することと

なります。 

事業主が作成する雇用管理に関する計画に定めるべき事項は、次のとおりです。 

●  港湾労働者の採用計画 

●  港湾労働者の配置、処遇計画 

●  港湾労働者の教育訓練計画 

  ウ 雇用管理に関する助言・援助 

    公共職業安定所長は、雇用管理に関する勧告、並びに雇用管理に関する計画の作成及びその円

滑な実施に関し、必要な助言その他の援助を行います。 

    公共職業安定所長が行う助言・援助には、次のものがあります。 

  （ｱ）適格な港湾労働者の採用に資するよう求人・求職の実態に係る情報の提供 

  （ｲ）港湾労働者の適正配置に必要な適性検査の実施についての援助 

（ｳ）港湾労働者の職業能力の開発及び向上を図るための公共職業訓練施設の紹介 

  なお、助言・援助の対象となる事業主の事業所における雇用管理の実態に即して、上記（ｱ）～

（ｳ）までに掲げる事項以外の事項であって、労働者の募集、雇入れ、配置、教育訓練その他港 

湾労働者の雇用管理に関するものについても、必要に応じて助言・援助を行うこととしていま

す。 
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   各事業主において、常用港湾労働者の計画的採用や教育訓練により、高い技能を有する労働力を安

定的に確保することが不可欠です。 

しかし、港湾運送の波動性に対応するために、やむを得ず企業外労働力を活用しなければならない

場合は、以下の順位により雇用を行ってください。 

公共職業安定所は、港湾運送の業務に関する職業紹介については、当該港湾に係る港湾雇用安定等

計画の定めるところに即して、迅速かつ的確に行うよう努めなければならないものとされています。 

 

 〈ステップ１〉 港湾労働者派遣制度を利用した派遣労働者の活用 

「港湾労働者雇用安定センター」に派遣あっ旋申込みを行い、他の港湾運送事業主に雇用される常

用労働者を派遣労働者として受け入れる。 

 

〈ステップ２〉 ハローワークの紹介による日雇求職者の活用 

  ステップ１の派遣あっ旋が成立しなかった場合は、ハローワークに日雇労働者の求人申込みを行う。

ハローワークでは登録日雇求職者の中から適格なものを紹介する。 

 

 〈ステップ３〉 ハローワークの紹介によらない日雇求職者の活用（直接雇用） 

ステップ２で適格な日雇求職者の紹介を受けることができなかった場合には、例外的に、ハローワ

ークに日雇労働者雇用届を提出した後、事業主が直接募集し雇用した日雇労働者を活用する。 

 

  上記以外の方法、具体的には、港湾派遣以外の派遣労働者、出向の形態を擬した事実上の派遣、荷

役機械リースに付随するリース会社のオペレーターの活用等による企業外労働力の活用が禁止され

ています。 

ステップ１の港湾派遣のあっ旋申込みについては、港湾労働者雇用安定センターへ、ステップ２以

降についてはハローワーク（港湾労働課）にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 波動性に対応した労働力の確保・職業紹介    （法第８条関係）                  
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①派遣あっ旋申込み 

②派遣契約・労働者派遣 

③派遣あっ旋不成立による日雇求人申込み 

④登録日雇求職者の紹介 

⑥就労させる前にハローワークへ日雇労働者雇用届を提出 

⑤ハローワーク紹介で未充足の結果を通知 

※派遣可能労働者情報の提供 

事業主 
ハローワーク 

雇用安定センター 

（派遣先事業主） 

派遣元事業主 

■ 常用労働者以外の労働者を活用する場合の仕組み（イメージ図） 
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（１）  港湾労働者の雇用の届出（法第９条第１項関係） 

ア  事業主は、その雇用する労働者を港湾運送の業務に従事させようとするときは、その者の氏名、

港湾運送の業務に従事させる期間、その他の事項を、公共職業安定所長に届け出なければなりま

せん。日々又は２か月以内の期間を定めて雇用する「日雇労働者」の届け出については２０ペー

ジで解説します。 

イ  港湾労働者の雇用の届出は、当該港湾労働者を港湾運送の業務に従事させる前に、「港湾労働

者雇用届」（施行規則様式第１号）を管轄公共職業安定所長に提出することによって行ってくだ

さい。 

ウ  常時港湾運送の業務に従事する常用労働者に係る港湾労働者雇用届には、当該常用労働者の写

真 1 枚を添えてください。添付する写真については４９ページを参照してください。 

＊「常時港湾運送の業務に従事する」とは、港湾運送の業務のみに従事することを意味するものではなく、臨時

に他の業務に従事することがあっても、その常時性を失うものではありません。 

＊「常用労働者」とは、週の所定労働時間が通常の労働者（いわゆる正社員）の４分の３以上の者（雇用保険・健

康保険・厚生年金保険全ての被保険者）を指します。ただし、現に港湾労働者証を有する労働者を高年齢者雇

用安定法の定めにより６０歳以上で再雇用（継続雇用）した場合には、契約内容の変更により所定労働時間が

４分の３未満となった場合も港湾労働者証を有することが可能です。 

＊東京港では、現場パトロールにおける違法就労を効果的に把握するため、週の所定労働時間が４分の３未満の

者であっても、港湾運送の業務に従事する常用労働者については、全て港湾労働者雇用届を届出していただき

ます。この場合、港湾労働者証は交付対象となりません。 

＊在留資格が「技能実習」の外国籍労働者については、実習計画の内容に応じて港湾労働者雇用届の届出が必要

になります。ただし、港湾労働法の趣旨及び技能実習の性質を鑑み、港湾労働者証の交付対象となりません。 

エ  港湾労働者雇用届の提出を受けた管轄公共職業安定所長は、必要があると認めるときは、届出

に係る労働者が当該事業主に雇用される常用労働者であることを証明するに足りる書類の提出・

提示を求めることがあります。常用労働者であるか否かは、雇用保険法、健康保険法、その他の

社会保険関係法及び労働基準法の適用等を踏まえて、その雇用の実態に即して判断することとし

ています。東京港における取扱いについては、上記ウの朱書き部分も参照してください。 

オ 港湾労働者雇用届の届出には労働保険・社会保険の「被保険者資格取得等確認通知書」等の添

付が必要です。また、港湾労働者雇用届の内容及びその他法令への適合を確認するため、資料の

添付が必要になることがあります。主な例として、外国籍労働者の場合の在留カード、主として

従事する業務が「倉庫」である場合の「港湾倉庫適用（非適用）通知」、週の所定労働時間が２

０時間未満の場合の雇用契約書等が挙げられます。 

（２）  港湾労働者証の交付（法第９条第２項関係） 

管轄公共職業安定所長は、港湾労働者の雇用の届出に係る労働者であって常時港湾運送の業務に従

事する者に対し、事業主を通じて「港湾労働者証」（施行規則様式第２号）を交付します。また、令

和 6 年 10 月からは、証と併せて、ヘルメット貼付用のワッペン（証の縮小版）も交付します。 

４ 港湾労働者の雇用の届出等             （法第９条関係） 
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港湾労働者証（表面）                           港湾労働者証（裏面） 

           

 

港湾労働者証は２種類に色分けされています。 

青色は港湾運送事業許可（届出）のある事業者用です。黄色はそれらの許可（届出）事業者以外で

港湾倉庫における倉庫荷役を担う事業者用となります。 

港湾労働者証は、３年に一度の更新を行っています。現在使用している港湾労働者証の有効期限は

令和９年９月３０日です。更新した場合は、令和１２年９月３０日が有効期限となります。港湾労働

者証の有効期間は裏面に記載されています。 

（３）  港湾労働者証の改訂・再交付・返納 

以下に該当する場合、所定の書式でハローワークに届出してください。各届出の詳細は３０ページ

以降でご確認ください。各様式はハローワーク品川の HP【港湾労働課からのお知らせ】➡【冊子・

各種届出・様式関連】からダウンロードしてご利用いただけます。 

●  港湾労働者証の交付を受けた常用労働者の氏名に変更があったとき 

● 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者を他の事業所に転勤させて、港湾運送業務に従事させ

るとき 

●  港湾労働者証の交付を受けた常用労働者を、新たに港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の対

象としたとき又は港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の対象から除外したとき 

●  港湾労働者証の交付を受けた常用労働者が主として従事する業務に変更があったとき 

●  事業所の名称又は所在地に変更があったとき 

● 港湾労働者が港湾労働者証を亡失又は滅失し、再交付を要するとき 

● 港湾労働者証の写真が本人であることを認め難くなったとき 

●  港湾労働者証の交付を受けた常用労働者が死亡したとき 

●  港湾労働者証の交付を受けた常用労働者が退職したとき 

●  港湾労働者が常時港湾運送の業務に従事する常用労働者でなくなったとき 

 

 

港湾労働者番号について 

職種番号７港湾荷役と

は、１船内荷役と３沿岸

荷役を併せた職種です。 



- 19 - 

 

（４） 港湾労働者証の携帯・提示・パトロール（法第９条第３項関係） 

ア  港湾労働者証の交付を受けた労働者は、港湾運送の業務に従事するときは港湾労働者証を携帯

し、公共職業安定所の職員から提示を求められたときは、これを提示しなければなりません。 

なお、令和６年１０月から、港湾労働者証の交付にあわせて「職安ワッペン」を交付しており

ます。東京港においては、この職安ワッペンをヘルメットに貼り付けることで、港湾労働者証を

携帯しているものとみなすという運用をしております。 

イ  東京港では、港湾労働者証の紛失を防止するための取り組みとして、港湾労働者証の鮮明なコ

ピーを所持又はこれと同視し得る証票（ワッペン）等をヘルメットに貼付し着用している場合に

は、運用上港湾労働者証を携帯しているとみなすこととしています。ただし、有効期間内のもの

であることが必要です。 

ウ 港湾労働者証が交付されない「常用労働者」は、届出済雇用届のコピー等を携帯してください。 

エ 「港湾雇用安定等計画」に定められている通り、ハローワークでは、港湾における雇用秩序維

持のために、東京港における各ふ頭及び港湾倉庫でパトロールを実施しています。その際に、港

湾労働者証の携帯確認、適正請負の確認等のため、作業中にお声掛けをすることもあります。ご

協力お願いいたします。 

  また、パトロールは労働基準監督署、国土交通省、港湾労使関係者と合同で実施する場合もあ

ります。 
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各事業主においては、常用労働者の計画的採用、配置、教育訓練により、労働力を確保する必要があ

ります。輸送の革新に伴い、日雇依存率は低下していますが、港湾運送の業務についてはその波動性等

の特性により、なお企業外の労働力に依存せざるを得ない状況が残っています。 

このため、港湾労働法は、企業外労働力を活用する場合のルールとして、雇用の優先順序を定めてい

ます。順序については１５ページを参照してください。 

（１）  公共職業安定所紹介の原則（法第１０条第１項関係） 

ア  事業主は、公共職業安定所の紹介を受けて雇い入れた者でなければ、日雇労働者として港湾運

送の業務に従事させることはできません。ただし、一定の理由に該当する場合には、例外的に直

接雇用を行うことができることとしています。 

  〈例外的に直接雇用できる場合とは〉 

① 公共職業安定所に日雇労働者に係る求人の申込みをしたが、適格な求職者の紹介を受けられ

なかった場合。 

② 公共職業安定所から日雇労働者の紹介を受けたが、その日雇労働者が正当理由なく港湾運送

の業務に就くことを拒み又は当該事業主が正当な理由により当該日雇労働者の雇入れを拒

んだ場合で、当該日雇労働者に代わる日雇労働者の紹介を受けられなかった場合。 

③ 天災その他やむを得ない理由により緊急に港湾運送の業務を行う必要がある場合に、公共職

業安定所に日雇労働者に係る求人の申込みを行ういとまがなかった場合。 

④ 天災その他避けることができない事故で、公共職業安定所に求人の申込みをすることができ

なかった場合。 

⑤ 労働争議への不介入のため、公共職業安定所から日雇労働者の紹介を受けることができなか

った場合。 

⑥ このほか、上記に準ずる理由で、厚生労働大臣が定める場合。 

イ  上記アにおいて、「公共職業安定所に日雇労働者に係る求人の申込み」を行うためには、その

前提として、当該事業主が、港湾労働者雇用安定センターに対して、当該求人により雇い入れる

労働者に従事させようとした業務について、港湾労働者派遣のあっせんを求め又は当該港湾にお

けるすべての港湾労働者派遣事業の事業主に対して労働者の派遣を求めていることが必要です。

（法第４３条） 

（２）  日雇労働者の直接雇用に関する届出（法第１０条第２項関係） 

ア  事業主は、上記(１)に掲げる理由により、公共職業安定所の紹介を受けないで日雇労働者を直

接雇い入れようとするときは、就労させる前に「日雇労働者雇用届」（施行規則様式第４号）を

管轄公共職業安定所長に提出しなければなりません。ただし、天災その他やむを得ない理由があ

る場合には、当該理由がやんだ後直ちに当該届出を提出してください。 

イ  届出に係る日雇労働者を港湾運送の業務に従事させることができるのは、上記(１)のアに掲げ

る理由が存する間であり、原則として１日です。 

ウ 「日雇労働者雇用届」は結果的に提出すればよいというものではありません。提出が就労の前

とされているのは、ハローワークがその例外事由（施行規則第 8 条：２０ページ（１）アの①～

５ 日雇労働者の雇用 （直接雇用）        （法第１０条関係） 
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⑥）に該当するか直接雇用届で確認した後に、直接雇用が認められるためです。 

エ 直接雇用を活用する前に、まずは、ハローワークにご連絡ください。状況の確認や常用労働者

の配置転換や港湾派遣制度の活用等の代替手段を用いることができないか、提案させていただき

ます。 

 

 

 

 

（１）  港湾労働者就労状況等報告・荷役機械借受け状況報告 

事業主は、毎月の港湾運送の業務に係る就労状況について、事業所ごとに「港湾労働者就労状況等

報告」（施行規則様式第５号）により、翌月１５日までに管轄公共職業安定所長に報告してください。

同時に「荷役機械借受け状況報告」も借受け実績の有無に関わらず報告してください。 

（２）  その他の届出・報告等 

上記(１)のほか、事業主の行う届出、報告等については、３０ページの「届出・報告一覧」を参照

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 事業主の報告               （法第１１条関係） 
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港湾運送の業務においては、労働者派遣法により労働者派遣事業の適用除外業務とされており、何人

も労働者派遣を行うことができません。しかしながら、日別の業務量の大きな変動に即応しなくてはな

らないという港湾労働の特殊性に対処するため、平成１２年の港湾労働法の一部改正により、６大港に

限定した特別の制度として、厚生労働大臣の許可を受けて行う場合のみ労働者派遣を行うことが認めら

れたものです。 

その他の場合には、これまでどおり労働者派遣法の規定に基づき、派遣労働者を使用することは禁止

されています。また、港湾労働法の適用されない港湾（港湾運送事業法に定める港湾）において労働者

派遣を行うことも禁止されています。 

（１）  港湾労働者派遣事業の概要 

港湾労働者派遣事業とは、日別の業務量の大きな変動に即応しなくてはならないという港湾労働の

特殊性に対処するため、港湾労働法の規定に基づいて、厚生労働大臣の許可を受けた港湾運送関係事

業者が、港湾労働者雇用安定センターによる派遣契約締結のあっせんを前提としてその雇用する常用

港湾労働者を派遣することをいいます。 

 

 

 

（２）  港湾労働者派遣事業における規制 

港湾労働者派遣事業には、労働者派遣法に基づく一般の労働者派遣事業とは異なり、次のような特

別な規制が設けられています。 

①  常用労働者による荷役を原則とする港湾労働対策との整合性を確保するため、港湾労働法の適用

港湾（６大港）に限って実施することができること。 

港湾労働者雇用安定センター 

港湾労働者派遣契約 

契約締結  あっせん 

雇用関係 

港湾派遣元事業主 派遣先事業所 

常用港湾労働者 

（港湾労働者証所持者） 

指揮命令 

Ⅴ 港湾労働者派遣事業 
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②  港湾労働者派遣事業を実施できるのは、港湾運送事業法上の免許・許可を受ける等により適法に

港湾運送の業務（船内作業、はしけ作業、沿岸作業、いかだ作業、船舶貨物整備作業及び港湾労働

法関係倉庫作業）を実施している事業主に限り、その免許・許可区分等に応じて定められた派遣事

業対象業務の範囲で厚生労働大臣の許可を受けて実施することができること。 

また、許可を受けた港湾内においてのみ派遣することができること。 

③  港湾労働者派遣事業の派遣労働者とすることができるのは、港湾運送の事業を実施している事業

主に常用労働者として雇用され、港湾労働者証を有している者であって、原則として１年以上の経

験年数を有するものに限ること。 

なお、経験年数が１年未満でも、クレーン運転士免許等を受けている者については、派遣労働者

とすることができること。 

④  派遣することができる業務は、当該労働者が、雇用されている事業主の下で主として従事してい

る業務に限ること。 

なお、労働者派遣法に基づき、現に雇用している労働者を派遣労働者とするためには、労働者本

人の同意が必要であること。 

⑤  許可基準の派遣料金について、派遣労働者の平均的な賃金額を著しく超えるものではないこと。

また、派遣日数について、１人につき１か月当たり７日を上限としていること。 

（３）  港湾労働者派遣事業の許可等 

ア  港湾労働者派遣事業の許可 

(ア)  港湾労働者派遣事業を行おうとする事業主は、事業所ごとに「港湾労働者派遣事業許可申請書」

（施行規則様式第６号）に、「港湾労働者派遣事業計画書」（施行規則様式第８号）、その他必

要な書類を添えて、管轄公共職業安定所・労働局を経由して厚生労働大臣に提出し、その許可を

受けなければなりません。 

(イ)  港湾労働者派遣事業の許可を受けるためには、欠格事由（禁錮以上の刑又は一定の労働法等に

違反して罰金の刑に処せられ、その後５年を経過していないこと等）に該当しないことのほか、

次のような基準を満たす必要があります。 

①  申請者が、当該港湾労働者派遣事業に係る派遣事業対象業務と同一の種類の港湾運送の業務

を行う港湾運送事業を営んでおり、事業の実績、許可後の実施見込みが確実であること。 

②  港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣に関する料金の額が適正なものであること。 

③  港湾労働者派遣事業の派遣労働者が派遣就業をする日数が、一定の日数を超えないこと。 

④  申請者が当該港湾労働者派遣事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力

を有するものであること。 

⑤  個人情報を適正に管理し、派遣労働者の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。 

⑥  その他、申請者が当該港湾労働者派遣事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであ

ること。 

イ  許可証 

厚生労働大臣は、港湾労働者派遣事業を許可したときは、港湾労働者派遣事業許可証（施行規則

様式第９号）を交付します。 

許可証の交付を受けた事業主は、当該許可証を事業所に備え付けるとともに、関係者から請求が

あったときは、これを提示しなければなりません。 
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ウ  許可の有効期間等 

港湾労働者派遣事業の許可の有効期間は、許可の日から起算して３年（更新許可の場合は５年）

です。許可の有効期間の満了後も引き続き港湾労働者派遣事業を行おうとする事業主は、有効期間

が満了する日の３０日前までに、「港湾労働者派遣事業許可有効期間更新申請書」（施行規則様式

第６号）を、管轄公共職業安定所・労働局を経由して厚生労働大臣に提出し、許可の有効期間の更

新を受けなければなりません。 

エ  変更届出等 

港湾派遣元事業主は、派遣事業対象業務の種類の変更、許可証の亡失・滅失のほか、事業主の氏

名・名称・住所、役員の氏名・住所、派遣元責任者の氏名・住所等の変更、事業の廃止等の事項が

生じた場合には、所要の手続きを管轄公共職業安定所に行ってください。 

オ  事業報告書 

港湾派遣元事業主は、毎年６月３０日までに港湾労働者派遣事業報告書を、公共職業安定所を通

じて厚生労働大臣に提出しなければなりません。その際、労働者派遣法第３０条の４第１項の規定

に基づく労使協定を締結した場合、当該協定の写しを添えることが必要です。また、収支決算書に

ついては、毎事業年度経過後３か月以内に、同様に提出しなければなりません。ただし、収支決算

書については、統括事業所が提出すれば、その他の事業所については提出する必要はありません。 

カ  名義貸しの禁止 

港湾派遣元事業主は、自己の名義をもって、他人に港湾労働者派遣事業を行わせてはなりません。 

キ  労働争議に対する不介入 

同盟罷業（ストライキ）若しくは作業所閉鎖（ロックアウト）中又は争議行為が発生しており、

同盟罷業や作業所閉鎖に至るおそれの多い事業所への新たな港湾労働者派遣を行ってはなりませ

ん。 

ク  個人情報の保護 

港湾派遣元事業主は、港湾労働者派遣に関し、その業務の目的達成に必要な範囲内で労働者の個

人情報を収集、保管及び使用するとともに、その個人情報の適正な管理のための措置を講じなくて

はなりません。 

また、事業主、代理人、使用人その他の従業員は、正当な理由がない場合は、その業務上で知り

得た秘密を他に漏らしてはなりません。 

（４）  港湾労働者派遣事業の実施 

ア  港湾労働者派遣契約 

(ア)  港湾労働者派遣契約の当事者は、港湾労働者派遣契約の締結に当たって、派遣労働者の就業条

件に係る一定の事項（業務の内容、派遣先事業所・就業先の名称等、派遣先の指揮命令者、派遣

期間・就業日等）を定め、その就業条件の組合せごとに派遣労働者の人数を定めなくてはなりま

せん。 

(イ)  港湾派遣元事業主は、港湾労働者派遣契約を締結するに当たっては、あらかじめ、相手方に港

湾労働者派遣事業の許可を受けている旨を明示しなければなりません。 

(ウ)  港湾労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、派

遣労働者が労働組合の正当な行為をしたこと等を理由として、港湾労働者派遣契約を解除しては

ならないこととされており、これに違反して行われた契約の解除は無効とされます。 
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イ  港湾派遣元事業主の講ずべき措置 

(ア)  適正な派遣就業の確保 

港湾派遣元事業主は、派遣労働者の派遣先における就業に当たり、派遣先が港湾労働法第２３

条により読み替えて適用される労働者派遣法や労働基準法等に違反することのないよう、その適

正な就業が確保されるように適切な配慮をしなければなりません。 

(イ)  派遣労働者であることの明示等 

港湾派遣元事業主は、一定の技能等を有する労働者を雇い入れて、直ちに派遣労働者とすると

きは、あらかじめ、当該労働者にその旨を明示しなければなりません。 

また、既に雇い入れている労働者を新たに派遣労働者とする場合にも、その旨を労働者に明示

し、同意を得なければなりません。 

(ウ)  就業条件の明示 

港湾派遣元事業主は、港湾労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、その港湾労働者派

遣に係る派遣労働者に対し、港湾労働者派遣をする旨及びその派遣労働者に係る就業条件を明示

しなければなりません。 

(エ)  派遣先への通知 

港湾派遣元事業主は、港湾労働者を派遣するときはその港湾労働者派遣に係る派遣労働者の氏

名、年齢、性別等を派遣先に通知しなければなりません。 

(オ)  派遣元責任者の選任 

● 港湾派遣元事業主は、派遣元責任者を選任し、派遣労働者の明示、就業条件の明示、派遣先

への通知、派遣元管理台帳作成等、派遣労働者への助言・指導、苦情処理等を行わせる必要が

あります。 

● 派遣元責任者は、事業所ごとに自己の雇用する労働者の中から派遣労働者の数１００人ごと

に１人以上を、専属の派遣元責任者として選任しなければなりません。 

ウ  派遣先の講ずべき措置 

派遣先は、次のような措置を講じることが義務づけられていますので、派遣先責任者等と十分連

携をとり、適正な派遣就業が確保されるよう努めてください。 

(ア)  派遣先は、港湾労働者派遣契約の定めに反することのないように、就業条件の関係者への周知、

就業状況の確認、直接指揮命令者への指導の徹底等、適切な措置を講じなければなりません。 

(イ)  派遣先は、派遣労働者から申出を受けた苦情の処理を適切かつ迅速に行うとともに、派遣就業

が適正かつ円滑に行われるようにするため必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。 

(ウ)  このほか、派遣先責任者の選任、派遣先管理台帳の整備、派遣労働者を特定する行為の制限、

性別・年齢による差別的取扱いの禁止等「派遣先が講ずべき措置に関する指針」に留意してくだ

さい。 

エ その他 

  港湾労働者派遣事業については、「港湾労働者派遣事業を適正に実施するために～許可・更新等

手続マニュアル～」を参照してください。その他、派遣制度の適正な実施につき、２６ページに

記した「労働者派遣事業と請負により行われる事業の区分に関する基準（最終改正平成２４年厚

生労働省告示第５１８号）」も参照してください。 
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労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準 

（昭和 61年労働省告示第 37号） 

（最終改正 平成 24年厚生労働省告示第 518号） 

 

第一条 この基準は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和六十年法律

第八十八号。以下「法」という。）の施行に伴い、法の適正な運用を確保するためには労働者派遣事業（法第

二条第三号に規定する労働者派遣事業をいう。以下同じ。）に該当するか否かの判断を的確に行う必要があ

ることに鑑み、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分を明らかにすることを目的とする。 

 

第二条 請負の形式による契約により行う業務に自己の雇用する労働者を従事させることを業として行う事業主

であっても、当該事業主が当該業務の処理に関し次の各号のいずれにも該当する場合を除き、労働者派遣事業を行

う事業主とする。 

一 次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するもの

であること。 

イ 次のいずれにも該当することにより業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。 

（１） 労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと。 

（２） 労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと。 

ロ 次のいずれにも該当することにより労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。 

（１） 労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理（これらの単なる

把握を除く。）を自ら行うこと。 

（２） 労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における指示その他の管理（こ

れらの場合における労働時間等の単なる把握を除く。）を自ら行うこと。 

ハ 次のいずれにも該当することにより企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら

行うものであること。 

（１） 労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと。 

（２） 労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと。 

二 次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより請負契約により請け負った業務を自己の業務として当該契

約の相手方から独立して処理するものであること。 

イ 業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること。 

ロ 業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負うこと。 

ハ 次のいずれかに該当するものであって、単に肉体的に労働力を提供するものでないこと。 

（１） 自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材（業務上必要な簡易な工具を除く。）

又は材料若しくは資材により、業務を処理すること。 

（２） 自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理すること。 

 

第三条 前条各号のいずれにも該当する事業主であっても、それが法の規定に違反することを免れるため故意に偽

装されたものであって、その事業の真の目的が法第二条第一号に規定する労働者派遣を業として行うことにあると

きは、労働者派遣事業を行う事業主であることを免れることができない。 

 



- 27 - 

 

（５）  「人付きリース」の問題について 

  荷役機械を運転手付きで借り受ける、いわゆる「人付きリース」は、港湾労働法の目的及び趣旨に

反し、また、職業安定法や労働者派遣法等に違反する可能性が高いものとして、抜本的な解消の達成

に向けて、港湾労使の協力により積極的な対応を進めてきた経緯があります。 

  人付きリースの問題点としては、主に以下の４つが挙げられます。 

  （ア）港湾運送事業法上の問題点 

     オペレーターが行う行為は、外形的に港湾荷役作業の完成を目的とした行為（請負契約）と

同様の行為と考えられます。リース業者が港湾運送事業主ではない場合には、港湾運送事業法

に抵触する行為と考えられます。 

  （イ）港湾労働法上の問題点 

     オペレーターは実質的に港湾運送作業に従事しているにもかかわらず、リース業者が港湾運

送事業主ではない場合、港湾運送法の適用対象となりません。このことは、港湾労働法の制定

の目的・趣旨に反する行為といえます。 

  （ウ）職業安定法上の問題点 

     作業の態様により、「労働者供給事業」とみなされるものについては、職業安定法第４４条

違反となります。労働者供給事業とは、「発注元と発注先の間で締結された供給契約に基づい

て、労働者を供給先の指揮命令を受けて労働に従事させること（労働者派遣に該当しないもの）」

です。労働者供給事業は安定法４５条で許可を受けた労働組合等のみが行うことができます。 

  （エ）労働者派遣法上の問題点 

     作業の態様により、「労働者派遣事業」とみなされるものについては、労働者派遣法第４条

違反となります。港湾運送業務については、労働者派遣事業を行うことが禁止されています。 

 

 
 ※人付きリースは機械の貸与を介することで、労働者派遣、供給を許可なく実施し、かつ請負の要件（指揮命令を受け

ない等）も満たしていない。 

  東京港では、小型荷役機械における人付きリースは解消されております。引き続き機械のみの借受

けとし、自社で雇用する港湾労働者に、機械操作の教育訓練を積極的に実施するようにしてください。 

港湾店社

オペレーターリース会社

港湾店社

労働者（雇

用・委託）

派遣元

（供給元）

指揮命令関係 

雇用関係又は

支配従属関係 

リース契約に

より荷役機械

とオペレータ

ーを中長期的

に活用・提供 

雇用関係 

（支配従属関係） 

労働者派遣契

約（労働者供

給契約） 指揮命令関係 

 

人付きリースの態様 労働者派遣（供給事業）の態様 
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（１）  港湾労働者雇用安定センターの指定（法第２８条第１項関係） 

港湾労働者雇用安定センターは、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図る

ことを目的として設立された一般社団法人または一般財団法人であって、法第３０条に規定する業務

に関し、必要な基準に適合すると認められるものを、その申請により、当該業務を行う者として各港

湾について一つに限り厚生労働大臣が指定することとしています。 

現在は、一般財団法人港湾労働安定協会が厚生労働大臣の指定を受けて、港湾労働法の規定に基づ

き、東京港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港及び関門港の６大港における各支部が、各管轄公共

職業安定所と連絡をとりつつ、港湾労働者雇用安定センターの業務を実施しています。 

（２）  港湾労働者雇用安定センターの業務（法第３０条関係） 

港湾労働者雇用安定センターは、法に基づく港湾労働者派遣制度の円滑な運営を促進するため、法

第３０条に基づき、次の業務を行っています。 

ア  事業主支援等業務 

①  港湾労働者派遣事業その他港湾運送に必要な労働力の需給調整に関する情報の収集、整理及

び提供 

②  港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣契約の締結についてのあっせん 

③  港湾労働者の雇用管理に関する技術的事項について、相談その他援助の実施 

④  港湾労働者に対する訓練の実施 

イ  雇用安定事業関係業務 

①  港湾労働者派遣事業の派遣労働者の雇用の安定に関する調査研究の実施 

②  派遣労働者の雇用の安定を図るための措置について、事業主その他の関係者に対して相談そ

の他の援助の実施 

③  派遣労働者に対して、港湾労働者派遣事業に係る派遣就業について相談その他の援助の実施 

④  雇用管理者、派遣元責任者に対する研修の実施 

（３）  東京港における港湾労働者の派遣あっせん業務 

   東京港における港湾労働者の派遣あっせん業務は以下の機関で実施しております。 

 

○一般財団法人 港湾労働安定協会 東京支部 

    東京港湾労働者雇用安定センター 

    〒108-0022 東京都港区海岸 3-33-10 芝浦第三荷役連絡所 

    TEL 03-3769-3621   FAX 03-3769-3622 

 

 

 

 

                                                                         

Ⅵ 港湾労働者雇用安定センター 
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（１）  公共職業安定所長に対する申告（法第４４条関係） 

ア  港湾労働者は、事業主が法第３章又は法第４３条の規定に違反する事実がある場合においては、

その事実を公共職業安定所長に申告することができることとしています。 

イ  事業主は、アの申告をしたことを理由として、港湾労働者に対して解雇その他不利益な取扱い

をしてはなりません。 

（２）  報告及び検査（法第４５条関係） 

ア  管轄公共職業安定所長は、法第７条の規定を施行するために必要な限度において、事業主に対

し、報告すべき事項及び報告をさせる理由を書面により通知し、必要な事項を報告させることが

できることとしています。（施行規則第４５条） 

イ  管轄公共職業安定所長は、法第７条の規定を施行するために必要な限度において、所属の職員

に、事業主の事業所その他の施設に立ち入り関係者に質問させ又は帳簿、書類、その他の物件を

検査させることができるものとしています。 

（３）  罰  則（法第４８条から第５２条まで関係） 

事業主が、偽りその他の不正の行為により港湾労働者派遣事業の許可又は港湾労働者派遣事業の許

可の有効期間の更新を受けたとき等について、１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金を科すこと

等法の違反について所要の罰則を規定するとともに、法人の違反の場合における両罰規定が置かれて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅶ その他 
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港湾労働法関係の主な届出・報告様式及び添付書類は以下の一覧でご確認ください。ただし、添付書

類については、個々の届出に応じて変更・追加になる場合もあります。 

また、港湾労働者派遣制度に関する様式等、一部を除き、ハローワーク品川 HP【港湾労働課からの

お知らせ】➡【冊子・各種届出・様式関連】からダウンロードして、活用いただくことも可能です。 

届出書類に事業主印は必要ではありません。ただし、届出後に内容の訂正がある場合には、事業主（港

湾労働法代理人）印が押印された届出書（必要に応じて理由書）が必要になります。 

 

届出・報告一覧 

区分 
届出・報告用紙 

（掲載ページ） 
届出・報告が必要な場合 添付書類 

月
例
報
告 

①港湾労働者就労状況等

報告（３２ページ） 

各月における港湾労働者の、港湾運送業務の就労状

況、雇入れ状況、教育訓練の実施状況等を、翌月１５

日までに報告   

― 

②荷役機械借受け状況報

告（３６ページ） 

港湾運送業務を行う事業所ごとに、各月の荷役機械

（小型フォークリフト）の借受け状況を、借受け実績

の有無に関わらず、翌月１５日までに報告   

― 

事 

業 

所 

関 

係 

③港湾労働法適用事業所

開設届（３８ページ） 

港湾労働法適用区域内で港湾運送の事業（港湾倉庫

での倉庫荷役含む）を開始したときに届出 

届出様式内

に記載 

④事業所名称・所在地変

更届（３９ページ） 
事業所の名称・所在地等に変更があったときに届出   

全員分の港

湾労働者証

及び写真 

登記簿謄本

又は賃貸借

契約書等 

⑤港湾労働法適用事業所

業種変更届（４０ページ） 

事業所の港湾運送業務の種類に変更等があったとき

に届出 

運輸局から

の許可証等 

⑥港湾労働法適用事業所

廃止届（４１ページ） 

事業所を廃止したとき又は港湾運送事業（倉庫専業

の場合は、事業所として設置した際の該当倉庫にお

ける倉庫荷役）を行わなくなったときに届出 

全員分の港

湾労働者

証、港湾労

働者証返納

届 

⑦代表者変更届（４２ペ

ージ） 
代表者の変更があったときに届出   

登記簿謄本

又は事業所

の正式な対

外的周知文

書 

⑧港湾労働法代理人選

任・解任届（４３ページ） 
代理人を選任し、又は解任（変更）したときに届出   ― 

⑨雇用管理者選任・解任

届（４４ページ） 

雇用管理者を選任し、又は解任（変更）したときに届

出   
― 

Ⅷ 届出・報告様式 
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派遣事業関係の届出書式および記載例は、派遣元責任者講習会で配布した冊子、「港湾労働者派遣事

業を適正に実施するために」をご覧ください。様式はハローワークで配布しております。 

 

区分 
届出・報告用紙 

（掲載ページ） 
届出・報告が必要な場合 添付書類 

港 

湾 

労 

働 

者 

証 

関 

係 

⑩港湾労働者雇用届 

（４５ページ） 

① 港湾運送の業務に従事させるために、新たに常用

労働者を雇入れたとき 

② 既に雇用して港湾運送以外の業務に従事させて

いた労働者を、配置換えして港湾運送の業務に従

事させるとき 

③ 既に雇用して港湾運送の業務に従事させている

日雇労働者の身分を、常用労働者に切り替えて引

き続き港湾運送の業務に従事させるとき 

＊ 港湾運送の業務に従事させる前に届出 

＊ 東京港では、週の所定労働時間が通常の労働者の

4 分の 3 未満の労働者（日雇労働者を除く）も届

出が必要（写真は不要） 

＊ 添付書類は雇用形態に応じて追加の場合あり 

写真１枚 

雇用保険・

社会保険取

得等確認通

知書（所定

労働時間が

週 20時間

未満の場合

は雇用契約

書）他 

⑪常用労働者氏名変更届

（５０ページ） 

港湾労働者証の交付を受けた常用労働者の氏名に変

更があったときに届出 

港湾労働者

証、写真 1

枚 

⑫常用労働者職種変更届

（５１ページ） 

港湾労働者証の交付を受けた常用労働者の職種を変

更したときに届出 

港湾労働者

証、写真１

枚 

⑬港湾労働者派遣事業関

係変更届（５２ページ） 

派遣対象労働者では無かったものを派遣対象労働者

としたとき又は、派遣対象労働者を派遣対象労働者

から外したときに届出 

港湾労働者

証、写真１

枚 

⑭港湾労働者証再交付等

申請書（５３ページ） 

港湾労働者証を亡失・滅失したとき又は、写真が本人

であることを認めがたくなったときに届出 

港湾労働者

証、写真１

枚 

⑮港湾労働者証返納届 

（５４ページ） 

港湾労働者証の交付を受けた常用労働者が退職、も

しくは配置換え等で港湾運送の業務に従事しなくな

ったとき等に届出 

※返納時に港湾労働者証を紛失していた場合の紛失

に関する届出を兼ねる 

港湾労働者

証 

⑯常用労働者転勤届 

（５５ページ） 

港湾労働者証の交付を受けた常用労働者を、6大港の

事業所に転勤させたときに届出 

※転勤先を管轄するハローワークへ提出 

港湾労働者

証、写真 1枚 

そ

の

他 

⑰他港出張届 

（５６ページ） 

港湾労働者（日雇労働者を含む）を臨時に他の 5大港

に出張させるときに届出 

※出張前に出張元のハローワークへ届出 

※継続的に他港で就労する場合は転勤届を届出 

― 

⑱日雇労働者雇用届 

（５７ページ） 

安定所の紹介によらないで日雇労働者を雇入れたと

き、当日就労させる前に届出 
― 

⑲倉庫荷役の作業状況及

び入出庫量調査回答書

（６１ページ） 

港湾倉庫調査実施時及び港湾指定区域において営業

倉庫を営む場合に提出 

※定期調査は３年に一度実施。 

― 
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様式第５号（第 10条第 2項関係）（表面） 

  港 湾 労 働 者 就 労 状 況 等 報 告 （令和  年  月分） 

店社番号 

品 

① 常時港湾 

運送の業務に 

従事する常用 

労働者 

②①以外の 

  常用労働者 

③ 他の事業 

主からの派 

遣労働者 

者 

④ ④ 日雇労働者 

計 

⑤ ①のうち 

港湾労働者派 

遣事業の派遣 

対象労働者 

月 末 現 在 在 籍 者 数 人     人 

当 月 中 就 労 実 人 員   

当 月 中 新 規 雇 用 者 数   

当 月 中 離 職 者 数   

置
配
転
状
況 

 

当
月
中
の
配 

他の業務から港 

湾運送の業務へ 
  

港湾運送の業務 

から他の業務へ 
  

象

労

働

者

等

の

数 

当

月

中

の

派

遣

対 

新たに派遣対象 

とした数 
 

 

派遣対象から除 

除  外した数 
 

就 
  

労 
  

延    

日   
数 

船  内  作  業 日 日 日 日(  日) 日 日 

は し け 作 業    (   )   

沿  岸  作  業    (   )   

い か だ 作業    (   )   

船舶貨物整備作業    (   )   

倉  庫  作  業    (   )   

合       計    (   )   

 ※ ①の常用労働者については、自己の指揮命令の下港湾運送の業務に就労した延日数を、⑤の派遣対象労働    

者については、他の事業主の指揮命令の下港湾運送の業務に就労した延日数を記入して下さい。 

実

施

状

況 

教
育
訓
練
の 

種  類 人    員 期    間 備     考 

 人   

備 

考 

 

港湾労働法第 11条及び港湾労働法施行規則第 10条の規定に基づき、令和  年  月分を上記のとおり報告します。 

令和  年  月  日 

事業所所在地 

事 業 所 名 

事 業 主 氏 名 

品川 公共職業安定所長 殿 
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様式第５号（表面） 

      港 湾 労 働 者 就 労 状 況 等 報 告（令和  年  月分） 

 

 

 

① 常時港湾 

運送の業務に 

従事する常用 

労働者 

②①以外の 

  常用労働者 

③ 他の事業 

主からの派 

遣労働者 

者 

④ ④ 日雇労働者 

計 

⑤ ①のうち 

港湾労働者派 

遣事業の派遣 

対象労働者 

月 末 現 在 在 籍 者 数 人     人 

当 月 中 就 労 実 人 員   

当月中新規雇用者数   

当 月 中 離 職 者 数   

置
配
転
状
況 

 

当
月
中
の
配 

他の業務から港 

湾運送の業務へ 
  

港湾運送の業務 

から他の業務へ 
  

象

労

働

者

等

の

数 

当

月

中

の

派

遣

対 

新たに派遣対象 

とした数 
 

 

派遣対象から除 

除  外した数 
 

就 
  

労 
  

延    

日   
数 

船  内  作  業 日 日 日 日(  日) 日 日 

は し け 作 業    (   )   

沿  岸  作  業    (   )   

い か だ 作業    (   )   

船舶貨物整備作業    (   )   

倉  庫  作  業    (   )   

合       計    (   )   

 ※ ①の常用労働者については、自己の指揮命令の下港湾運送の業務に就労した延日数を、⑤の派遣対象労働    

者については、他の事業主の指揮命令の下港湾運送の業務に就労した延日数を記入して下さい。 

実

施

状

況 

教
育
訓
練
の 

種  類 人    員 期    間 備     考 

 人   

備 

考 

 

港湾労働法第 11条及び港湾労働法施行規則第 10条の規定に基づき、令和  年  月分を上記のとおり報告します。 

令和  年  月  日 

事業所所在地 

事 業 所 名 

事 業 主 氏 名                      

品川 公共職業安定所長 殿  

品〇〇〇 

余白に店社番号を記

入してください。 

1日でも港湾労働者として就労した

人数を、「他社で派遣労働者として

就労した分」を含めて記載してくだ

さい。当月中に港湾荷役に従事しな

かった場合は計上しません。 

この欄は暦日数ではなく、港湾労働者が「自社で就労した」

延日数を記入する必要があります。「派遣労働者として他

社で就労した分」は含めません（⑤欄に記入）。5名の労働

者が全員、自社で 20日間荷役作業に従事した場合は 100日

となります（20日ではありません）。5名の就労日数がまち

まちの場合はその合計日数になります。 

ハローワークで紹介を受けた日雇労働者＋直接雇

用の合計日数を記入します。雇用安定センターに

あっせん申込した作業種別に日数を記載してくだ

さい。（ ）は内数で直接雇用数です。あっせん

申し込みと本報告の担当者が異なる場合、社内で

数字の共有をお願いいたします。 

とても重要！！ 
港湾労働者証の番号ではなく、実際の作業種別

に沿って記載してください。例えば、沿岸で登

録されている労働者（港湾労働者証が 3000番

台）が港湾倉庫で就労した分は、「沿岸作業」で

はなく、「倉庫作業」の欄に計上してください。 

他社で労

働者とし

て就労し

た人数を

記入して

ください。 
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記載例① 沿岸 6名（全員派遣登録）、船舶貨物整備 2名（うち１名派遣登録）、倉庫で登録３名の事業所 

  報告対象月の就業日数 20日。ある報告対象月の就業日数全てについて、 

ア）沿岸登録のうち４名は沿岸荷役に従事、残り２名は港湾倉庫荷役に従事 

イ）船舶貨物整備登録のうち、1名は全て港湾荷役以外の業務に従事。もう１名は、７日間を派遣労働 

者として他の事業主の下で船舶貨物整備荷役、残り 13日を自社で港湾荷役以外の業務に従事。 

ウ）倉庫登録 3名は全員港湾倉庫荷役に従事 

 

 

 

 

① 常時港湾 

運送の業務に 

従事する常用 

労働者 

②①以外の 

  常用労働者 

③ 他の事業 

主からの派 

遣労働者 

者 

④ ④ 日雇労働者 

計 

⑤ ①のうち 

港湾労働者

派遣事業の

派遣対象労

働者 

月 末 現 在 在 籍 者 数 １１人     ７人 

当 月 中 就 労 実 人 員    １１人  ７人 

 

 

就 
  

労 
  

延    

日   

数 

船  内  作  業 日 日 日 日(  日) 日 日 

は し け 作 業    (   )   

沿  岸  作  業 １２０   (   )   

い か だ 作業    (   )   

船舶貨物整備作業  ４０   (   )   

倉  庫  作  業  ６０   (   )   

合       計 ２２０   (   )   

 ※ ①の常用労働者については、自己の指揮命令の下港湾運送の業務に就労した延日数を、⑤の派遣対象労働    

者については、他の事業主の指揮命令の下港湾運送の業務に就労した延日数を記入して下さい。 

 

 

 

記載例② はしけ 3名登録の事業所 報告対象月の所定労働日数 20日 

ア）事業所における、はしけ業務は報告対象月中で４日。残り 16日間は全員港湾運送以外の業務に従事 

イ）４日間のうち、３名中２名は終日、１名は午前中のみ、はしけ荷役に従事 

 

就 
  

労 
  

延    

日   

数 

船  内  作  業 日 日 日 日(  日) 日 日 

は し け 作 業 2.5   (   )   

沿  岸  作  業    (   )   

い か だ 作業    (   )   

船舶貨物整備作業    (   )   

倉  庫  作  業    (   )   

合       計 2.5   (   )   

 

4名×20日の「80」が正しい記載です。沿

岸登録のうち 2名は、当月は全て倉庫荷役

に従事したためです。 

「0」が正しい記載です。

自社で勤務していた場合

も、港湾荷役作業に従事し

ていない場合は計上しませ

ん。また、この欄には港湾

派遣労働者として他社で就

労した日数は計上せず、⑤

欄に「7」を計上します。 

倉庫登録 3名×20日＋沿岸登録

の 2名×20日の合計「100」が

正しい記載です。 

品〇〇〇 
「10」が正しい記載

です。船舶貨物整備の

うち、１名は港湾荷役

に従事していないため

計上しません。 

「1」が正しい記載

です。派遣対象者の

うち、沿岸の６名は

港湾派遣労働者とし

て他社で就労した実

績が無いためです。 

「12」が正しい記載です。２名が終日、１名が

半日のため、2＋0.5＝2.5ではありません。ま

た、半日勤務でも 0.5 とせず、1 日とカウント

します。つまり、３名が４日間はしけ荷役に従

事したため、3名×４日＝12日が正しい記載と

なります。 
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様式１ 

荷 役 機 械 借 受 け 状 況 報 告 

品川公共職業安定所長 殿 

 

企   業   名                   店社番号 

代表者の氏名                      品 

所  在  地 

電    話 

 

港湾運送に係る荷役機械（小型フォークリフト）の借受け状況について、下記の通り報告します。 

令和     年    月    日 

                （令和   年   月分） 

機械の 

種 類 
  借受け相手方の企業名 借受け延台数 

うち運転手 

付き延台数 
備  考 

 
 
 

小
型
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト 

 

延台 

   

延台 

   

 

 

延台 

   

延台 

  

 

 

延台 

   

延台 

   

 

合     計 

延台 

   

延台 

   

 

  

（注） １ 船内・沿岸（関連事業・倉庫事業を含む）区域内の荷役作業において借受けた小型 

フォークリフト（最大荷重 10トン未満）について、借受け相手方の企業ごとに各欄に 

記入して下さい。借受け相手方の欄が不足する場合は、適宜、追加して記入して下さい。 

    ２ 延台数は、月の初日から末日までの間に借受けた延台数（借受け相手方ごとに、日々 

の借受け台数を積み上げた台数）を記入して下さい。なお、１日に数時間程度借受けた 

場合でも、この報告では１日として取り扱って下さい。 

          ３ 「うち運転手付き延台数」の欄は、「借受け延台数」のうち、運転手付きで借受けた 

延台数を記入して下さい。 

４ この報告は、当該月の翌月 15日までに、管轄公共職業安定所長宛提出して下さい。 

各欄とも該当がない場合は「該当なし」と記入して提出して下さい。 

５ 事業主が法人である場合はその主たる事業所の所在地、法人の名称及び代表者氏名 

を記入すること。氏名については、記名又は署名のいずれかにより記入すること。 
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様式１ 

荷 役 機 械 借 受 け 状 況 報 告  

品川公共職業安定所長 殿 

企   業   名                        

代表者の氏名 

所  在  地 

電    話 

 

港湾運送に係る荷役機械（小型フォークリフト）の借受け状況について、下記の通り報告します。 

       令和     年    月    日     

                （令和   年   月分） 

機械の 

種 類 
  借受け相手方の企業名 借受け延台数 

うち運転手 

付き延台数 
備  考 

小
型
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト 

該当なし  
延台 

   

延台 

   

 

 

延台 

   

延台 

  

 

 

延台 

   

延台 

   

 

合     計 延台 

   

延台 

   

 

  

（注） １ 船内・沿岸（関連事業・倉庫事業を含む）区域内の荷役作業において借受けた小型 

フォークリフト（最大荷重 10トン未満）について、借受け相手方の企業ごとに各欄に 

記入して下さい。借受け相手方の欄が不足する場合は、適宜、追加して記入して下さい。 

    ２ 延台数は、月の初日から末日までの間に借受けた延台数（借受け相手方ごとに、日々 

の借受け台数を積み上げた台数）を記入して下さい。なお、１日に数時間程度借受けた 

場合でも、この報告では１日として取り扱って下さい。 

          ３ 「うち運転手付き延台数」の欄は、「借受け延台数」のうち、運転手付きで借受けた 

延台数を記入して下さい。 

４ この報告は、当該月の翌月 15日までに、管轄公共職業安定所長宛提出して下さい。 

各欄とも該当がない場合は「該当なし」と記入して提出して下さい。 

５ 事業主が法人である場合はその主たる事業所の所在地、法人の名称及び代表者氏名 

を記入すること。氏名については、記名又は署名のいずれかにより記入すること。 

荷役作業を下請けに出している分は、機械の借受けに該当しません。自社

で港湾荷役作業を行う際に、「機械」及び「運転手付き機械」を借受けた分だけ

を報告していただきます。 

店社番号を記

入してくださ

い。 

品〇〇〇 

該当なしでも毎月の

提出が必要です！ 
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港 湾 労 働 法 適 用 事 業 所 開 設 届 

 

１ 事業所名称 

 

２ 所 在 地 

 

３ 業   務 ※港湾運送事業法（又は倉庫業法）の種類 

 

４ 添 付 書 類 

 

(1) 認可・認可書等・届出書類写（国土交通省関係書類） ※表紙だけではなく添付資料全て 

 

(2) 港湾労働関係事業所台帳 

 

(3) 港湾労働者証書換申請書及び港湾労働者名簿 

 

(4) 港湾労働者雇用届（写真、雇用保険・社会保険・厚生年金の取得等確認通知書） 

 

(5) 代理人選任届 ※代理人を選任する場合に限る 

 

(6) 雇用管理者選任届 ※法第 6条により雇用管理に責任を持ちうる従業員を必ず選任 

 

(7) 雇用保険適用事業所台帳 ※または登記簿謄本・事務所の賃貸契約書 

 

(8)  その他（業務委託契約書・作業指示書・会社案内） 

 

 

令和   年   月   日 

 

                     住  所 

                  事業主 

                     氏  名                 

 

品川公共職業安定所長 殿 
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事 業 所     変 更 届 

               

事 業 所 の 

名 称 
 

事 業 所 

番  号 
品 

所 在 地  

変更の内容 

名 称 

所在地 

 

 

上記のとおり、事業所の       を変更しましたので届けます。 

              

   令和  年  月  日 

                    住 所 

                事業主 

                    氏 名                 

                  事業主が法人であるときは主たる事業所の所在地 

                  法人の名称及び代表者氏名を記入すること。 

 

   品川公共職業安定所長 殿 

処 

理 

欄
（
こ
の
欄
に
は
記
入
し
な
い
で
下
さ
い
。
） 

受 理 年 月 日 令和   年   月   日  受 理 扱 者 
 

雇  用  届 令和   年   月   日  改訂完了 扱 者 
 

港湾労働者証 令和   年   月   日  改 訂 扱 者 
 

備    考  

  

名 称 

所在地 

名 称 

所在地 



- 40 - 

 

 

港 湾 労 働 法 適 用 事 業 所 業 種 変 更 届 

 

上記のとおり業種の変更を届けます。 

 

 令和   年   月   日 

 

住 所 

              事業主 

                    氏 名                  

 

品川公共職業安定所長 殿 

 

 

 

 

１ 適用事業所番号    品 

２ 事業所名称  

３ 事業所所在地  

４ 業務の種類 

変更前 変更後 

  

５ 添付書類 

○ 港湾運送事業許可・認可・届出等書類（写） 

○ 港湾労働者名簿 

○ 港湾労働者雇用届 

○ 港湾労働者職種変更届 

○ その他 
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港 湾 労 働 法 適 用 事 業 所 廃 止 届 

 

１ 事  業  所  名  称 

 

 

 

２ 所   在   地 

 

 

 

３ 適 用 事 業 所 番 号  品 

 

 

 

４ 適 用 廃 止 年 月 日         令和    年    月    日 

 

 

 

 

５ 適 用 廃 止 理 由 

 

 

 

 

  令和  年  月  日 

 

 

                  住 所 

            事 業 主 

                  氏 名                

 

 

  品川公共職業安定所長 殿 
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代 表 者 変 更 届 

 

代 表 者 氏 名 

新 
 

 

旧 
 

変 更 年 月 日 
 

変 更 の 理 由 

 

 

上記のとおり、代表者が変更になりましたので届けます。 

 

  令和   年   月   日 

 

 

 所  在  地 

 

 

 事 業 所 名 

 

 

 適 用 事 業 所 番 号  品 

 

 

 代 表 者 名                               

 

 

 

 品川公共職業安定所長 殿 
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港 湾 労 働 法 代 理 人 選 任・解 任 届 

 

適用事業所番号 品 

代理人の 

区分 

事 項 

選 任 代 理 人 解 任 代 理 人  

職    名   

氏    名   

生 年 月 日 昭・平   年   月   日 昭・平   年   月   日 

代 理 事 項   

選任または 

解任の年月日 
令和    年    月   日 令和    年   月   日 

選任または解任 

に係る事業所 

名   称  

所 在 地  

電 話 番 号  

 

上記のとおり代理人を選任・解任したので届けます。 

 

令和    年    月    日 

 

              住 所    

     事業主  

          氏 名 

 

品川公共職業安定所長 殿    
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雇 用 管 理 者 選 任 ・ 解 任 届 

 

 

 

 

 

 

選 任 

 

 

解 任 

 

 

 

役 職 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選任・解任年月日 

 

 

 

 

 

 

 

 

港湾労働法第６条により雇用管理者を選任・解任しましたので上記のとおり届けます。 

 

   令和   年   月   日 

 

           所  在  地 

 

           事 業 所 名                        

 

             適用事業所番号   品 

 

           代 表 者 名                     

 

品川公共職業安定所長 殿 
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 港湾労働者証の作成には写真の添付が必要です。写真は一般的な証明写真、データいずれでも構いま

せんが、いずれの場合も、以下の点に注意して撮影された写真をご提出ください。 

   

●おおむね６か月以内に撮影した写真 

●正面向、胸から上の上半身、無帽、顔が鮮明である写真 

  

〈通常の証明写真の留意点〉 

１．写真サイズは縦4ｃｍ×横3ｃｍとしてください。複数の労働者の港湾労働者証を作成する場合、

写真の読み込みに支障をきたしますので、サイズは統一してください。 

２．写真の裏面に「事業所名」と「労働者の氏名」を必ず記載してください。 

３．コピー用紙に印刷された顔写真は、スキャナーで読み取った場合に不鮮明になるため、避けてく

ださい。この場合、USB メモリもしくは CD－R（RW）で提出してください。 

 

 〈スマートフォンやデジタルカメラなどで撮影したデータの留意点〉 

１．証明写真と同じように、胸から上の上半身を撮影してください。 

本人の判別ができない不適当な写真は、再提出いただきます（顔の写りが小さい、写真が暗い等）。 

デジタルカメラの場合は、横に広い写真とならないようにカメラを縦にして撮影してください。 

日射しの影響がないよう、なるべく屋内の白い壁を背景にして撮影してください。 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

２．写真のファイル名は、港湾労働者証の新番号（個人番号）と氏名にして下さい。 

（例：品 999-4001-0 氏名） 

※港湾労働者証の新番号が不明の場合は、氏名のみで差し支えありません。 

ピクセル数や画質は、VGA（640×480）～XGA（1024～768）程度の画素数で標準画質を推奨し

ます。 

３．写真のデータは JPG 形式のみです。Word・Excel にデータを張り付けたものは受付できません。 

４．提出媒体は、USB メモリもしくは CD-R（RW）のいずれかとなります。SD カードは接続できま

せん。また、提出いただいた媒体はセキュリティの観点からハローワークで回収いたしますので、

返却はできません。予めご了承ください。 

 

 

■ 港湾労働者証の交付に使用する写真について 

不適当な例 適当な例 
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常 用 労 働 者 氏 名 変 更 届 

 

氏  名  証番号 品 

変 更 後 の 

氏    名 
 

   

   上記のとおり、常用労動者の氏名の変更がありましたので届けます。 

 

    令和  年  月  日 

                        住 所 

                    事業主 

                        氏 名               

                    事業主が法人であるときは主たる事業所の所在地 

                     法人の名称及び代表者氏名を記入すること。 

 

    品川公共職業安定所長 殿 

   

処 

理 

欄
（
こ
の
欄
に
は
記
入
し
な
い
で
下
さ
い
。
） 

雇  用  届 令和   年   月   日  改 訂 扱者 
 

港湾労働者証 令和   年   月   日  改 訂 扱者 
 

備    考  
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常 用 労 働 者 職 種 変 更 届 

 

証 番 号 氏     名 旧職種 新職種 

品    

品    

品    

品    

品    

 

上記の港湾労働者の主たる職種を変更しましたので届けます。 

 

令和  年  月  日 

    

住 所 

事業主 

氏 名                

 

品川公共職業安定所長 殿 
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   別紙様式第４号 

 

港湾労働者派遣事業関係変更届 

 

 

氏 名 

 

 

証番号 

 

品 

変更前の港湾労働者 

派遣事業関係 

１ 派遣対象労働者である。 

２ 派遣対象労働者ではない。 

変更後の港湾労働者 

派遣事業関係 

１ 派遣対象労働者である。 

２ 派遣対象労働者ではない。 

上記のとおり、港湾労働者派遣事業関係に変更がありましたので届けます。 

 

    令和   年   月   日 

 

               住所 

事業主 

               氏名 

 

事業主が法人であるときは主たる事業所の所在地、法人の名称及び代表者氏名を記入すること。 

 

品川公共職業安定所長 殿 

  

処
理
欄
（
こ
の
欄
に
は
記
入
し
な
い
で
下
さ

い
。） 

  

 

受 理 年 月 日 

 

令和  年  月  日 受理 扱者 

 

 

雇 用 届 

 

令和  年  月  日 改訂 扱者 

 

 

港湾労働者証 

 

令和  年  月  日 改訂 扱者 

 

備 考 
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港 湾 労 働 者 証 再 交 付 等 申 請 書 

 

港
湾
労
働
者 

氏  名 

                             男 

・ 

女 

昭和 

     年  月  日生 

平成 

住  所 

 

事

業

主 

名  称 

 

所 在 地 

 

港湾労動者証 

証 番 号 品 

交付年月日         年   月   日 

再 交 付 等 を 

申 請 す る 理 由 

 

 

上記により港湾労働者証の再交付を申請します。 

 

   令和   年   月   日 

                     住 所 

                 事業主  

                     氏 名                 

                    事業主が法人であるときは主たる事業所の所在地 

                    法人の名称及び代表者氏名を記入すること。 

                     

   品川公共職業安定所長 殿 

再 交 付 年 月 日 証  番  号 備    考 

※ ※ ※ 

※印欄は記入しないこと。 
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港 湾労 働者証 返納 届 

 

氏 名 
 

証番号 品 

返

納

の

理

由

・

離

職

等

年

月

日 

１ 退職  年   月   日  

２ 他の部門に異動  年   月   日  

３ 六大港以外の港に転勤  年   月   日  

４ 死亡  年   月   日  

５ 事業所廃止  年   月   日  

６ 移籍・出向  年   月   日  

７ その他 

具体的理由 

（              ） 

 年   月   日  

※該当する項目に○を付け、事実のあった日付を記入して下さい。 

 

上記のとおり港湾労働者証を返納します。 

 ※返納できない場合の理由（                    ） 

令和  年  月  日 

事業所名 

担当者名                

    品川公共職業安定所長 殿 
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常 用 労 働 者 転 勤 届  

 

氏   名 
 

証番号 品 

転 勤 前 の 

事 業 所 

名称 所在地 

転 勤 後 の 

事 業 所 

名称 所在地 

主として従

事する業務 

 

上記のとおり、常用労働者を転勤させましたので届けます。 

 

 令和  年  月  日 

 

                   住 所 

               事業主 

                   氏 名                   

 

                 事業主が法人であるときは主たる事業所の所在地 

                 法人の名称及び代表者氏名を記入すること。 

 

品川公共職業安定所長 殿 

 

処
理
欄
（
こ
の
欄
に
は
記
入
し
な
い
で
下
さ
い
。） 

受理年月日 令和  年  月  日  受理 扱 者 
 

港湾労働者証 令和  年  月  日  改訂（新番号    ） 扱 者 
 

通    報 令和  年  月  日  付 第    号 扱 者 
 

雇用届の受理 令和  年  月  日  受理 扱 者 
 

雇用届の改訂 令和  年  月  日  改訂 扱 者 
 

備    考 

   

 

注）港湾労働者証の交付を受けている労働者を、港湾労働法が適用される港湾に異動させる際に提出 
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他 港 出 張 届 

 

１．出張年月日     令和  年  月  日 

２．出 張 先         港     埠頭 

３．人   数         名 

４．貨物・作業 

５．船   名 

6．出張対象者・港湾労働者証番号・雇用形態 

 
常 日 

10条 他 
 

常 日 

10条 他 
 

常 日 

10条 他 

 
常 日 

10条 他 
 

常 日 

10条 他 
 

常 日 

10条 他 

 
常 日 

10条 他 
 

常 日 

10条 他 
 

常 日 

10条 他 

 
常 日 

10条 他 
 

常 日 

10条 他 
 

常 日 

10条 他 

 
常 日 

10条 他 
 

常 日 

10条 他 
 

常 日 

10条 他 

 
常 日 

10条 他 
 

常 日 

10条 他 
 

常 日 

10条 他 

 
常 日 

10条 他 
 

常 日 

10条 他 
 

常 日 

10条 他 

※常…常用港湾労働者 日…安定所紹介日雇労働者 10条…港湾労働法第 10条但し書き該当者 

 他…上記以外の労働者 

 

上記の通り労働者を上記２の港に出張させますので届けます。 

 

令和  年  月  日          

   住所 

                 事業主 

                     氏名 

 

品川公共職業安定所長 殿 

 

注：他港出張届は一時的に従業員の勤務場所を変更して、その場所で自己の通常の業務を行わせるもの

です。継続的に従業員の勤務場所を変更する場合は常用労働者転勤届を提出してください。 

 

 

 

 

氏 名：〇〇 〇〇 

証番号：〇〇〇－〇〇〇〇-0 

※枠内の記載方法 
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様式第４号（第９条関係）日 雇 労 働 者 雇 用 届 

 

港湾労働法第 10条第２項の規定により、下記のとおり届けます。 

 

令和  年  月  日 

                   住所 

              事業主 

                   氏名                

   公共職業安定所長 殿 

 

雇用人員         人 求人年月日 令和   年   月   日 

氏     名 年齢 雇入年月日 
主として従事す 

る業務（職種） 

港湾運送の業務に 

従 事 さ せ る 日 
備  考 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

者 

を 

雇 

用 

す 

る 

理 

由 

に 

よ 

ら 

な 

い 

で 

日 

雇 

労 

働 
公 
共 

職 

業 

安 

定 

所 

の 

紹 

介 

 ※受付印 

 

 

 

 

 

 

 

注）あっ旋申込書に記載された通知番号別 

  に作成すること 

 

（注）事業主が法人である場合はその主たる事業所の所在地、法人の名称及び代表者氏名を記入すること。 

   氏名については、記名又は署名のいずれかにより記入すること。 

（注）就業開始前に公共職業安定所に届出すること。 
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日雇労働者雇用届提出手順 

 

 

 日雇労働者雇用届提出に関する流れは、以下の通りになります。 

 雇用安定センターへのあっ旋申込みを前提に、ハローワークとの間で書類（報告）が複数回行われま

す。詳細は窓口やお電話でご案内しておりますので、ご不明な点はご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

  

■ 日雇労働者雇用届提出の流れ 

 店社が所定の様式

で雇用安定センタ

ーへあっ旋申込み

した後、ハローワ

ークにも同じあっ

旋申込書を FAX す

る。 

ハローワークが、

あっ旋申込書に受

付印を押印、申込

書別に通知番号を

記入した後、店社

に FAX する。 

 

店社は通知番号毎に

日雇労働者雇用届を

作成し、就業開始前

までにハローワーク

へ提出する。※付与

された通知番号を余

白に転記して提出 

各項目はあっ旋申込書の

記載と統一してください。 

1113 

HWから FAXした

あっ旋申込書に記

載された通知番号

を転記してくださ

い。複数の場合

は、該当する全て

の通知番号を記入

して下さい。 

 

 

複数の番号を 1 枚の届出

に記載する際には、下線

を引くもしくは、1 行開

けるなど、通知番号に沿

ったわかりやすい記載を

お願いします。 

記載例 



 

- 60 - 

 

●変更・追加がある場合 

 

  

 

 

 

HW

印 1111 

５ ３ 

あっ旋申込み内容に変更が

ある場合は、余白に「変更」

等と表示し、該当箇所を二重

線で訂正の上、再度安定セン

ターとハローワークに FAX

してください。 

 

いったんハローワークか

ら受理判と通知番号を付

与したあっ旋申込書を送

付した後は、新たにあっ

旋申込書は作成せず、通

知番号が表示されたあっ

旋申込書をそのまま使用

してください。また、修正

前の内容が分かるよう

に、二重線で訂正してく

ださい。 

 

変更・修正の場合は、通知

番号に変更がありません。 
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事
業

所
名

電
話

番
号

Ｂ Ａ

Ａ
　

総
計

備
考

〒
１

０
８

-
０

０
２

２
　

東
京

都
港

区
海

岸
３

－
９

－
４

５
　

品
川

公
共

職
業

安
定

所
　

港
湾

労
働

課
　

　
　

電
話

　
３

４
５

２
－

４
８

５
１

　
　

　
Ｆ

Ａ
Ｘ

　
３

７
９

８
－

８
６

５
９

×
１

０
０

貨
　

　
　

物
  

  
  

  
  

の
　

入
　

出
　

庫
　

量

倉
庫

荷
役

の
作

業
状

況
及

び
入

出
庫

量
調

査
回

答
書

所
　

　
在

　
　

地

部
署

・
担

当
者

Ｂ
　

海
側

直 営
下 請

整
理

番
号

倉
　

庫
　

名
　

称
倉

庫
所

在
地

荷 役 形 態

下
請

事
業

所
名

所
　

　
在

　
　

地
電

  
話

  
番

  
号

  
  

  
  

  
令

和
　

　
年

　
　

月
　

　
日

～

主
な

取
扱

  
  

  
  

  
令

和
　

　
年

　
　

月
　

　
日

直 営
下 請

直 営
下 請

直 営
下 請

　
冷

蔵
倉

庫
の

場
合

は
備

考
欄

に
そ

の
旨

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
　

　
　

　
　

記
入

例
）
　

整
理

番
号

〇
番

は
冷

蔵
倉

庫

直 営
下 請

ト
ン

ト
ン

ト
ン

ト
ン

ト
ン

ト
ン

ト
ン

ト
ン

ト
ン

ト
ン

%% % % %
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事
業

所
名

電
話

番
号

　 Ｂ Ａ

Ａ
　

総
入

出
庫

量
計 ト
ン

ト
ン

%

ト
ン

ト
ン

%

ト
ン

ト
ン

%

ト
ン

ト
ン

%

ト
ン

ト
ン

%

備
考

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

倉
庫

荷
役

の
作

業
状

況
及

び
入

出
庫

量
調

査
回

答
書

  
  
　

　
※

記
入

例

所
　

　
在

　
　

地

部
署

・
担

当
者

  
  

  
  

  
令

和
　

5　
年

　
1 

月
  

31
日

～

主
な

取
扱

  
  

  
  

  
令

和
　

5 
 年

　
12

月
  

31
日

×
１

０
０

貨
　

　
　

物
  

  
  

  
  

の
　

入
　

出
　

庫
　

量

Ｂ
　

海
側

貨
物

の
入

出
庫

量
計

1
直 営

下 請

整
理

番
号

倉
　

庫
　

名
　

称
倉

庫
所

在
地

荷 役 形 態

下
請

事
業

所
名

所
　

　
在

　
　

地
電

  
話

  
番

  
号

2
直 営

下 請

(　
　

　
　

　
　

　
　

)

4
直 営

下 請

3
直 営

下 請

　
冷

蔵
倉

庫
の

場
合

は
備

考
欄

に
そ

の
旨

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
　

　
　

　
　

記
入

例
）
　

整
理

番
号

〇
番

は
冷

蔵
倉

庫

5
Ａ

倉
庫

港
区

海
岸

３
－

９
－

４
５

直 営
下 請

関
東

運
輸

局
か

ら
提

供
さ

れ
た

倉
庫

台
帳

を
基

に
、

倉
庫

名
称

・
倉

庫
所

在
地

を
記

載
し

て
お

り
ま

す
（

※
新

設
の

場
合

は
倉

庫
名

が
記

載
さ

れ
て

い
ま

せ
ん

）
。

記
載

内
容

に
誤

り
が

あ
る

、
も

し
く
は

空
欄

の
場

合
は

、
訂

正
及

び
記

入
を

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
、

別
事

業
所

へ
貸

し
て

い
る

場
合

は
、

会
社

名
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

当
該

倉
庫

で
扱

わ
れ

た
海

側
貨

物
の

入
出

庫
量

を
１

年

間
の

ト
ー

タ
ル

で
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
扱

い
が

無
く
ゼ

ロ

で
あ

っ
て

も
、

「
０

」と
記

入
し

て
提

出
し

て
く
だ

さ
い

。

新
し

く
営

業
倉

庫
と

な
っ

た
も

の
が

あ
れ

ば
、

追
加

し
て

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

廃
止

の
も

の
が

あ
れ

ば
線

で
消

し
て

、
廃

止
年

月
日

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
倉

庫
名

や
、

住
所

の
違

い
が

あ
る

と
き

は
、

そ
の

部
分

を
線

で
消

し
て

訂
正

し
て

く
だ

さ
い

。

当
該

倉
庫

で
取

り
扱

わ
れ

た
全

て
の

貨
物

に
対

す
る

入
出

庫
量

を
１

年
間

の
ト

ー
タ

ル
で

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

倉
庫

を
管

轄
す

る
事

業
所

名
（
○

○
支

店
等

）、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

部
署

・
担

当
者

の
記

入
を

お
願

い
し

ま
す

。
※

空
欄

箇
所

へ
の

記
入

及
び

記
載

内
容

に
誤

り
、

変
更

等
が

あ
れ

ば
訂

正
を

お
願

い
い

た
し

ま
す

。

令
和

5
年

1
月

1
日

～
令

和
5
年

1
2月

31
日

ま
で

の
直

近
１

年
間

。
な

お
、

把
握

が
終

了
し

て
い

な
い

場
合

は
入

出
庫

量
が

確
認

で
き

る
範

囲
（
1年

間
）
で

結
構

で
す

。
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品職発○○第○号 

令和〇年○月○日 

 

○○倉庫株式会社 

     事業主殿 

 

品川公共職業安定所長 

 

 

 

港湾労働法適用倉庫調査結果について（適用通知） 

 

時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素から、港湾労働行政の運営につきまして格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、先般の「港湾倉庫」に係る入出庫量調査に基づき、関東運輸局長に意見照会した結果、貴事業

所の下記倉庫を港湾労働法第二条第二号ロ並びに港湾労働法施行令第二条第三号及び第四号に規定さ

れる「港湾倉庫」に該当するものと確認いたしましたので通知いたします。 

既に手続きが完了している事業主を除き、港湾労働法適用事業所開設手続きと港湾労働者雇用届の提

出が必要になります。品川公共職業安定所港湾労働課までご来所ください。 

 

 

整理番号 倉庫名 所在地 

○○○ ■■倉庫 港区海岸○―○―○ 

●●● □□物流センター 大田区城南島×―×―× 

   

   

   

   

＊倉庫荷役作業を下請事業者に委託もしくは協定会社等が実施している場合には、該当倉庫が港湾倉庫であることを伝

達してください。 

＊本通知は次回の港湾倉庫調査まで有効となります。港湾労働者雇用届、港湾労働者就労状況等報告等各種届出及び報告

の提出時に添付していただく場合もありますので、大切に保管してください。 

＊倉庫業を廃止した場合等、港湾倉庫としての要件を満たさなくなった場合には、品川公共職業安定所港湾労働課までご

連絡下さい。 

＊上記の通知内容は、ご提出いただいた「入出庫量調査回答書」及び実態調査で確認した内容に基づいております。関東

運輸局へ変更の届出がなされていない場合には、その登録内容と相違する場合があります。 

＊港湾倉庫調査は１～３年ごとに実施しています。次回は令和８年度に実施を予定しております。 
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（昭和六三年五月一七日法律第四〇号） 

最終改正:令和四年六月一七日法律第六八号 

目 次 

第一章 総則（第一条・第二条） 

第二章 港湾雇用安定等計画（第三条） 

第三章 港湾労働者の雇用の改善、能力の開発及

び向上等（第四条―第十一条） 

第四章 港湾労働者派遣事業（第十二条―第二十

七条） 

第五章 港湾労働者雇用安定センター（第二十八

条―第四十二条） 

第六章 雑則（第四十三条―第四十七条） 

第七章 罰則（第四十八条―第五十二条） 

附 則 

第一章 総 則 

（目 的） 

第一条 この法律は、港湾労働者の雇用の改善、能

力の開発及び向上等に関する措置を講ずることに

より、港湾運送に必要な労働力の確保に資すると

ともに、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労

働者の福祉の増進を図ることを目的とする。 

（定 義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 港湾 政令で指定する港湾（その水域は、政

令で定める区域とする。）をいう。 

二 港湾運送 港湾において行う行為であって、

次のいずれかに該当するものをいう。 

イ 港湾運送事業法（昭和二十六年法律第百六

十一号）第二条第一項に規定する港湾運送の

うち、同項第二号から第五号までのいずれか

に該当する行為  

ロ イに規定する行為に準ずる行為であって政

令で定めるもの 

三 事業主 次のいずれかに該当する者をいう。 

イ 港湾運送事業法第三条第一号から第四号ま

でに規定する事業の事業主 

ロ 前号ロに規定する行為を行う事業の事業 

主 

 四 港湾労働者 港湾運送の業務に従事する労働

者をいう。ただし、船員職業安定法（昭和二十 

 

 

 

 

三年法律第百三十号）第六条第一項に規定する

船員を除く。 

五 港湾労働者派遣事業 事業主が港湾運送の業

務について行う労働者派遣事業（労働者派遣事

業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等

に関する法律（昭和六十年法律第八十八号。以

下「労働者派遣法」という。）第二条第三号に

規定する労働者派遣事業をいう。）であって、

当該事業の業として行われる労働者派遣（同条

第一号に規定する労働者派遣をいう。以下同じ。）

の対象となる派遣労働者（同条第二号に規定す

る派遣労働をいう。以下同じ。）が常時雇用さ

れる労働者のみであるものをいう。 

第二章 港湾雇用安定等計画 

第三条 厚生労働大臣は、港湾ごとに、港湾労働者

の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進に

関する計画（以下「港湾雇用安定等計画」という。）

を策定するものとする。 

２ 港湾雇用安定等計画に定める事項は、当該港湾

における次の事項とする。 

一 港湾労働者の雇用の動向に関する事項 

二 労働力の需給の調整の目標に関する事項 

三 港湾労働者の雇用の改善並びに能力の開発及

び向上を促進するための方策に関する事項 

四 港湾労働者派遣事業の適正な運営を確保する

ための方策に関する事項 

３ 厚生労働大臣は、港湾雇用安定等計画を策定し

ようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会

の意見を聴くほか、必要があると認めるときは、

関係都道府県知事その他関係行政機関の意見を聴

くものとする。 

４ 厚生労働大臣は、港湾雇用安定等計画を策定し

たときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 

５ 前二項の規定は、港湾雇用安定等計画の変更に

ついて準用する。 

第三章 港湾労働者の雇用の改善、能力の開

発及び向上等 

（関係者の責務） 

第四条 事業主は、募集、雇入れ及び配置を計画的

に行うことその他の港湾労働者の雇用の改善に資

する措置を講ずるとともに、港湾運送の業務の遂

行に必要な能力を付与するための教育訓練を行う

ことにより、港湾労働者の安定した雇用の確保そ

○ 港湾労働法 

Ⅸ 関係法令・資料 
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の他の港湾労働者の福祉の増進に努めなければな

らない。 

２ 事業主及びその団体は、港湾労働者の安定した

雇用の確保その他の港湾労働者の福祉の増進に関

し、相互に協力するように努めなければならない。 

第五条 国及び地方公共団体は、事業主及びその団

体の自主的な努力を尊重しつつ、その実情に応じ

てこれらの者に対し必要な援助を行うこと等によ

り、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者

の福祉の増進に努めなければならない。 

２ 国及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支

援機構は、港湾労働者に対し事業主が行う教育訓

練の円滑な実施に資するため、必要な職業訓練の

効果的な実施について特別の配慮をするものとす

る。 

（雇用管理者） 

第六条 事業主は、次に掲げる事項を管理させるた

め、厚生労働省令で定めるところにより、雇用管

理者を選任しなければならない。 

一 港湾労働者の募集、雇入れ及び配置に関する

事項 

二 港湾労働者の教育訓練に関する事項 

三 その他港湾労働者の雇用管理に関する事項で

厚生労働省令で定めるもの 

２ 事業主は、雇用管理者について、必要な研修を

受けさせる等前項各号に掲げる事項を管理するた

めの知識の習得及び向上を図るように努めなけれ

ばならない。 

（雇用管理に関する勧告等） 

第七条 公共職業安定所長は、当該港湾に係る港湾

雇用安定等計画に定める事項に照らして、事業主

が行う雇用管理について、その改善を図る必要が

あると認めたときは、当該事業主に対し必要な勧

告をすることができる。 

２ 前項の規定による勧告を受けた事業主は、必要

に応じ雇用管理に関する計画を作成するものとす

る。 

３ 公共職業安定所長は、第一項の勧告に関し、並

びに前項に規定する計画の作成及びその円滑な実

施に関し、必要な助言その他の援助を行うものと

する。 

（職業紹介） 

第八条 公共職業安定所は、港湾運送の業務に関す

る職業紹介については、当該港湾に係る港湾雇用

安定等計画の定めるところに即して、迅速かつ的

確に行うよう努めなければならない。 

（港湾労働者の雇用の届出等） 

第九条 事業主は、その雇用する労働者（日々又は

二月以内の期間を定めて雇用する労働者（次条に

おいて「日雇労働者」という。）を除く。）を港

湾運送の業務に従事させようとするときは、その

者の氏名、港湾運送の業務に従事させる期間その

他厚生労働省令で定める事項を公共職業安定所長

に届け出なければならない。 

２ 公共職業安定所長は、前項の規定による届出に

係る労働者であって常時港湾運送の業務に従事す

るものに対し、港湾労働者証を交付する。 

３ 前項の規定により港湾労働者証の交付を受けた

労働者は、港湾運送の業務に従事するときは、港

湾労働者証を携帯し、公共職業安定所の職員から

提示を求められたときは、これを提示しなければ

ならない。 

（日雇労働者の雇用） 

第十条 事業主は、公共職業安定所の紹介を受けて

雇い入れた者でなければ、日雇労働者として港湾

運送の業務に従事させてはならない。ただし、公

共職業安定所に日雇労働者に係る求人の申込みを

したにもかかわらず適格な求職者の紹介を受ける

ことができない場合その他の厚生労働省令で定め

る理由がある場合は、この限りでない。 

２ 事業主は、前項ただし書に規定する場合におい

て、公共職業安定所の紹介を受けないで日雇労働

者を雇い入れようとするときは、その旨を公共職

業安定所長に届け出なければならない。 

（事業主の報告） 

第十一条 事業主は、港湾労働者の雇入れの状況そ

の他の厚生労働省令で定める事項を、定期的に、

公共職業安定所長に報告しなければならない。 

第四章 港湾労働者派遣事業 

（港湾労働者派遣事業の許可） 

第十二条 港湾労働者派遣事業を行おうとする事業

主は、事業所ごとに、厚生労働大臣の許可を受け

なければならない。 

２ 前項の許可を受けようとする事業主は、次に掲

げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出

しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名 

二 法人にあっては、その役員の氏名及び住所 

三 当該港湾労働者派遣事業の事業所の名称及び

所在地 

四 港湾ごとの派遣事業対象業務（労働者派遣に 



 

- 66 - 

 

より当該港湾労働者派遣事業の派遣労働者に

従事させる港湾運送の業務をいう。以下同じ。）

の種類 

五 港湾ごとの当該事業主が営んでいる港湾運送

事業（港湾運送の業務を行う事業をいう。以下

同じ。）の種類 

六 第二十三条の規定により読み替えて適用する

労働者派遣法（以下「読替え後の労働者派遣法」

という。）第三十六条の規定により選任する派

遣元責任者の氏名及び住所 

３ 前項の申請書には、当該港湾労働者派遣事業の

事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添

付しなければならない。 

４ 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定める

ところにより、当該港湾労働者派遣事業に係る派

遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額、派

遣就業（労働者派遣法第二十三条の二に規定する

派遣就業をいう。以下同じ。）の日数その他労働

者派遣に関する事項を記載しなければならない。 

５ 厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとする

ときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴

かなければならない。 

（許可の欠格事由） 

第十三条 次の各号のいずれかに該当する事業主は、

前条第一項の許可を受けることができない。 

一 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若し

くは読替え後の労働者派遣法の規定その他労働

に関する法律の規定（次号に規定する規定を除

く。）であつて政令で定めるもの、港湾運送事

業法の規定若しくは暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七

号）の規定（同法第五十条（第二号に係る部分

に限る。）及び第五十二条の規定を除く。）に

より、若しくは刑法（明治四十年法律第四十五

号）第二百四条、第二百六条、第二百八条、第

二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百

四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する

法律（大正十五年法律第六十号）の罪を犯した

ことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を

終わり、又は執行を受けることがなくなった日

から起算して五年を経過しない者 

二 健康保険法（大正十一年法律第七十号）第二

百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四

条第一項、船員保険法（昭和十四年法律第七十

三号）第百五十六条、第百五十九条若しくは第

百六十条第一項、労働者災害補償保険法（昭和

二十二年法律第五十号）第五十一条前段若しく

は第五十四条第一項（同法第五十一条前段に係

る部分に限る。）、厚生年金保険法（昭和二十

九年法律第百十五号）第百二条、第百三条の二、

第百四条第一項（同法第百二条若しくは第百三

条の二に係る部分に限る。）、労働保険の保険

料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第

八十四号）第四十六条前段若しくは第四十八条

第一項（同法第四十六条前段に係る部分に限る。）

又は雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）

第八十三条若しくは第八十六条（同法第八十三

条に係る部分に限る。）の規定により罰金の刑

に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受

けることがなくなった日から起算して五年を経

過しない者 

三 心身の故障により港湾労働者派遣事業を適正

に行うことができない者として厚生労働省令で

定めるもの 

四 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

五 第二十一条第一項（第一号を除く。）の規定

により港湾労働者派遣事業の許可を取り消され、

当該取消しの日から起算して五年を経過しない

者 

六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しな

い未成年者であって、その法定代理人が前各号

のいずれかに該当するもの 

七 法人であって、その役員のうちに前各号のい

ずれかに該当する者があるもの 

（許可の基準等） 

第十四条 厚生労働大臣は、第十二条第一項の許可

の申請が次に掲げる基準に適合していると認める

ときでなければ、許可をしてはならない。 

一 申請者が、当該港湾労働者派遣事業に係る派

遣事業対象業務と同一の種類の港湾運送の業務

を行う港湾運送事業を営んでいるものとして厚

生労働省令で定めるものに該当すること。 

二 当該港湾労働者派遣事業の計画の内容が、次

のいずれにも該当すること。 

イ 当該港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣

に関する料金の額が、派遣労働者の賃金その

他の港湾労働者派遣事業に要する経費の水準

等を勘案して港湾ごとに厚生労働大臣が定め

る基準に適合していること。 

ロ 当該港湾労働者派遣事業の派遣労働者が派

遣就業をする日数が、港湾労働者の雇用の安

定その他の港湾労働者の福祉の増進を図る観

点から、港湾労働者が港湾運送の業務に従事

する日数（港湾労働者派遣事業の派遣労働者

として派遣就業をする日数を除く。）を勘案
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して港湾ごとに厚生労働大臣が定める日数を

超えないこと。 

三 申請者が、当該港湾労働者派遣事業の派遣労

働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力

を有するものであること。 

四 個人情報（個人に関する情報であって、特定

の個人を識別することができるもの（他の情報

と照合することにより特定の個人を識別するこ

とができることとなるものを含む。）をいう。）

を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守

るために必要な措置が講じられていること。 

五 前三号に掲げるもののほか、申請者が、当該

港湾労働者派遣事業を的確に遂行するに足りる

能力を有するものであること。 

２ 厚生労働大臣は、第十二条第一項の許可をしな

いときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該

申請者に通知しなければならない。 

（許可証） 

第十五条 厚生労働大臣は、第十二条第一項の許可

をしたときは、厚生労働省令で定めるところによ

り、許可証を交付しなければならない。 

２ 許可証の交付を受けた事業主は、当該許可証を、

当該事業所に備え付けるとともに、関係者から請

求があつたときは提示しなければならない。 

３ 許可証の交付を受けた事業主は、当該許可証を

亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速や

かにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の

再交付を受けなければならない。 

（許可の条件） 

第十六条 第十二条第一項の許可には、条件を付し、

及びこれを変更することができる。 

２ 前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又

は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために

必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を

受ける事業主に不当な義務を課することとなるも

のであってはならない。 

（許可の有効期間等） 

第十七条 第十二条第一項の許可の有効期間は、当

該許可の日から起算して三年とする。 

２ 前項に規定する許可の有効期間（当該許可の有

効期間についてこの項の規定により更新を受けた

ときにあっては、当該更新を受けた許可の有効期

間）の満了後引き続き当該許可に係る港湾労働者

派遣事業を行おうとする事業主は、厚生労働省令

で定めるところにより、許可の有効期間の更新を

受けなければならない。 

３ 厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期

間の更新の申請があつた場合において、当該申請

が第十四条第一項各号に掲げる基準に適合してい

ないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新

をしてはならない。 

４ 第二項の規定によりその更新を受けた場合にお

ける第十二条第一項の許可の有効期間は、当該更

新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起

算して五年とする。 

５ 第十二条第二項から第四項まで、第十三条（第

五号を除く。）及び第十四条第二項の規定は、第

二項に規定する許可の有効期間の更新について準

用する。 

（派遣事業対象業務の種類の変更等） 

第十八条 第十二条第一項の許可を受けた事業主

（以下「港湾派遣元事業主」という。）は、同条

第二項第四号に掲げる事項を変更しようとすると

きは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生

労働大臣の許可を受けなければならない。ただし、

その変更が港湾派遣元事業主（港湾ごとの派遣事

業対象業務の種類で二以上のものについて同条第

一項の許可を受けているものに限る。）の当該種

類のうち一部のものに係る港湾労働者派遣事業の

廃止に伴う変更のみであるときは、この限りでな

い。 

２ 第十二条第二項から第四項まで、第十三条（第

五号を除く。）及び第十四条の規定は、前項の許

可について準用する。 

３ 港湾派遣元事業主は、第一項ただし書に規定す

る場合においてその変更をしたときは、遅滞なく、

その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 

４ 港湾派遣元事業主は、前項の規定による届出を

する場合において、当該届出に係る事項が許可証

の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定

めるところにより、その書換えを受けなければな

らない。 

（氏名等の変更等） 

第十九条 港湾派遣元事業主は、第十二条第二項各

号（第四号を除く。）に掲げる事項に変更があつ

たときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届

け出なければならない。ただし、港湾派遣元事業

主で同条第一項の許可を二以上の事業所について

受けているものが、当該許可に係る一の事業所に

関して同条第二項第一号又は第二号に掲げる事項

の変更を届け出たときは、当該事業所以外の事業

所に係る当該事項の変更に関しては、この限りで

ない。 
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２ 前条第四項の規定は、前項の規定による届出に

ついて準用する。 

 

（事業の廃止） 

第二十条 港湾派遣元事業主は、当該港湾労働者派

遣事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省

令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣

に届け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出があつたときは、第十二

条第一項の許可は、その効力を失う。 

（許可の取消し等） 

第二十一条 厚生労働大臣は、港湾派遣元事業主が

次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条

第一項の許可を取り消すことができる。 

一 第十三条各号（第五号を除く。）のいずれか

に該当しているとき。 

二 第十四条第一項第一号又は第二号に掲げる基

準に適合しなくなったと認めるとき。 

三 この法律、読替え後の労働者派遣法（第三章

第四節の規定を除く。）若しくは職業安定法（昭

和二十二年法律第百四十一号）の規定又はこれ

らの規定に基づく命令若しくは処分に違反した

とき。 

四 第十六条第一項の規定により付された許可の

条件に違反したとき。 

２ 厚生労働大臣は、港湾派遣元事業主が前項第二

号から第四号までのいずれかに該当するときは、

期間を定めて当該港湾労働者派遣事業の全部又は

一部の停止を命ずることができる。 

（名義貸しの禁止） 

第二十二条 港湾派遣元事業主は、自己の名義をも

つて、他人に港湾労働者派遣事業を行わせてはな

らない。 

（労働者派遣法の特例） 

第二十三条 港湾派遣元事業主が行う港湾労働者派

遣事業に関しては、労働者派遣法第四条第一項第

一号（同号に規定する港湾運送の業務に係る部分

に限る。）、第二章第二節、第二十三条第三項か

ら第五項まで、第二十三条の二、第二十六条第二

項、第三十条第一項第一号及び第二項、第三十四

条第一項第三号、第三十四条の二、第三十五条の

三、第三十五条の四第二項、第三十五条五、第四

十条の三から第四十条の五まで、第四十条の六第

一項第四号、第四十条の九、第四十八条第二項及

び第三項並びに第五十四条の規定は適用しないも

のとし、労働者派遣法の他の規定の適用について

は港湾派遣元事業主を労働者派遣法第二条第四項

に規定する派遣元事業主とみなす。この場合にお

いて、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げ

る字句とする。 

 

第四条第三項 第一項各号 
第一項第一号（同号に規定する港湾運送の業務に係

る部分を除く。）、第二号又は第三号  

第二十五条 この法律 

この法律（第四条第一項第一号（同号に規定する港

湾運送の業務に係る部分に限る。）、前節、第二十

三条第三項から第五項まで、第二十三条の二、次条

第二項、第三十条第一項第一号及び第二項、第三十

四条第一項第三号、第三十四条の二、第三十五条の

三。第三十五条の四第二項、第三十五条の五、第四

十条の三から第四十条の五まで、第四十条の六第一

項第四号、第四十条の九、第四十八条第二項及び第

三項並びに第五十四条の規定（以下「業務の範囲等

に関する規定」という。）を除く。） 

第二十六条第一項

第一号 
業務の内容 

港湾労働法第二条第二号に規定する港湾運送の業務

の種類及び内容 

第二十六条第一項 

第二号 

場所並びに組織単位（労働

者の配置の区分であって、

配置された労働者の業務

の遂行を指揮命令する職

務上の地位にある者が当

該労働者業務配分に関し

て直接の権限を有するも

のとして厚生労働省令で

定めるものをいう。） 

場所 
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第二十六条第三項 第五条第一項 港湾労働法第十二条第一項 

第二十八条、第三十

一条、及び第五十五

条から第五十七条

まで 

この法律 この法律（業務の範囲等に関する規定を除く。） 

第三十条の見出し 
特定有期雇用派遣労働者

等 
有期雇用派遣労働者等 

第三十条第一項 

 

有期雇用派遣労働者（期

間を定めて雇用される派

遣労働者をいう。以下同

じ）であって派遣先の事

業所その他派遣就業の場

所おける同一の組織単位

の業務について継続して

一年以上の期間当該労働

者派遣に係る労働に従事

する見込みがあるものと

して厚生労働省令で定め

るもの（以下「特定有機雇

用派遣労働者」という。） 

 

有期雇用派遣労働者（期間を定めて雇用される派遣

労働者をいう。以下同じ） 

特定有機雇用派遣労働者

等 
有機雇用派遣労働者等 

次の各号 第二号から第四号まで 

第三十条第一項 

第四号 

前三号 

 
前二号 

第三十条の七 第三十条から前条まで 
第三十条第一項第二号から第四号まで及び第三十条

の二から前条まで 

第三十四条第一項 
次に 第一号、第二号及び第四号 

第三号及び第四号 第四号 

第三十四条第三項 

 

第四十条の六第一項第三

号又は第四号 

第四十条の六第一項第三号 

 

第三十五条の四第

一項 

その業務を迅速かつ的確

に遂行するために専門的

な知識、技術又は経験を

必要とする業務のうち、

労働者派遣により日雇労

働者（日々又は三十日以

内の期間を定めて雇用す

る労働者をいう。以下こ

の項において同じ。）を従

事させても当該日雇労働

者の適正な雇用管理に支

障を及ぼすおそれがない

と認められる業務として

政令で定める業務につい

て労働者派遣をする場合

又は雇用の機会の確保が

特に困難であると認めら

れる労働者の雇用の継続

等を図るために必要であ

ると認められる場合その

その雇用する日雇労働者（日々又は三十日以内の期

間を定めて雇用する労働者をいう。） 
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他の場合で政令で定める

場合を除き、その雇用す

る日雇労働者 

第三十六条 
第六条第一号、第二号及

び第四号から第九号まで 

港湾労働法第十三条第一号、第二号、第四号及び第

五号 

第三十六条第七号 当該派遣先 

当該派遣先及び港湾労働法第二十八条第三項に規定

する港湾労働者雇用安定センター（第四十一条第五

号において「港湾労働者雇用安定センター」という。） 

第三十七条第一項

第五号 
場所及び組織単位 場所 

第三十七条第一項

第九号 

第三十条第一項（同条の

第二項の規定により読み

替えて適用する場合を含

む。）の規定により講じた

措置 

第三十条第一項の規定により講じた措置（同項第一

号に掲げる措置を除く。） 

第四十条の六第一

項第一号 
同条第一項各号 

同条第一項第一号（同号に規定する港湾運送の業務

係る部分を除く。）第二号又は第三号 

第四十条の六第一

項第五号及び第四

十一条第一号ｲ 

この法律 

この法律（業務の範囲等に関する規定を除く。）、

港湾労働法（第四章（第二十三条を除く。）の規定

に限る。） 

第四十一条第五号 当該派遣元事業主 当該派遣元事業主及び港湾労働者雇用安定センター  

第四十八条第一項 

この法律（第三章第四節

の規定を除く。第四十九

条の三第一項、第五十条

及び第五十一条第一項に

おいて同じ。） 

この法律（業務の範囲等に関する規定及び第三章第

四節の規定を除く。）又は港湾労働法（第四章（第

二十三条を除く。）の規定に限る。） 

第四十九条第一項 

（第二十三条第三項、第

二十三条の二及び第三十

条第二項の規定により読

み替えて適用する同条第

一項の規定を除く。） 

（業務の範囲等に関する規定を除く。） 

第四十九条の二第

一項 

第四十条の二第一項、第

四項若しくは第五項、第

四十条の三若しくは第四

十条の九第一項 

若しくは第四十条の二第一項、第四項若しくは第五

項 

第四十九条の三第

一項 

この法律又はこれに基づ

く命令の規定 

この法律（業務の範囲等に関する規定及び第三章第

四節の規定を除く。）若しくは港湾労働法（第四章

（第二十三条を除く。）の規定に限る。）又はこれ

らに基づく命令の規定 

第五十条及び第五

十一条第一項 
この法律 

この法律（業務の範囲等に関する規定及び第三章第

四節の規定を除く。）又は港湾労働法（第四章（第

二十三条を除く。）の規定に限る。） 

第六十一条第三号 
第三十五条の三、第三十

六条 
第三十六条 

 

（労働者派遣契約の内容等の特例） 

第二十四条 港湾派遣元事業主は、読替え後の労働

者派遣法第二十六条第一項の規定により定めるべ

き事項のうち同項第一号に規定する港湾運送の業

務の種類については、港湾（当該港湾派遣元事業

主が締結する同項に規定する労働者派遣契約（以

下単に「労働者派遣契約」という。）に基づき派

遣就業が行われることとなる港湾をいう。）にお

いて自己が営んでいる港湾運送事業に係る港湾運

送の業務と異なる種類の港湾運送の業務の定めを

してはならない。 

２ 港湾派遣元事業主は、読替え後の労働者派遣法

第二十六条第一項の規定により定めるべき事項の

うち同項第二号に規定する派遣就業の場所につい
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ては、自己が港湾運送事業（当該港湾派遣元事業

主が締結する労働者派遣契約に基づき派遣労働者

が従事することとなる港湾運送の業務と同一の種

類の港湾運送の業務を行う港湾運送事業をいう。）

を営んでいる港湾以外の港湾の定めをしてはなら

ない。 

（港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の実施方法） 

第二十五条 港湾派遣元事業主は、読替え後の労働

者派遣法第二十六条第一項第一号に規定する港湾

運送の業務の種類と労働者派遣の対象としようと

する労働者が派遣就業をしないときに主として従

事している港湾運送の業務（第三項において「主

たる業務」という。）の種類が異なるときは、当

該労働者を派遣労働者とする労働者派遣を行つて

はならない。 

２ 前項の場合において、労働者派遣の対象としよ

うとする労働者が派遣就業をしないときにその港

湾運送の業務に主として従事しているかどうかの

基準は、厚生労働大臣が定める。 

３ 港湾派遣元事業主は、読替え後の労働者派遣法

第二十六条第一項第二号に規定する派遣就業の場

所が労働者派遣の対象としようとする労働者の主

たる業務が行われている港湾の区域内にないとき

は、当該労働者を派遣労働者とする労働者派遣を

行つてはならない。 

４ 港湾派遣元事業主が行う港湾労働者派遣事業に

係る労働者派遣は、第九条第二項の規定により港

湾労働者証の交付を受けた労働者であって、港湾

運送の業務に厚生労働大臣が定める期間以上従事

した経験を有するもの又は港湾運送の業務に関す

る専門的な知識若しくは技能に関し厚生労働大臣

が定める資格を有するものを派遣することにより

行わなければならない。 

（権限の委任） 

第二十六条 この章（第二十三条を除く。）の規定

に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で

定めるところにより、その一部を都道府県労働局

長に委任することができる。 

２ 前項の規定により都道府県労働局長に委任され

た権限は、厚生労働省令で定めるところにより、

公共職業安定所長に委任することができる。 

（船員に対する適用除外） 

第二十七条 この章の規定は、船員職業安定法第六

条第一項に規定する船員については、適用しない。 

第五章 港湾労働者雇用安定センター 

（指定等） 

第二十八条 厚生労働大臣は、港湾労働者の雇用の

安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図ること

を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であ

って、第三十条に規定する業務に関し次に掲げる

基準に適合すると認められるものを、その申請に

より、当該業務を行う者として各港湾について、

指定することができる。 

一 業務の実施に関する計画が適正なものであり、

かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理

的及び技術的な基礎を有すると認められること。 

二 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正

かつ確実に行われ、港湾労働者の雇用の安定そ

の他の港湾労働者の福祉の増進に資すると認め

られること。 

２ 厚生労働大臣は、前項の申請が次の各号のいず

れかに該当するときは、同項の指定をしてはなら

ない。 

一 現に当該港湾について他に指定した者がある

こと。 

二 申請者が第四十条第一項の規定により指定を

取り消され、その取消しの日から起算して五年

を経過していない者であること。 

三 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当

する者があること。 

ｲ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規

定により罰金の刑に処せられ、その執行を終

わり、又は執行を受けることがなくなった日

から起算して五年を経過していない者 

ロ 心身の故障により第三十条に規定する業務

を適正に行うことができない者として厚生労

働省令で定めるもの 

ハ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない

者 

３ 厚生労働大臣は、第一項の指定をしたときは、

同項の指定を受けた者（以下「港湾労働者雇用安

定センター」という。）の名称及び住所並びに事

務所の所在地を公示しなければならない。 

４ 港湾労働者雇用安定センターは、その名称若し

くは住所又は事務所の所在地を変更しようとする

ときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届

け出なければならない。 

５ 厚生労働大臣は、前項の届出があったときは、

当該届出に係る事項を公示しなければならない。 

（指定の条件） 

第二十九条 前条第一項の指定には、条件を付し、

及びこれを変更することができる。 

２ 前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実

施を図るために必要な最小限度のものに限り、か

つ、当該指定を受ける者に不当な義務を課するこ

ととなるものであってはならない。 
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（業 務） 

第三十条 港湾労働者雇用安定センターは、第二十

八条第一項の指定に係る港湾における港湾労働者

又は事業主に関し、次に掲げる業務を行うものと

する。 

一 事業主に対し、港湾労働者の雇用管理に関す

る技術的事項について相談その他の援助を行う

こと。 

二 港湾労働者に対する訓練を行うこと。 

三 港湾労働者派遣事業その他の港湾運送に必要

な労働力の需給の調整に関する措置に係る情報 

の収集、整理及び提供を行うこと。 

四 港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣契約の

締結についてのあっせんを行うこと。 

五 次条第一項に規定する業務を行うこと。 

六 前各号に掲げるもののほか、港湾労働者の雇

用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図

るための業務を行うこと。 

（港湾労働者雇用安定センターによる雇用安定事業

関係業務の実施） 

第三十一条 厚生労働大臣は、港湾労働者雇用安定

センターを指定したときは、港湾労働者雇用安定

センターに雇用保険法第六十二条の雇用安定事業

のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る

業務の全部又は一部を行わせるものとする。 

一 港湾労働者派遣事業の派遣労働者の雇用の安

定に関する調査研究を行うこと。 

二 港湾労働者派遣事業の派遣労働者の雇用の安

定を図るための措置について、事業主その他の

関係者に対して相談その他の援助を行うこと。 

三 港湾労働者派遣事業の派遣労働者に対して、

港湾労働者派遣事業に係る派遣就業について相

談その他の援助を行うこと。 

四 雇用管理者及び読替え後の労働者派遣法第三

十六条の規定により選任された派遣元責任者

（港湾派遣元事業主が選任したものに限る。）

に対する研修を行うこと。 

五 前各号に掲げるもののほか、港湾労働者派遣

事業の派遣労働者の雇用の安定を図るために必

要な事業を行うこと。 

２ 港湾労働者雇用安定センターは、前項に規定す

る業務（以下「雇用安定事業関係業務」という。）

の全部又は一部を開始する際、当該業務の種類ご

とに、当該業務を開始する日及び当該業務を行う

事務所の所在地を厚生労働大臣に届け出なければ

ならない。港湾労働者雇用安定センターが当該業

務を行う事務所の所在地を変更しようとするとき

も、同様とする。 

３ 厚生労働大臣は、第一項の規定により港湾労働

者雇用安定センターに行わせる雇用安定事業関係

業務の種類及び前項の規定による届出に係る事項

を公示しなければならない。 

（業務規程の認可） 

第三十二条 港湾労働者雇用安定センターは、第三

十条第三号若しくは第四号に掲げる業務（以下「事

業主支援業務」という。）又は雇用安定事業関係

業務を行うときは、これらの業務の開始前に、こ

れらの業務の実施に関する規程（以下「業務規程」

という。）を定め、厚生労働大臣の認可を受けな

ければならない。これを変更しようとするときも、

同様とする。 

２ 業務規程には、事業主支援業務及び雇用安定事

業関係業務の実施方法その他の厚生労働省令で定

める事項を定めておかなければならない。 

３ 厚生労働大臣は、第一項の認可をした業務規程

が事業主支援業務又は雇用安定事業関係業務の適

正かつ確実な実施上不適当となったと認めるとき

は、港湾労働者雇用安定センターに対し、その業

務規程を変更すべきことを命ずることができる。 

（区分経理） 

第三十三条 港湾労働者雇用安定センターは、厚生

労働省令で定めるところにより、事業主支援業務

に係る経理、雇用安定事業関係業務に係る経理及

びその他の業務に係る経理をそれぞれ区分して整

理しなければならない。 

（事業計画書等） 

第三十四条 港湾労働者雇用安定センターは、毎事

業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事

業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣

の認可を受けなければならない。これを変更しよ

うとするときも、同様とする。 

２ 事業計画書は、当該港湾に係る港湾雇用安定等

計画の定めるところに即して作成するものとする。 

３ 港湾労働者雇用安定センターは、厚生労働省令

で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業

報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を

作成し、厚生労働大臣に提出し、その承認を受け

なければならない。 

（交付金） 

第三十五条 国は、予算の範囲内において、港湾労

働者雇用安定センターに対し、雇用安定事業関係

業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額

を交付することができる。 
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（厚生労働省令への委任） 

第三十六条 この章に定めるもののほか、港湾労働

者雇用安定センターが雇用安定事業関係業務を行

う場合における港湾労働者雇用安定センターの財

務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で

定める。 

（役員の選任及び解任） 

第三十七条 港湾労働者雇用安定センターの役員の

選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなけ

れば、その効力を生じない。 

２ 港湾労働者雇用安定センターの役員が、この章

の規定（当該規定に基づく命令又は処分を含む。）

若しくは第三十二条第一項の規定により認可を受

けた業務規程に違反する行為をしたとき、第三十

条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をし

たとき、又はその在任により港湾労働者雇用安定

センターが第二十八条第二項第三号に該当するこ

ととなるときは、厚生労働大臣は、当該港湾労働

者雇用安定センターに対し、その役員を解任すべ

きことを命ずることができる。 

（報告及び検査） 

第三十八条 厚生労働大臣は、第三十条に規定する

業務の適正な運営を確保するために必要な限度に

おいて、港湾労働者雇用安定センターに対し、当

該業務の状況に関し必要な報告をさせ、又は所属

の職員に、港湾労働者雇用安定センターの事務所

に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その

他の物件を検査させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その

身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなけ

ればならない。 

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜

査のために認められたものと解釈してはならない。 

（監督命令） 

第三十九条 厚生労働大臣は、この章の規定を施行

するために必要な限度において、港湾労働者雇用

安定センターに対し、第三十条に規定する業務に

関し監督上必要な命令をすることができる。 

（指定の取消し等） 

第四十条 厚生労働大臣は、港湾労働者雇用安定セ

ンターが次の各号のいずれかに該当するときは、

第二十八条第一項の指定（以下この条において「指

定」という。）を取り消し、又は期間を定めて第

三十条に規定する業務の全部若しくは一部の停止

を命ずることができる。 

一 第三十条に規定する業務を適正かつ確実に実

施することができないと認められるとき。 

二 指定に関し不正の行為があつたとき。 

三 この章の規定又は当該規定に基づく命令若し

くは処分に違反したとき。 

四 第二十九条第一項の条件に違反したとき。 

五 第三十二条第一項の規定により認可を受けた

業務規程に違反して事業主支援業務又は雇用安

定事業関係業務を行つたとき。 

２ 厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り

消し、又は第三十条に規定する業務の全部若しく

は一部の停止を命じたときは、その旨を公示しな

ければならない。 

（聴聞の特例） 

第四十一条 厚生労働大臣は、前条第一項の規定に

よる命令をしようとするときは、行政手続法（平

成五年法律第八十八号）第十三条第一項の規定に

よる意見陳述のための手続の区分にかかわらず、

聴聞を行わなければならない。 

２ 前条第一項の規定による処分に係る聴聞の主宰

者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当

該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続

に参加することを求めたときは、これを許可しな

ければならない。 

（厚生労働大臣による雇用安定事業関係業務の実施） 

第四十二条 厚生労働大臣は、第四十条第一項の規

定により、指定を取り消し、若しくは雇用安定事

業関係業務の全部若しくは一部の停止を命じたと

き、又は港湾労働者雇用安定センターが雇用安定

事業関係業務を行うことが困難となった場合にお

いて必要があると認めるときは、当該雇用安定事

業関係業務を自ら行うものとする。 

２ 厚生労働大臣は、前項の規定により雇用安定事

業関係業務を行うものとし、又は同項の規定によ

り行っている雇用安定事業関係業務を行わないも

のとするときは、あらかじめ、その旨を公示しな

ければならない。 

３ 厚生労働大臣が、第一項の規定により雇用安定

事業関係業務を行うものとし、又は同項の規定に

より行っている雇用安定事業関係業務を行わない

ものとする場合における当該雇用安定事業関係業

務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令

で定める。 

第六章 雑 則 

（港湾労働者派遣事業に係る事業主の義務） 

第四十三条 事業主は、第二十八条第一項の指定に

係る港湾において、その常時雇用する労働者以外

の者を港湾運送の業務に従事させようとするとき

は、港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の役務
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の提供を受けなければならない。ただし、当該港

湾において港湾労働者派遣事業を営んでいるすべ

ての港湾派遣元事業主に対し労働者の派遣を求め、

又は港湾労働者雇用安定センターに対し労働者派

遣契約の締結についてのあっせんを求めたにもか

かわらず当該港湾労働者派遣事業に係る労働者派

遣の役務の提供を受けられない場合は、この限り

でない。 

（公共職業安定所長に対する申告） 

第四十四条 港湾労働者は、事業主が第三章（これ

に基づく命令を含む。）又は前条の規定に違反す

る事実がある場合においては、その事実を公共職

業安定所長に申告することができる。 

２ 事業主は、前項の申告をしたことを理由として、

港湾労働者に対して解雇その他不利益な取扱いを

してはならない。 

（報告及び検査） 

第四十五条 公共職業安定所長は、第七条の規定を

施行するために必要な限度において、厚生労働省

令で定めるところにより、事業主に対し、必要な

事項を報告させることができる。 

２ 公共職業安定所長は、第七条の規定を施行する

ために必要な限度において、所属の職員に、事業

主の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質

問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させ

ることができる。 

３ 第三十八条第二項及び第三項の規定は、前項の

規定による立入検査について準用する。 

（経過措置の政令への委任） 

第四十六条 第二条第一号若しくは第二号ロ又は第

十三条第一号の規定に基づいて政令を制定し、又

は改廃する場合には、政令で、その制定又は改廃

に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、

所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）

を定めることができる。 

（厚生労働省令への委任） 

第四十七条 この法律に定めるもののほか、この法

律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚

生労働省令で定める。 

第七章 罰 則 

第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、

一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

一 偽りその他不正の行為により第十二条第一項

の許可又は第十七条第二項の規定による許可の

有効期間の更新を受けた者 

二 第二十一条第二項の規定による命令に違反し

た者 

三 第二十二条の規定に違反した者 

第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、

六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十条第一項又は第四十四条第二項の規定に

違反した者 

二 第十八条第一項の規定に違反して第十二条第

二項第四号に掲げる事項を変更した者 

三 偽りその他不正の行為により第十八条第一項

の許可を受けた者 

 

第五十条 第三十九条の規定による命令に違反した

者は、五十万円以下の罰金に処する。 

第五十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、

三十万円以下の罰金に処する。 

一 第九条第一項の規定による届出をせず、又は

虚偽の届出をした者 

二 第十二条第二項（第十七条第五項及び第十八

条第二項において準用する場合を含む。）に規

定する申請書又は第十二条第三項（第十七条第

五項及び第十八条第二項において準用する場合

を含む。）に規定する書類に虚偽の記載をして

提出した者 

三 第十八条第三項、第十九条第一項又は第二十

条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の

届出をした者 

四 第三十八条第一項の規定による報告をせず、

若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定によ

る立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは

忌避した者 

五 第四十五条第一項の規定による報告をせず、

又は虚偽の報告をした者 

六 第四十五条第二項の規定による立入り若しく

は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質

問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述を

した者 

第五十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代

理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人

の業務に関し、第四十八条から前条までの違反行

為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人

又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

附 則（抄） 

（施行期日） 

第一条 この法律は、昭和六十四年一月一日から施

行する。 

（港湾労働法の廃止） 

第二条 港湾労働法（昭和四十年法律第百二十号）

は、廃止する。 
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（港湾労働者の雇用の届出等に関する経過措置） 

第三条 この法律の施行の日（以下「施行日」とい

う。）前に前条の規定による廃止前の港湾労働法

（以下「旧法」という。）第十三条第一項若しく

は第二十一条又は第十六条第二項の規定により行

われた届出は、それぞれ第九条第一項又は第十条

第二項の規定により行われた届出とみなす。 

２ 施行日前に旧法第十三条第二項の規定により交

付された常用港湾労働者証は、第九条第二項の規

定により交付された港湾労働者証とみなす。 

 

 

 

（昭和六三年一二月一三日政令第三三五号） 

最終改正：平成二九年六月三〇日政令第一七六号 

（法第二条第一号の港湾及びその水域）  

第一条 港湾労働法（以下「法」という。）第二条

第一号の政令で指定する港湾は、別表の上欄に掲

げる港湾とし、当該港湾に係る同号の政令で定め

る区域は、それぞれ同表の下欄に掲げる区域とす

る。  

（法第二条第二号ロの政令で定める行為）  

第二条 法第二条第二号ロの政令で定める行為は、

他人の需要に応じて行う次に掲げる行為とする。  

一 船舶に積み込まれた貨物の位置の固定若しく

は積載場所の区画又は船積貨物の荷造り若しく

は荷直し 

二 法第二条第二号ｲに規定する行為に先行し、又

は後続する船倉の清掃 

三 船舶若しくは、はしけにより若しくはいかだ

に組んで運送された貨物の別表の上欄に掲げる

港湾の水域の沿岸からおおむね五百メートル

（東京及び大阪の港湾にあっては二百メートル）

の範囲内において厚生労働大臣が指定した区域

内にある倉庫（船舶若しくははしけにより又は

いかだに組んでする運送に係る貨物以外の貨物

のみを通常取り扱うものを除く。以下「港湾倉

庫」という。）への搬入（上屋その他の荷さば

き場から搬出された貨物の搬入であって、港湾

運送事業法（昭和二十六年法律第百六十一号）

第二条第三項に規定する港湾運送関連事業のう

ち同項第一号に掲げる行為に係るもの若しくは

同法第三条第一号から第四号までに掲げる事業

又は倉庫業法（昭和三十一年法律第百二十一号）

第二条第二項に規定する倉庫業のうち港湾倉庫

に係るものを営む者（以下「港湾運送関係事業

者」という。）以外の者が行うものを除く。）、

船舶若しくは、はしけにより若しくはいかだに

組んで運送されるべき貨物の港湾倉庫からの搬

出（上屋その他の荷さばき場に搬入すべき貨物

の搬出であって、港湾運送関係事業者以外の者

が行うものを除く。）又は貨物の港湾倉庫にお

ける荷さばき。ただし、冷蔵倉庫の場合にあっ

ては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場か

ら冷蔵室への搬入、冷蔵室から当該倉庫に附属

する荷さばき場への搬出及び冷蔵室における荷

さばきを除く。 

四 道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十

五号）第二条第一項に規定する道路運送車両若

しくは鉄道（軌道を含む。）（以下「車両等」

という。）により運送された貨物の港湾倉庫若

しくは上屋その他の荷さばき場への搬入（港湾

運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬入

を除く。）又は車両等により運送されるべき貨

物の港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場

からの搬出（港湾運送関係事業者以外の者が行

う当該貨物の搬出を除く。）。ただし、冷蔵倉

庫の場合にあっては、貨物の当該倉庫に附属す

る荷さばき場から冷蔵室への搬入及び冷蔵室か

ら当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出を除

く。  

（法第十三条第一号の政令で定める労働に関する法
律の規定）  

第三条 法第十三条第一号（法第十七条第五項及び

第十八条第二項において準用する場合を含む。）

の労働に関する法律の規定であって政令で定める

ものは、次のとおりとする。  

一 労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）

第百十七条、第百十八条第一項（同法第六条及

び第五十六条に係る部分に限る。）、第百十九

条（同法第十六条、第十七条、第十八条第一項

及び第三十七条に係る部分に限る。）及び第百

二十条（同法第十八条第七項及び第二十三条か

ら第二十七条までに係る部分に限る。）の規定

並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の

規定（これらの規定が労働者派遣事業の適正な

運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法

律（昭和六十年法律第八十八号。第十号におい

て「労働者派遣法」という。）第四十四条（第

四項を除く。）の規定により適用される場合を

含む。） 

二 職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）

第六十三条、第六十四条、第六十五条（第一号

を除く。）及び第六十六条の規定並びにこれら

の規定に係る同法第六十七条の規定 

三 最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十七号）

第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四

十二条の規定 

○ 港湾労働法施行令 
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四 建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭

和五十一年法律第三十三号）第四十九条、第五

十条及び第五十一条（第二号及び第三号を除く。）

の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二

条の規定 

五 賃金の支払の確保等に関する法律（昭和五十

一年法律第三十四号）第十八条の規定及び同条

の規定に係る同法第二十条の規定 

六 中小企業における労働力の確保及び良好な雇

用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進

に関する法律（平成三年法律第五十七号）第十

九条、第二十条及び第二十一条（第三号を除く。）

の規定並びにこれらの規定に係る同法第二十二

条の規定 

七 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行

う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第

七十六号）第六十二条から第六十五条までの規

定 

八 林業労働力の確保の促進に関する法律（平成

八年法律第四十五号）第三十二条、第三十三条

及び第三十四条（第三号を除く。）の規定並び

にこれらの規定に係る同法第三十五条の規定 

九 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習

生の保護に関する法律（平成二十八年法律第八

十九号）第百八条、第百九条、第百十条（同法

第四十四条に係る部分に限る。）、第百十一条

（第一号を除く。）及び第百十二条（第一号（同

法第三十五条第一項に係る部分に限る。）及び

第六号から第十一号までに係る部分に限る。）

の規定並びにこれらの規定に係る同法第百十三

条の規定 

十 労働者派遣法第四十四条第四項の規定により

適用される労働基準法第百十八条、第百十九条

及び第百二十一条の規定並びに労働者派遣法第

四十五条第七項の規定により適用される労働安

全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第百

十九条及び第百二十二条の規定 

附 則 （抄） 

（施行期日） 

第一条 この政令は、昭和六十四年一月一日から施

行する。  

（港湾労働法施行令の廃止） 

第二条 港湾労働法施行令（昭和四十年政令第三百

六十一号）は、廃止する。  

 

 

別表（第一条、第二条関係）  

港 湾 区   域 

東 京 

東京灯標（北緯三五度三三分五八秒東経
一三九度四九分四一秒）から二五度三〇
分九、二八〇メートルの地点から一九九
度五、三七〇メートルの地点まで引いた
線、同地点から一九〇度一〇、六一〇メ
ートルの地点（以下「Ａ地点」という。）
まで引いた線、Ａ地点から多摩川の河口
における東京都と神奈川県との境界に
当たる地点（以下「Ｂ地点」という。）
まで引いた線及び陸岸により囲まれた
海面、荒川口左岸突端から旅客鉄道株式
会社及び日本貨物鉄道株式会社に関す
る法律の一部を改正する法律（平成十三
年法律第六十一号）による改正前の旅客
鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会
社に関する法律（昭和六十一年法律第八
十八号）により設立された東日本旅客鉄
道株式会社（以下「東日本旅客会社」と
いう。）総武本線荒川橋りように至る同
川左岸の線、同橋りようから東日本旅客
会社の総武本線、東北本線及び東海道本
線に沿つて同線多摩川橋りように至る
線、同橋りようから多摩川口左岸突端に
至る同川左岸の線並びに陸岸により囲
まれた区域内にある河川（荒川、旧中川
及び隅田川を除く。）及び運河の水面、
荒川東日本旅客会社常磐線荒川橋りよ
う及び隅田川東日本旅客会社常磐線隅
田川橋りよう各下流の河川水面並びに
旧中川水面並びに多摩川多摩川大橋下
流の東京都の区域内の河川水面 

 ※東京港以外の５大港は省略 

 

 

 

  （昭和六三年一二月一三日労働省令第三五号） 

最終改正：令和八年一月二十日厚生労働省令第三号 

目 次 

第一章 港湾労働者の雇用の改善、能力の開発及

び向上等（第一条―第十条） 

第二章 港湾労働者派遣事業（第十一条―第二十

三条） 

第三章 港湾労働者雇用安定センター（第二十四

条―第四十四条） 

第四章 雑則（第四十五条）  

附 則  

第一章 港湾労働者の雇用の改善、 

能力の開発及び向上等  

（雇用管理者の選任） 

○ 港湾労働法施行規則 
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第一条 港湾労働法 （以下「法」という。）第六

条第一項の雇用管理者の選任は、港湾運送の業務

を行う事業所ごとに行わなければならない。 

（法第六条第一項第三号の厚生労働省令で定める事
項） 

第二条 法第六条第一項第三号の厚生労働省令で定

める事項は、次のとおりとする。 

一 港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者

の福祉の増進を図るために事業主が行う労働時

間等の労働環境の改善に関すること。 

二 法第七条第一項の規定による勧告を受けた場

合にあっては、当該勧告に係る公共職業安定所

との連絡に関すること又は同条第二項の雇用管

理に関する計画の作成及び当該計画の円滑な実

施に関すること。  

（港湾労働者雇用届）  

第三条 法第九条第一項の厚生労働省令で定める事

項は、次のとおりとする。 

一 届出に係る労働者に関する次に掲げる事項 

イ 生年月日、性別及び住所 

ロ 雇入年月日及び雇用期間 

ハ 主として従事する業務 

ニ 港湾労働者派遣事業の派遣労働者（労働者

派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者

の保護等に関する法律（昭和六十年法律第八

十八号。以下「労働者派遣法」という。）第

二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以

下同じ。）である場合には、その旨 

ホ 雇用保険及び健康保険その他の社会保険の

適用の状況 

二 届出に係る労働者を港湾運送の業務に従事さ

せる事業所の名称及び所在地 

三 届出に係る労働者が港湾運送の業務に従事す

る港湾 

２ 法第九条第一項の規定による届出は、港湾労働

者雇用届（様式第一号）を届出に係る労働者を港

湾運送の業務に従事させる事業所の所在地を管轄

する公共職業安定所であって厚生労働省組織規則

（平成十三年厚生労働省令第一号）第七百九十三

条の規定により港湾労働者証に関する事務を取り

扱う公共職業安定所（当該事業所の所在地を管轄

する公共職業安定所が同項の規定により港湾労働

者証に関する事務を取り扱う公共職業安定所でな

いときは、同項の規定により当該事務を取り扱う

公共職業安定所のうち、当該事業所において常時

港湾運送の業務に従事させるすべての常用労働者

（法第九条第一項に規定する日雇労働者（第八条

及び第九条において「日雇労働者」という。）以

外の労働者をいう。以下同じ。）に係る当該事務

を取り扱う公共職業安定所として事業主が選択す

る公共職業安定所）の長である公共職業安定所長

（以下「管轄公共職業安定所長」という。）に提

出することによって行わなければならない。 

３ 常時港湾運送の業務に従事させる常用労働者に

係る港湾労働者雇用届には、当該常用労働者の写

真一枚を添えなければならない。 

４ 港湾労働者雇用届の提出を受けた管轄公共職業

安定所長は、必要があると認めるときは、届出に

係る労働者が当該事業主に雇用される常用労働者

であることを証明するに足りる書類の提出又は提

示を求めることができる。 

（港湾労働者証の交付等） 

第四条 法第九条第二項の規定による港湾労働者証

の交付は、当該港湾労働者証に係る労働者を雇用

する事業主を通じて行うものとする。  

２ 港湾労働者証は、様式第二号による。 

（常用労働者の氏名の変更の届出等） 

第五条 事業主は、次に掲げる場合には、速やかに、

文書で、その旨を管轄公共職業安定所長に届け出

なければならない。 

一 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者の氏

名に変更があつたとき。 

二 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者を他

の事業所に転勤させたとき（第七条第一項第三

号に該当する場合を除く。）。 

三 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者を新

たに港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣（労

働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣

をいう。以下同じ。）の対象としたとき又は港

湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の対象から

除外したとき。 

四 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者が主

として従事する業務に変更があつたとき。 

五 法第二十五条第四項の厚生労働大臣が定める

資格を有する港湾労働者派遣事業の派遣労働者

であって派遣事業対象業務（労働者派遣により

当該港湾労働者派遣事業の派遣労働者に従事さ

せる港湾運送の業務をいう。以下同じ。）に同

項の厚生労働大臣が定める期間以上従事した経

験を有しないものが、当該業務に当該期間以上

従事するに至つたとき。 

六 事業所の名称又は所在地に変更があつたとき。 

２ 事業主は、前項の規定による届出をするときは、

併せて、届出に係る常用労働者（同項第六号に該

当することにより届出をするときは、届出に係る

事業所において常時港湾運送の業務に従事させる
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すべての常用労働者）の港湾労働者証を提出しな

ければならない。 

３ 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者は、そ

の氏名を変更したときは、速やかに、その旨を事

業主に申し出るとともに、港湾労働者証を提出し

なければならない。 

４ 前項の規定によるほか、港湾労働者証の交付を

受けた常用労働者は、事業主から第二項の規定に

より港湾労働者証を提出するためにその所持する

港湾労働者証の提出を求められたときは、これを

事業主に提出しなければならない。 

５ 第二項の規定による港湾労働者証の提出を受け

た管轄公共職業安定所長は、当該港湾労働者証に

必要な改訂をしたうえ、事業主に返還しなければ

ならない。 

６ 前項の規定による港湾労働者証の返還を受けた

事業主は、速やかに、当該港湾労働者証を当該常

用労働者に交付しなければならない。 

（港湾労働者証の再交付等）  

第六条 事業主は、港湾労働者証の交付を受けた常

用労働者が港湾労働者証を亡失し、若しくは港湾

労働者証が滅失したとき、又は港湾労働者証の写

真が本人であることを認め難くなったときは、港

湾労働者証再交付等申請書（様式第三号）を管轄

公共職業安定所長に提出することによつて、港湾

労働者証の再交付又は写真のはり換えを申請しな

ければならない。事業主がその雇用する常用労働

者に係る港湾労働者証を亡失し、又は港湾労働者

証が滅失したときも同様とする。 

２ 港湾労働者証再交付等申請書には、次の各号に

掲げる書類を添えなければならない。 

一 当該港湾労働者証に係る常用労働者の写真一

枚 

二 港湾労働者証の写真が本人であることを認め

難くなったことにより港湾労働者証の写真の

はり換えを申請するときは、当該港湾労働者証  

３ 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者は、港

湾労働者証を亡失し、若しくは港湾労働者証が滅

失したとき、又はその写真が本人であることを認

め難くなったときは、その旨を事業主に申し出る

とともに、その写真のはり換えを必要とする港湾

労働者証を事業主に提出しなければならない。 

４ 事業主は、第一項の規定による申請に基づき港

湾労働者証の再交付又は写真のはり換えを受けた

ときは、速やかに、当該港湾労働者証を当該常用

労働者に交付しなければならない。  

５ 港湾労働者証が亡失したことによりその再交付

を受けた者が亡失した港湾労働者証を発見したと

きは、速やかに、当該港湾労働者証を管轄公共職

業安定所長に返納しなければならない。  

（港湾労働者証の返納） 

第七条 事業主は、港湾労働者証の交付を受けた常

用労働者が次の各号のいずれかに該当するときは、

その者の港湾労働者証を管轄公共職業安定所長に

返納しなければならない。 

一 死亡したとき。  

二 退職したとき。 

三 前二号に掲げる場合のほか、常時港湾運送の

業務に従事する常用労働者でなくなったとき。 

２ 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者は、前

項第二号又は第三号に該当するときは、速やかに、

港湾労働者証を事業主に提出しなければならない。

死亡した常用労働者の親族又は同居の縁故者でそ

の者の港湾労働者証を所持するものについても、

同様とする。 

（公共職業安定所の紹介によらない日雇労働者の雇

用） 

第八条 法第十条第一項の厚生労働省令で定める理

由は、次のとおりとする。 

一 公共職業安定所に日雇労働者に係る求人の申

込みをしたにもかかわらず適格な求職者がいな

いためにその紹介を受けることができないこと。 

二 公共職業安定所に日雇労働者に係る求人の申

込みをし、公共職業安定所から日雇労働者の紹

介を受けたにもかかわらず、当該日雇労働者が

正当な理由がなく港湾運送の業務に就くことを

拒み、又は当該事業主が正当な理由により当該

日雇労働者の雇入れを拒んだ場合において、当

該日雇労働者に代わる日雇労働者の紹介を受け

ることができないこと。 

三 天災その他やむを得ない理由により緊急に港

湾運送の業務を行う必要がある場合において、

公共職業安定所に日雇労働者に係る求人の申込

みを行ういとまがないこと。 

四 天災その他避けることができない事故により、

公共職業安定所に求人の申込みをすることがで

きないこと。 

五 職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）

第二十条の規定により、公共職業安定所から日

雇労働者の紹介を受けることができないこと。 

六 前各号に掲げる理由に準ずる理由であって厚

生労働大臣が定めるもの 

第九条 法第十条第二項の規定による届出は、届出

に係る日雇労働者を港湾運送の業務に従事させる

前に、日雇労働者雇用届（様式第四号）を管轄公
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共職業安定所長に提出することによって行わなけ

ればならない。  

（事業主の報告） 

第十条 法第十一条の厚生労働省令で定める事項は、

次のとおりとする。 

一 港湾労働者の数 

二 港湾労働者の雇入れ、離職及び配置の転換の

状況 

三 新たに港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣

の対象とした港湾労働者の数及び港湾労働者派

遣事業に係る労働者派遣の対象から除外した港

湾労働者の数 

四 港湾労働者の港湾運送の業務への就労の状況 

五 港湾労働者に対する教育訓練の実施状況 

２ 事業主は、港湾運送の業務を行う事業所ごとに、

毎月における前項各号に掲げる事項を、様式第五

号により、翌月十五日までに、管轄公共職業安定

所長に報告しなければならない。  

第二章 港湾労働者派遣事業 

（許可の申請手続） 

第十一条 法第十二条第二項の申請書は、港湾労働

者派遣事業許可申請書（様式第六号）のとおりと

する。 

２ 法第十二条第三項の厚生労働省令で定める書類

は、次のとおりとする。 

一 申請者が法人である場合にあっては、次に掲

げる書類 

イ 定款 

ロ 登記事項証明書 

ハ 役員の住民票の写し（出入国管理及び難民

認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）第

十九条の三に規定する中長期在留者にあつて

は住民票の写し（国籍等（住民基本台帳法（昭

和四十二年法律第八十一号）第三十条の四十

五に規定する国籍等をいう。以下この号にお

いて同じ。）及び在留資格（出入国管理及び

難民認定法第二条の二第一項に規定する在留

資格をいう。）を記載したものに限る。）と

し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍

を離脱した者等の出入国管理に関する特例法

（平成三年法律第七十一号）に定める特別永

住者にあつては住民票の写し（国籍等及び同

法に定める特別永住者である旨を記載したも

のに限る。）とし、出入国管理及び難民認定

法第十九条の三第一号に掲げる者にあつては

旅券その他の身分を証する書類の写しとする。

以下同じ。）及び履歴書 

二 役員の精神の機能の障害に関する医師の診

断書（当該役員が精神の機能の障害により認

知、判断又は意思疎通を適切に行うことがで

きないおそれがある者である場合に限る。） 

ホ 役員が未成年者で港湾労働者派遣事業に関

し営業の許可を受けていない場合にあっては、

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に

定める書類 

⑴ 当該役員の法定代理人が個人である場合  

当該法定代理人の住民票の写し及び履歴

書並びに当該法定代理人の精神の機能の

障害に関する医師の診断書（当該法定代

理人が精神の機能の障害により認知、判

断又は意思疎通を適切に行うことができ

ないおそれがある者である場合に限る。） 

⑵ 当該役員の法定代理人が法人である場合  

当該法定代理人に係るｲから二までに掲

げる書類（法定代理人の役員が未成年者

で港湾労働者派遣事業に関し営業の許可

を受けていない場合にあっては、当該役

員の法定代理人（法人に限る。）に係るｲ

から二までに掲げる書類又は当該役員の

法定代理人（個人に限る。以下この(2)に

おいて同じ。）の住民票の写し及び履歴

書並びに当該役員の法定代理人の精神の

機能の障害に関する医師の診断書（当該

役員の法定代理人が精神の機能の障害に

より認知、判断又は意思疎通を適切に行

うことができないおそれがある者である

場合に限る。）を含む。） 

へ 個人情報の適正管理及び秘密の保持に関す

る規程（以下「個人情報適正管理規程」とい

う。） 

ト 港湾運送事業（港湾運送の業務を行う事業

をいい、港湾労働者派遣事業許可申請書又は

第十七条第一項に規定する派遣事業対象業務

変更許可申請書に記載された派遣事業対象業

務と同一の種類の港湾運送の業務を行うもの

に限る。以下同じ。）の港湾労働者派遣事業

の許可の申請の日の属する月の前月末を末日

とする一年間の実績報告書 

チ 最近の事業年度における貸借対照表及び損

益計算書 

リ 港湾労働者派遣事業に関する資産の内容及

びその権利関係を証する書類 

ヌ 選任する派遣元責任者（法第二十三条の規

定により読み替えて適用する労働者派遣法第

三十六条に規定する派遣元責任者をいう。以

下同じ。）の住民票の写し及び履歴書及び第



 

- 80 - 

 

二十三条第二項の規定により読み替えて適用

する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び

派遣労働者の保護等に関する法律施行規則

（昭和六十一年労働省令第二十号）第二十九

条の二第一号に規定する講習を修了したこと

を証する書類（以下「受講証明書」という。）

並びに当該派遣元責任者の精神の機能の障害

に関する医師の診断書（当該派遣元責任者が

精神の機能の障害により認知、判断又は意思

疎通を適切に行うことができないおそれがあ

る者である場合に限る。） 

二  申請者が個人である場合にあっては、次に掲

げる書類 

イ 住民票の写し及び履歴書 

ロ 申請者の精神の機能の障害に関する医師

の診断書（当該申請者が精神の機能の障害に

より認知、判断又は意思疎通を適切に行うこ

とができないおそれがある者である場合に

限る。） 

ハ 申請者が未成年者で港湾労働者派遣事業に

関し営業の許可を受けていない場合にあって

は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ

次に定める書類 

⑴ 当該申請者の法定代理人が個人である場

合 当該法定代理人の住民票の写し及び

履歴書並びに当該法定代理人の精神の機

能の障害に関する医師の診断書（当該法

定代理人が精神の機能の障害により認知、

判断又は意思疎通を適切に行うことがで

きないおそれがある者である場合に限

る。） 

⑵ 当該申請者の法定代理人が法人である場

合 当該の法定代理人に係る前号ｲから

ニまでに掲げる書類（法定代理人の役員 

が未成年者で港湾労働者派遣事業に関し

営業の許可を受けていない場合にあって

は、当該役員の法定代理人（法人に限る。）

に係る前号ｲからニまでに掲げる書類又

は当該役員の法定代理人（個人に限る。

以下この(2)において同じ。）の住民票の

写し及び履歴書並びに当該役員の法定代

理人の精神の機能の障害に関する医師の

診断書（当該役員の法定代理人が精神の

機能の障害により認知、判断又は意思疎

通を適切に行うことができないおそれが

ある者である場合に限る。）を含む。） 

ニ 前号へ、ト、リ及びヌに掲げる書類 

３ 前項第一号トの実績報告書は、港湾運送事業実

績報告書（様式第七号）のとおりとする。 

４ 法第十二条第三項の規定により添付すべき事業

計画書は、港湾労働者派遣事業計画書（様式第八

号）のとおりとする。 

５ 申請者が二以上の事業所を設けて港湾労働者派

遣事業を行おうとする場合において、一の事業所

に関する港湾労働者派遣事業の許可の申請に際し、

法人にあっては第二項第一号ｲからホまでに掲げ

る書類を、個人にあっては同項第二号ｲからハまで

に掲げる書類を添付したときは、当該事業所（以

下「統括事業所」という。）以外の事業所に関す

る港湾労働者派遣事業の許可の申請に際しては、

当該書類を添付することを要しない。 

６ 申請者が他の事業所において港湾労働者派遣事

業を行っている場合において、当該申請者が港湾

労働者派遣事業を行っている当該他の事業所の派

遣元責任者を当該申請に係る事業所の派遣元責任

者として引き続き選任するときは、法人にあって

は第二項第一号ヌに掲げる書類のうち履歴書及び

受講証明書（選任する派遣元責任者の住所に変更

がないときは、住民票の写し及び履歴書及び受講

証明書。以下この項において同じ。）を、個人に

あっては同項第二号ニに掲げる書類のうち履歴書

及び受講証明書を添付することを要しない。 

７ 申請者が当該申請に係る港湾における法第二条

第三号ｲに規定する事業主（第十六条第六項におい

て「一般港湾運送事業等の事業主」という。）で

ある場合においては、法人にあっては第二項第一

号チ及びリに掲げる書類を、個人にあっては同項

第二号ニに掲げる書類のうち同項第一号リに掲げ

るものを添付することを要しない。 

（法第十三条第三号の厚生労働省令で定める者） 

第十一条の二 法第十三条第三号の厚生労働省令で

定める者は、精神の機能の障害により港湾労働者

派遣事業を適正に行うに当たって必要な認知、判

断及び意思疎通を適切に行うことができない者と

する。 

（法第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める
もの） 

第十二条 法第十四条第一項第一号（法第十八条第

二項において準用する場合を含む。）の厚生労働

省令で定めるものは、適法に港湾運送事業を営ん

でいるものであって、次の各号のいずれかに該当

するものとする。 

一 港湾労働者派遣事業の許可の申請の日の属す

る日の前月末を末日とする一年間において毎月

港湾運送事業の実績を有するもの  

二 前号に掲げる者以外の者であって、港湾労働

者派遣事業の許可の日以後において毎月港湾運

送事業を行うことが確実と見込まれるもの 
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（許可証） 

第十三条 法第十五条第一項の許可証は、港湾労働

者派遣事業許可証（様式第九号。以下単に「許可

証」という。）のとおりとする。  

（許可証の再交付） 

第十四条 法第十五条第三項の規定により許可証の

再交付を受けようとする事業主は、許可証再交付

申請書（様式第十号）を、厚生労働大臣に提出し

なければならない。  

（許可証の返納等） 

第十五条 許可証の交付を受けた事業主は、次の各

号のいずれかに該当することとなったときは、当

該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、

許可証（第三号の場合にあっては、発見し、又は

回復した許可証）を厚生労働大臣に返納しなけれ

ばならない。 

一 許可が取り消されたとき。 

二 許可の有効期間が満了したとき。 

三 許可証の再交付を受けた場合において、亡失

した許可証を発見し、又は回復したとき。 

２ 許可証の交付を受けた事業主が次の各号に掲げ

る場合のいずれかに該当することとなったときは、

当該各号に掲げる者は、当該事実のあつた日の翌

日から起算して十日以内に、許可証を厚生労働大

臣に返納しなければならない。 

一 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人 

二 法人が合併により消滅した場合 合併後存続

し、又は合併により設立された法人の代表者 

（許可の有効期間の更新の申請手続） 

第十六条 法第十七条第二項の規定による許可の有

効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の

有効期間が満了する日の三十日前までに、港湾労

働者派遣事業許可有効期間更新申請書（様式第六

号）を、厚生労働大臣に提出しなければならない。 

２ 法第十七条第五項において準用する法第十二条

第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとお

りとする。 

一 申請者が法人である場合にあっては、第十一

条第二項第一号ｲ、ロ、ホからリまで及びヌ（受

講証明書及び医師の診断書に係る部分に限る。）

に掲げる書類 

二 申請者が個人である場合にあっては、第十一

条第二項第一号へ、ト、リ及びヌ（受講証明書

及び医師の診断書に係る部分に限る。）並びに

同項第二号ロに掲げる書類 

３ 法第十七条第五項において準用する法第十二条

第三項の規定により添付すべき事業計画書は、港

湾労働者派遣事業計画書（様式第八号）のとおり

とする。 

４ 法第十七条第二項の規定による許可の有効期間

の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有

する許可証と引換えに新たな許可証を交付するこ

とにより行うものとする。 

５ 統括事業所の事業主が、当該統括事業所以外の

事業所に関し法第十七条第二項の規定による許可

の有効期間の更新を受けようとするときは、法人

にあっては第十一条第二項第一号ｲからホまでに

掲げる書類を、個人にあっては同項第二号ｲからハ

までに掲げる書類を添付することを要しない。 

６ 申請者が当該申請に係る港湾における一般港湾

運送事業等の事業主である場合においては、法人

にあっては第十一条第二項第一号チ及びリに掲げ

る書類を、個人にあっては同項第二号ニに掲げる

書類のうち同項第一号リに掲げるものを添付する

ことを要しない。 

（変更の許可の申請手続） 

第十七条 法第十八条第一項の規定による許可を受

けようとする者は、派遣事業対象業務変更許可申

請書（様式第十一号）を、厚生労働大臣に提出し

なければならない。 

２ 法第十八条第二項において準用する法第十二条

第三項の厚生労働省令で定める書類は、港湾運送

事業の派遣事業対象業務の種類の変更の許可の申

請の日の属する月の前月末を末日とする一年間の

実績報告書（様式第七号）とする。 

３ 法第十八条第二項において準用する法第十二条

第三項の規定により添付すべき事業計画書は、港

湾労働者派遣事業計画書（様式第八号）のとおり

とする。  

４ 法第十八条第一項の規定による許可は、当該許

可を受けようとする者が現に有する許可証と引換

えに新たな許可証を交付することにより行うもの

とする。 

（変更の届出等） 

第十八条 法第十八条第三項又は法第十九条第一項 

の規定による届出をしようとする者は、当該変更

に係る事実のあつた日の翌日から起算して十日以

内（次項の規定により登記事項証明書を添付すべ

き場合及び法第十二条第二項第六号に掲げる事項

の変更に係る届出にあっては、三十日以内）に、

当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当し

ない場合にあっては港湾労働者派遣事業変更届出

書（様式第十号）を、当該届出に係る事項が許可

証の記載事項に該当する場合にあっては港湾労働

者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書（様
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式第十号）を厚生労働大臣に提出しなければなら

ない。 

２ 前項の港湾労働者派遣事業変更届出書又は港湾

労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書

には、第十一条第二項に規定する書類のうち当該

変更事項に係る書類を添付しなければならない。 

３ 法第十二条第二項第六号に掲げる事項のうち派

遣元責任者の氏名に変更があつた法第十八条第一

項に規定する港湾派遣元事業主（以下「港湾派遣

元事業主」という。）が他の事業所において港湾

労働者派遣事業を行っている場合において、当該

港湾派遣元事業主が港湾労働者派遣事業を行って

いる当該他の事業所の派遣元責任者を当該変更に

係る事業所の変更後の派遣元責任者として引き続

き選任したときは、法人にあっては第十一条第二

項第一号ヌに掲げる書類のうち履歴書及び受講証

明書（選任した派遣元責任者の住所に変更がない

ときは、住民票の写し及び履歴書及び受講証明書。

以下この項において同じ。）を、個人にあっては

同項第二号ニに掲げる書類のうち履歴書及び受講

証明書を添付することを要しない。 

（廃止の届出） 

第十九条 法第二十条第一項の規定による届出をし

ようとする者は、当該港湾労働者派遣事業を廃止

した日の翌日から起算して十日以内に、許可証を

添えて、港湾労働者派遣事業廃止届出書（様式第

十二号）を厚生労働大臣に提出しなければならな

い。 

（統括事業所の変更） 

第二十条 統括事業所に係る港湾労働者派遣事業を

行わなくなった者は、速やかに、その旨を記載し

た書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。 

２ 厚生労働大臣は、前項の書面の提出があった場

合において必要があると認めるときは、当該事業

主の意見を聴いて、当該事業主に係る他の事業所

を統括事業所として定めるものとする。 

（書類の提出の経由） 

第二十一条 法第四章又はこの章の規定により厚生

労働大臣に提出する書類は、管轄公共職業安定所

長を経由して提出するものとする。  

（提出すべき書類の部数） 

第二十二条 法第四章又はこの章の規定により厚生

労働大臣に提出する書類（許可証を除く。）は、

正本にその写し二通（第十一条第二項、第十六条

第二項、第十七条第二項、第十八条第二項に規定

する書類にあっては、一通）を添えて提出しなけ

ればならない。  

（労働者派遣法施行規則の特例等） 

第二十三条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及

び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則（以

下この条において「労働者派遣法施行規則」とい

う。）第十七条第二項の規定にかかわらず、港湾

派遣元事業主が労働者派遣法第二十三条第一項の

規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書

は、それぞれ港湾労働者派遣事業報告書（様式第

十三号）及び港湾労働者派遣事業収支決算書（様

式第十四号）のとおりとし、労働者派遣法施行規

則第四十八条の規定にかかわらず、港湾派遣元事

業主及び港湾労働者派遣事業に係る派遣先に対す

る立入検査のための労働者派遣法第五十一条第二

項に規定する証明書は、港湾労働者派遣事業立入

検査証（様式第十五号）のとおりとする。 

２ 港湾派遣元事業主に関する労働者派遣法施行規

則の規定の適用については、労働者派遣法施行規

則第十九条中「派遣元事業主の主たる事務所の所

在地を管轄する都道府県労働局長」とあるのは「港

湾労働法施行規則第三条第二項に規定する管轄公

共職業安定所長（以下単に「管轄公共職業安定所

長」という。）」と、労働者派遣法施行規則第二

十五条の二第一項中「同項各号」とあるのは「同

項第二号から第四号まで」と、労働者派遣法施行

規則第二十五条の三、第二十五条の四及び第二十

五条の五第三号中「特定有期雇用派遣労働者等」

とあるのは「有期雇用派遣労働者等」と、労働者

派遣法施行規則第二十九条の二中「三年」とある

のは「五年」と、労働者派遣法施行規則第四十六

条の二中「都道府県労働局職業安定部（東京労働

局、愛知労働局及び大阪労働局にあっては、需給

調整事業部。）」とあるのは「都道府県労働局職

業安定部」と、労働者派遣法施行規則第五十五条

中「厚生労働大臣の権限」とあるのは「厚生労働

大臣の権限（第四号及び第六号に掲げる事項に係

るものに限る。）」と、「都道府県労働局長」と

あるのは「管轄公共職業安定所長」とし、労働者

派遣法施行規則第十九条ただし書、第二十二条第

五号、第二十五条第三項及び第二十五条の五第二

号の規定は、適用しない。 

３ 港湾労働者派遣事業に係る派遣先に関する労働

者派遣法施行規則の規定の適用については労働者

派遣法施行規則第三十六条第五号中「場所並びに

組織単位」とあるのは「場所」とし、労働者派遣

法施行規則第二十二条第五号、第三十四条第二号

ただし書及び第三十五条第三項の規定は適用しな

い。  
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第三章 港湾労働者雇用安定センター 

（指定の申請）  

第二十四条 法第二十八条第一項の規定による指定

を受けようとする者は、各港湾について、次の事

項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなけ

ればならない。 

一 名称及び住所 

二 代表者の氏名 

三 事務所の所在地 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しな

ければならない。 

一 定款及び登記事項証明書 

二 最近の事業年度における事業報告書、貸借対

照表、収支決算書、財産目録その他の経理的及

び技術的基礎を有することを明らかにする書類 

三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度にお

ける法第三十条に規定する業務に関する基本的

な計画及びこれに伴う予算 

四 役員の氏名及び略歴を記載した書面 

五 役員の精神の機能の障害に関する医師の診断

書（当該役員が精神の機能の障害により認知、

判断又は意思疎通を適切に行うことができない

おそれがある者である場合に限る。） 

 

（法第二八条第二項第三号の厚生労働省令で定め

る者） 

第二十四条の二 法第二十八条第二項第三号ロの

厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害

により法第三十条に規定する業務を適正に行う

に当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適

切に行うことができない者とする。 

 

（名称等の変更の届出） 

第二十五条 法第二十八条第四項の規定による届出

をしようとする法第二十八条第三項に規定する港

湾労働者雇用安定センター（以下「港湾労働者雇

用安定センター」という。）は、次の事項を記載

した書面を厚生労働大臣に提出しなければならな

い。 

一 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在

地 

二 変更しようとする日 

三 変更の理由 

（雇用安定事業関係業務を行う事務所の変更の届出） 

第二十六条 港湾労働者雇用安定センターは、法第

三十一条第二項後段の規定による届出をしようと

するときは、次の事項を記載した届出書を厚生労

働大臣に提出しなければならない。  

一 変更後の法第三十一条第二項に規定する雇用

安定事業関係業務（以下「雇用安定事業関係業

務」という。）を行う事務所の所在地  

二 変更しようとする日 

三 変更しようとする理由 

（業務規程の変更の認可の申請） 

第二十七条 港湾労働者雇用安定センターは、法第

三十二条第一項後段の規定による認可を受けよう

とするときは、次の事項を記載した申請書を厚生

労働大臣に提出しなければならない。  

一 変更しようとする事項 

二 変更しようとする日 

三 変更の理由 

（法第三十二条第二項の厚生労働省令で定める事項） 

第二十八条 法第三十二条第二項の厚生労働省令で

定める事項は、次のとおりとする。 

一 法第三十二条第一項に規定する事業主支援業

務（以下「事業主支援業務」という。）の実施

方法に関する事項  

二 雇用安定事業関係業務の実施方法に関する事

項  

（経理原則） 

第二十九条 港湾労働者雇用安定センターは、その

業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減

及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなけ

ればならない。 

（区分経理の方法）  

第三十条 港湾労働者雇用安定センターは、事業主

支援業務に係る経理及び雇用安定事業関係業務に

係る経理についてそれぞれ特別の勘定を設け、事

業主支援業務に係る経理、雇用安定事業関係業務

に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞ

れ区分して整理しなければならない。  

（事業計画書等の認可の申請） 

第三十一条 港湾労働者雇用安定センターは、法第

三十四条第一項前段の規定による認可を受けよう

とするときは、毎事業年度開始前に（指定を受け

た日の属する事業年度にあっては、その指定を受

けた後遅滞なく）、事業計画書及び収支予算書を

厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。 

（事業計画書の記載事項） 

第三十二条 法第三十四条第一項の事業計画書には、

次に掲げる事項に関する計画を記載しなければな

らない。 

一 法第三十一条第一項第一号の調査研究に関す

る事項 
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二 法第三十一条第一項第二号の相談その他の援

助に関する事項 

三 法第三十一条第一項第三号の相談その他の援

助に関する事項 

四 法第三十一条第一項第四号の研修に関する事

項 

五 法第三十一条第一項第五号の港湾労働者派遣

事業の派遣労働者の雇用の安定を図るために必

要な事業に関する事項 

六 前各号に掲げるもののほか、法第三十条各号

に掲げる業務に関する事項  

（収支予算書） 

第三十三条 収支予算書は、収入にあってはその性

質、支出にあってはその目的に従って区分するも

のとする。  

（収支予算書の添付書類） 

第三十四条 港湾労働者雇用安定センターは、法第

三十四条第一項前段の規定により収支予算書につ

いて認可を受けようとするときは、認可申請書に

次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出し

なければならない。 

一 前事業年度の予定貸借対照表 

二 当該事業年度の予定貸借対照表 

三 前二号に掲げるもののほか、当該収支予算書

の参考となる書類 

（事業計画書等の変更の認可の申請） 

第三十五条 港湾労働者雇用安定センターは、法第

三十四条第一項後段の規定により事業計画書又は

収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、

変更しようとする事項及びその理由を記載した申

請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

この場合において、収支予算書の変更が前条第二

号又は第三号に掲げる書類の変更に伴うときは、

当該変更後の書類を添付しなければならない。 

（予備費） 

第三十六条 港湾労働者雇用安定センターは、予見

することができない理由による支出予算の不足を

補うため、収入支出予算に予備費を設けることが

できる。 

２ 港湾労働者雇用安定センターは、雇用安定事業

関係業務に係る経理についての特別の勘定（第三

十八条第三項において「雇用安定事業関係業務特

別勘定」という。）の予備費を使用したときは、

速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなけれ

ばならない。 

３ 前項の規定による通知は、使用の理由、金額及

び積算の基礎を明らかにした書類をもってするも

のとする。 

（予算の流用等）  

第三十七条 港湾労働者雇用安定センターは、支出

予算については、収支予算書に定める目的の外に

使用してはならない。ただし、予算の実施上適当

かつ必要であるときは、第三十三条の規定による

区分にかかわらず、相互流用することができる。 

２ 港湾労働者雇用安定センターは、厚生労働大臣

が指定する経費の金額については、厚生労働大臣

の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他

の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を

使用することができない。 

３ 港湾労働者雇用安定センターは、前項の規定に

よる予算の流用又は予備費の使用について厚生労

働大臣の承認を受けようとするときは、流用又は

使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした

書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。 

（予算の繰越し） 

第三十八条 港湾労働者雇用安定センターは、支出

予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決

定を終わらないものについて、予算の実施上必要

があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使

用することができる。ただし、厚生労働大臣が指

定する経費の金額については、あらかじめ、厚生

労働大臣の承認を受けなければならない。  

２ 港湾労働者雇用安定センターは、前項ただし書

の規定による承認を受けようとするときは、当該

事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とす

る理由及び金額を明らかにした書類を厚生労働大

臣に提出しなければならない。 

３ 港湾労働者雇用安定センターは、雇用安定事業

関係業務特別勘定について第一項の規定による繰

越しをしたときは、当該事業年度終了後二月以内

に、繰越計算書を厚生労働大臣に提出しなければ

ならない。 

４ 前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分に

より作成し、かつ、当該繰越計算書に繰越しに係

る経費の予算現額並びに当該経費の予算現額のう

ち支出決定済額、翌事業年度への繰越額及び不用

額を記載しなければならない。 

（事業報告書等の承認の申請） 

第三十九条 港湾労働者雇用安定センターは、法第

三十四条第三項の規定による承認を受けようとす

るときは、毎事業年度終了後三月以内に申請しな

ければならない。 
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（収支決算書） 

第四十条 収支決算書は、収入支出予算と同一の区

分により作成し、かつ、当該収支決算書に次に掲

げる事項を示さなければならない。 

一 収入 

イ 収入予算額 

ロ 収入決定済額 

ハ 収入予算額と収入決定済額との差額 

二 支出 

イ 支出予定額 

ロ 前事業年度からの繰越額 

ハ 予備費の使用の金額及びその理由 

ニ 流用の金額及びその理由 

ホ 支出予算の現額 

へ 支出決定済額 

ト 翌事業年度への繰越額 

チ 不用額 

（会計規程） 

第四十一条 港湾労働者雇用安定センターは、その

財務及び会計に関し、法及びこの省令で定めるも

ののほか、会計規程を定めなければならない。 

２ 港湾労働者雇用安定センターは、前項の会計規

程を定めようとするときは、その基本的事項につ

いて厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

これを変更しようとするときも同様とする。 

３ 港湾労働者雇用安定センターは、第一項の会計

規程を制定し、又は変更したときは、その理由及

び内容を明らかにして、遅滞なく厚生労働大臣に

提出しなければならない。  

 

（役員の選任及び解任の認可の申請） 

第四十二条 港湾労働者雇用安定センターは、法第

三十七条第一項の規定による認可を受けようとす

るときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働

大臣に提出しなければならない。  

一 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴 

二 選任又は解任の理由  

（立入検査のための証明書）  

第四十三条 法第三十八条第二項の証明書は、厚生

労働大臣の定める様式によるものとする。 

（雇用安定事業関係業務の引継ぎ等） 

第四十四条 法第四十二条第一項の規定により厚生

労働大臣が雇用安定事業関係業務を行うものとす

るときは、港湾労働者雇用安定センターは、次の

事項を行わなければならない。 

一 雇用安定事業関係業務を厚生労働大臣に引き

継ぐこと。 

二 雇用安定事業関係業務に関する帳簿及び書類

を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 

三 その他厚生労働大臣が必要と認める事項 

２ 法第四十二条第一項の規定により厚生労働大臣

が行っている雇用安定事業関係業務を行わないも

のとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わ

なければならない。 

一 雇用安定事業関係業務を港湾労働者雇用安定

センターに引き継ぐこと。 

二 雇用安定事業関係業務に関する帳簿及び書類

を港湾労働者雇用安定センターに引き継ぐこと。 

三 その他厚生労働大臣が必要と認める事項  

 

第四章 雑 則 

（報告及び検査） 

第四十五条 管轄公共職業安定所長は、法第四十五

条第一項の規定により、事業主に対し必要な事項

を報告させるときは、当該報告すべき事項及び当

該報告をさせる理由を書面により通知するものと

する。 

２ 法第四十五条第三項において準用する法第三十

八条第二項の証明書は、港湾労働立入検査証（様

式第十六号）のとおりとする。  

附 則（抄） 

（施行期日） 

第一条 この省令は、昭和六十四年一月一日から施

行する。 

（港湾労働法施行規則の廃止） 

第二条 港湾労働法施行規則（昭和四十一年労働省

令第六号）は、廃止する。  

附 則 （令和八年一月二十日厚生労働省令第三

号） 抄 

（様式に関する経過措置） 

第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令によ 

る改正前の様式（次項において「旧様式」という。）

により使用されている書類は、この省令による改

正後の様式によるものとみなす。 

２ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙

については、当分の間、これを取り繕って使用する

ことができる。 
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（昭和六三年一二月二〇日労働省告示第一〇一号） 

                （労働省告示第百一号） 

港湾労働法施行令(以下「令」という。)第二条第

三号に規定する厚生労働大臣が指定する区域は、次

の表の上欄に掲げる令別表の上欄に掲げる港湾ごと

に、それぞれ次の表の下欄に掲げる区域とする。 

 

令別表の上欄
に掲げる港湾  区    域  

東京 

一 荒川口左岸突端から東日本旅客鉄道株式会社(以下「東日本旅客会社」という。)

総武本線荒川橋りように至る同川左岸の線、同橋りようから東日本旅客会社総武

本線に沿つて同線都道上野月島線橋りように至る線、同橋りようから都道上野月

島線、都道本郷亀戸線、都道吾妻橋伊興町線、一般国道四号、都道言問橋南千住

線、一般国道六号、特別区道中日第三号路線、特別区道中日第六号路線、都道日

本橋芝浦大森線、一般国道十五号、一般国道百三十一号及び都道東京大師横浜線

に沿つて多摩川大師橋に至る線、同橋から多摩川口左岸突端に至る同川左岸の線

並びに陸岸により囲まれた区域 

二 東京灯標(北緯三五度三三分五八秒東経一三九度四九分四一秒)から二五度三

〇分九、二八〇メートルの地点から一九九度五、三七〇メートルの地点まで引い

た線、同地点から一九〇度一〇、六一〇メートルの地点(以下「A地点」という。)

まで引いた線、A地点から多摩川の河口における東京都と神奈川県との境界に当

たる地点(以下「B地点」という。)まで引いた線及び陸岸により囲まれた区域内

の埋立地 

三 令別表の上欄に掲げる東京の港湾の水域のうち陸岸から二〇〇メートルの範

囲内の海面及び多摩川多摩川大橋下流の東京都の区域内の河川水面 

※東京港以外の５大港は省略 

改正文 (平成一九年一一月三〇日厚生労働省告示第三九三号) 抄 

平成十九年十二月一日から適用する。 

 

 

 

 

 

（平成一二年八月一一日労働省告示第七五号） 

 港湾労働法（昭和六十三年法律第四十号。以下「法」

という。）第十四条第一項第二号ｲ（法第十八条第二

項において準用する場合を含む。以下同じ。）の規

定に基づき、同号ｲの厚生労働大臣が定める基準は、

港湾労働法施行令（昭和六十三年政令第三百三十五

号）別表の上欄に掲げるそれぞれの港湾について、

派遣事業対象業務（労働者派遣（労働者派遣事 

業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関

する法律（昭和六十年法律第八十八号。以下「労働 

 

者派遣法」という。）第二条第一号に規定する労働

者派遣をいう。以下同じ。）により当該港湾労働者

派遣事業（法第二条第五号に規定する港湾労働者派

遣事業をいう。以下同じ。）の派遣労働者（労働者

派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。

以下同じ。）に従事させる法第二条第二号に規定す

る港湾運送の業務をいう。以下同じ。）ごとの港湾

労働者派遣事業に係る労働者派遣に関する料金の港

湾労働者派遣事業の派遣労働者一人一日当たりの平

均的な額が、それぞれ、当該派遣事業対象業務ごと

の港湾労働者派遣事業の派遣労働者の賃金（労働基

準法（昭和二十二年法律第四十九号）第十一条に規

定する賃金をいう。）の一人一日当たりの平均的な

額を著しく超えるものでないこととし、平成十二年

十月一日から適用する。 

○港湾労働法施行令第二条第三号の

規定に基づく厚生労働大臣が指定

する区域（抄）  

○港湾労働法第十四条第一項第二
号イの厚生労働大臣が定める基
準  
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附 則 （平成一二年一二月二五日労働省告示 

第一二〇号） 抄 

（適用期日） 

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律（平

成十二年法律第八十八号）の施行の日（平成十三

年一月六日）から適用する。 

 

 改正文（平成二四年九月二七日厚生労働省告示 

 第五一八号） 抄 

 平成二四年十月一日から適用する。 

 

 

 

 

 

（平成一二年八月一一日労働省告示第七六号） 

 港湾労働法（昭和六十三年法律第四十号）第十四

条第一項第二号ロ（同法第十八条第二項において準

用する場合を含む。以下同じ。）の規定に基づき、

同号ロの厚生労働大臣が定める日数は、港湾労働法

施行令（昭和六十三年政令第三百三十五号）別表の

上欄に掲げるそれぞれの港湾について、派遣労働者

（同法第二条第五号に規定する港湾労働者派遣事業

の派遣労働者（労働者派遣事業の適正な運営の確保

及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和六十年

法律第八十八号）第二条第二号に規定する派遣労働

者をいう。）をいう。）一人につき、一月当たり七

日とし、平成十二年十月一日から適用する。 

附 則 （平成一二年一二月二五日労働省告示 

第一二〇号） 抄 

（適用期日） 

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律（平

成十二年法律第八十八号）の施行の日（平成十三

年一月六日）から適用する。 

 改正文（平成二四年九月二七日厚生労働省告示 

第五一八号） 抄 

 平成二十四年十月一日から適用する。 

 

 

 

 

（平成一二年八月一一日労働省告示第七七号） 

 港湾労働法（昭和六十三年法律第四十号）第二十

五条第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める

基準を次のように定め、平成十二年十月一日から適

用する。 

港湾労働法（以下「法」という。）第二十五条第

二項の労働者派遣の対象としようとする労働者が派

遣就業をしないときにその港湾運送の業務に主とし

て従事しているかどうかの基準は、次のとおりとす

る。 

一 労働者派遣（労働者派遣事業の適正な運営の確

保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和六

十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」とい

う。）第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。

以下同じ。）の対象としようとする労働者が、港

湾運送（法第二条第二号に規定する港湾運送をい

う。以下同じ。）の業務の種類（当該港湾運送の

業務が、港湾運送事業法（昭和二十六年法律第百

六十一号。以下「事業法」という。）第二条第一

項第二号に掲げる行為若しくはこれに先行し、若

しくは後続する港湾労働法施行令（昭和六十三年

政令第三百三十五号。以下「令」という。）第二

条第三号及び第四号に掲げる行為（同項第二号に

掲げる行為を行う事業の事業主が行うものに限

る。) を行う業務、同項第三号に掲げる行為を行

う業務、同項第四号に掲げる行為若しくはこれに

先行し、若しくは後続する同条第三号及び第四号

に掲げる行為(同項第四号に掲げる行為を行う事

業の事業主が行うものに限る。)を行う業務、同項

第五号に掲げる行為を行う業務、同条第一号及び

第二号に掲げる行為若しくはこれに先行し、若し

くは後続する同条第三号及び第四号に掲げる行為

(同条第一号及び第二号に掲げる行為を行う事業

の事業主が行うものに限る。)を行う業務又は同条

第三号及び第四号に掲げる行為(倉庫業法(昭和三

十一年法律第百二十一号)第二条第二項に規定す

る倉庫業のうち令第二条第三号に規定する港湾倉

庫に係るものを営む者が行うものに限る。)を行う

業務のいずれに該当するかの別をいう。以下同

じ。)に応じて、派遣就業(労働者派遣法第二十三

条の二に規定する派遣就業をいう。以下同じ。)を

させようとする日以前三月間に、それぞれの種類

の港湾運送の業務のうち当該港湾運送の業務に最

も長い時間(港湾労働者派遣事業(法第二条第五号

に規定する港湾労働者派遣事業をいう。)の派遣労

働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣

労働者をいう。)として派遣就業をした時間を除く。

以下同じ。)従事していること(次号に該当する場

合を除く。)。 

二 労働者派遣の対象としようとする労働者が、事

業法第二条第一項第二号及び第四号に掲げる行為

を行う事業の事業主に雇用されており、かつ、派

遣就業をさせようとする日以前三月間に、同項第

○港湾労働法第十四条第一項第二
号ロの厚生労働大臣が定める日
数  

○港湾労働法第二十五条第二項の
規定に基づく厚生労働大臣が定
める基準  
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二号及び第四号又はこれらに先行し、若しくは後

続する令第二条第三号及び第四号に掲げる行為を

行う業務に他のそれぞれの種類の港湾運送の業務

に従事した時間を超える時間従事している場合に

は、当該労働者は、同項第二号及び第四号又はこ

れらに先行し、若しくは後続する同条第三号及び

第四号に掲げる行為を行う業務に主として従事し

ているものとする。 

附 則（平成一二年一二月二五日労働省告示 

第一二〇号） 抄 

（適用期日） 

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平

成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年

一月六日)から適用する。 

 改正文（平成二四年九月二七日厚生労働省告示第

五一八号） 抄 

平成二十四年十月一日から適用する。 

 

 

 

 

（平成一二年八月一一日労働省告示第七八号） 

港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二十五 

条第四項の規定に基づき、同項の厚生労働大臣が定

める期間は、港湾運送（同法第二条第二号に規定す

る港湾運送をいう。)の業務の種類(当該港湾運送の

業務が、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十

一号)第二条第一項第二号に掲げる行為若しくはこ

れに先行し、若しくは後続する港湾労働法施行令(昭

和六十三年政令第三百三十五号。以下「令」という。)

第二条第三号及び第四号に掲げる行為(同項第二号

に掲げる行為を行う事業の事業主が行うものに限

る。)を行う業務、同項第三号に掲げる行為を行う業

務、同項第四号に掲げる行為若しくはこれに先行し、

若しくは後続する同条第三号及び第四号に掲げる行

為(同項第四号に掲げる行為を行う事業の事業主が

行うものに限る。)を行う業務、同項第五号に掲げる

行為を行う業務、同条第一号及び第二号に掲げる行

為若しくはこれに先行し、若しくは後続する同条第

三号及び第四号に掲げる行為(同条第一号及び第二

号に掲げる行為を行う事業の事業主が行うものに限

る。)を行う業務又は同条第三号及び第四号に掲げる

行為(倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第

二条第二項に規定する倉庫業のうち令第二条第三号

に規定する港湾倉庫に係るものを営む者が行うもの

に限る。)を行う業務のいずれに該当するかの別をい

う。)ごとに、一年とし、平成十二年十月一日から適

用する。 

附 則（平成一二年一二月二五日労働省告示第一

二〇号） 抄 

（適用期日） 

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平

成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年

一月六日)から適用する。 

 

 

 

 

（平成一二年八月一一日労働省告示第七九号） 

最終改正：令和八年二月二〇日厚生労働省告示第四十四号 

港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二十五

条第四項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める資

格を次のように定め、平成十二年十月一日から適用

する。 

港湾労働法第二十五条第四項の厚生労働大臣が定

める資格は、次の表の上欄に掲げる業務の区分に応

じて、それぞれ同表の下欄に掲げる者に該当するこ

ととする。 

       （次ページに続く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○港湾労働法第二十五条第四項の
規定に基づく厚生労働大臣が定
める資格  

○港湾労働法第二十五条第四項の
厚生労働大臣が定める期間  
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制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の

業務 

労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第三十二号。以

下「安衛則」という。）別表第四に規定する揚貨装置運転

士免許を受けた者 

つり上げ荷重が五トン以上のクレーン（跨
こ

線テルハを除く。次の項において同じ。）の

運転の業務のうち次の項に掲げる業務以外

の業務 

安衛則別表第四に規定するクレーン・デリック運転士免

許(以下「クレーン・デリック運転士免許」という。)を受

けた者 

つり上げ荷重が五トン以上のクレーンの運

転の業務のうち床上で運転し、かつ、当該運

転をする者が荷の移動とともに移動する方

式のクレーンの運転の業務 

一 クレーン・デリック運転士免許を受けた者    

二 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以

下「安衛法」という。)別表第十八第二十六号に規定す

る床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者 

つり上げ荷重が一トン以上の移動式クレー

ンの運転(道路交通法(昭和三十五年法律第

百五号)第二条第一項第一号に規定する道路

(以下「道路」という。)上を走行させる運転

を除く。)の業務のうち次の項に掲げる業務

以外の業務 

安衛則別表第四に規定する移動式クレーン運転士免許(次

の項において「移動式クレーン運転士免許」という。)を

受けた者 

つり上げ荷重が一トン以上の移動式クレー

ンの運転(道路上を走行させる運転を除

く。)の業務のうちつり上げ荷重が五トン未

満の移動式クレーンの運転の業務 

一 移動式クレーン運転士免許を受けた者      

二 安衛法別表第十八第二十七号に規定する小型移動式       

クレーン運転技能講習を修了した者 

つり上げ荷重が五トン以上のデリックの運

転の業務 
クレーン・デリック運転士免許を受けた者 

最大荷重（フォークリフトの構造及び材料

に応じて基準荷重中心に負荷させることが

できる最大の荷重をいう。）が一トン以上の

フォークリフトの運転（道路上を走行させ

る運転を除く。）の業務 

一 安衛法別表第十八第二十九号に規定するフォークリ

フト運転技能講習を修了した者           

二 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号。

以下「能開法」という。)第二十七条第一項の準則訓練で

ある普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則(昭

和四十四年労働省令第二十四号。以下「能開法規則」と

いう。)別表第二の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転

系港湾荷役科の訓練(通信の方法によって行うものを除

く。)を修了した者で、フォークリフトについての訓練を

受けたもの                            

三 労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生

労働大臣が定める者(昭和四十七年労働省告示第百十三

号)第二号イからホまでに掲げる者 
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機体重量が三トン以上の労働安全衛生法施

行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表

第七第一号又は第二号に掲げる建設機械

で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走

することができるものの運転(道路上を走

行させる運転を除く。)の業務 

一 安衛則別表第六に規定する車両系建設機械(整地・運

搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者                     

二 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)

第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格

した者(労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚

生労働大臣が定める者第三号に規定する者を除く。)  

三 能開法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業

訓練のうち能開法規則別表第四の訓練科の欄に掲げる建

設機械運転科の訓練(通信の方法によって行うものを除

く。)を修了した者                 

四 労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生

労働大臣が定める者第四号イからヘまでに掲げる者 

最大荷重（ショベルローダー又はフォーク

ローダーの構造及び材料に応じて負荷させ

ることができる最大の荷重をいう。）が一ト

ン以上のショベルローダー又はフォークロ

ーダーの運転（道路上を走行させる運転を

除く。）の業務 

一 安衛法別表第十八第三十号に規定するショベルロー

ダー等運転技能講習を修了した者          

二 能開法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業

訓練のうち能開法規則別表第二の訓練科の欄に定める揚

重運搬機械運転系港湾荷役科の訓練(通信の方法によって

行うものを除く。)を修了した者で、ショベルローダー又

はフォークローダーについての訓練を受けたもの   

三 労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生

労働大臣が定める者第八号イからヘまでに掲げる者 

最大積載量が一トン以上の不整地運搬車の

運転（道路上を走行させる運転を除く。）の

業務 

一 安衛法別表第十八第三十一号に規定する不整地運搬

車運転技能講習を修了した者            

二 建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工

管理技術検定に合格した者(労働安全衛生規則別表第三下

欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者第九号に規定

する者を除く。)                  

三 労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生

労働大臣が定める者第十号ｲ及びロに掲げる者 

作業床の高さが十メートル以上の高所作業

車の運転（道路上を走行させる運転を除

く。）の業務 

安衛法別表第十八第三十二号に規定する高所作業車運転

技能講習を修了した者 

制限荷重が一トン以上の揚貨装置又はつり

上げ荷重が一トン以上のクレーン、移動式

クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務 

一 安衛法別表第十八第三十四号に規定する玉掛け技能

講習を修了した者                 

二 能開法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業

訓練のうち能開法規則別表第四の訓練科の欄に掲げる玉

掛け科の訓練(通信の方法によって行うものを除く。)を

修了した者                     

三 労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生

労働大臣が定める者第十一号イからワまでに掲げる者 

附 則 (平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号) 抄 

(適用期日) 

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六

日)から適用する。 

附 則 (令和八年二月二十日厚生労働省告示第四十四号) 抄 

この告示は、令和八年四月一日から施行する。 
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（昭和六〇年七月五日法律第八八号） 

最終改正：令和四年六月一七日法律第六八号 

（目 的）  

第一条 この法律は、職業安定法（昭和二十二年法

律第百四十一号）と相まって労働力の需給の適正

な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の

確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者

の保護等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定

その他福祉の増進に資することを目的とする。  

（用語の意義）  

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。  

一 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該

雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受け

て、当該他人のために労働に従事させることを

いい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に

雇用させることを約してするものを含まないも

のとする。 

二 派遣労働者 事業主が雇用する労働者であっ

て、労働者派遣の対象となるものをいう。 

三 労働者派遣事業 労働者派遣を業として行う

ことをいう。 

四 紹介予定派遣 労働者派遣のうち、第五条第

一項の許可を受けた者（以下「派遣元事業主」

という。）が労働者派遣の役務の提供の開始前又

は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者

及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務を

受ける者（第三章第四節を除き、以下「派遣先」

という。）について、職業安定法その他の法律の

規定による許可を受けて、又は届出をして、職

業紹介を行い、又は行うことを予定してするも

のをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働

者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者

派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と

当該派遣先との間で約されるものを含むものと

する。 

第四条 何人も、次の各号のいずれかに該当する業

務について、労働者派遣事業を行ってはならない。  

一 港湾運送業務（港湾労働法（昭和六十三年法

律第四十号）第二条第二号に規定する港湾運送

の業務及び同条第一号に規定する港湾以外の港

湾において行われる当該業務に相当する業務と

して政令で定める業務をいう。） 

二 建設業務（土木、建築その他工作物の建設、

改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の

作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務

をいう。） 

三 警備業法 （昭和四十七年法律第百十七号）第

二条第一項各号に掲げる業務その他その業務の

実施の適正を確保するためには業として行う労

働者派遣（次節、並びに第二十三条第二項、第

四項及び第五項において単に「労働者派遣」と

いう。）により派遣労働者に従事させることが適

当でないと認められる業務として政令で定める

業務  

２ 厚生労働大臣は、前項第三号の政令の制定又は

改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、

労働政策審議会の意見を聴かなければならない。  

３ 労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の

役務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に当

該労働者派遣に係る派遣労働者を第一項各号のい

ずれかに該当する業務に従事させてはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

（昭和六一年四月三日政令第九五号） 
最終改正：令和三年六月二日政令第一六二号 

（法第四条第一項第一号の政令で定める業務）  

第一条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派

遣労働者の保護等に関する法律（以下「法」とい

う。）第四条第一項第一号の政令で定める業務は、

港湾労働法（昭和六十三年法律第四十号）第二条

第一号に規定する港湾以外の港湾で港湾運送事業

法（昭和二十六年法律第百六十一号）第二条第四

項に規定するもの（第三号において「特定港湾」

という。）において、他人の需要に応じて行う次

に掲げる行為に係る業務とする。 

一 港湾運送事業法第二条第一項に規定する港湾

運送のうち、同項第二号から第五号までのいず

れかに該当する行為 

二 港湾労働法施行令（昭和六十三年政令第三百

三十五号）第二条第一号及び第二号に掲げる行

為 

三 船舶若しくははしけにより若しくはいかだに

組んで運送された貨物の特定港湾の水域の沿岸

からおおむね五百メートル（水島港にあっては

千メートル、鹿児島港にあっては千五百メート

ル）の範囲内において厚生労働大臣が指定した

区域内にある倉庫（船舶若しくははしけにより

○労働者派遣事業の適正な運営の
確保及び派遣労働者の保護等に
関する法律（抄）  

○労働者派遣事業の適正な運営の
確保及び派遣労働者の保護等に
関する法律施行令（抄）  
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又はいかだに組んでする運送に係る貨物以外の

貨物のみを通常取り扱うものを除く。以下この

条において「特定港湾倉庫」という。）への搬

入（上屋その他の荷さばき場から搬出された貨

物の搬入であって、港湾運送事業法第二条第三

項に規定する港湾運送関連事業のうち同項第一

号に掲げる行為に係るもの若しくは同法第三条

第一号から第四号までに掲げる事業又は倉庫業

法（昭和三十一年法律第百二十一号）第二条第

二項に規定する倉庫業のうち特定港湾倉庫に係

るものを営む者（以下この条において「特定港

湾運送関係事業者」という。）以外の者が行う

ものを除く。）、船舶若しくははしけにより若

しくはいかだに組んで運送されるべき貨物の特

定港湾倉庫からの搬出（上屋その他の荷さばき

場に搬入すべき貨物の搬出であって、特定港湾

運送関係事業者以外の者が行うものを除く。）

又は貨物の特定港湾倉庫における荷さばき。た

だし、冷蔵倉庫の場合にあっては、貨物の当該

倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入、

冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への

搬出及び冷蔵室における荷さばきを除く。  

四 道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十

五号）第二条第一項に規定する道路運送車両若

しくは鉄道（軌道を含む。）（以下この号にお

いて「車両等」という。）により運送された貨

物の特定港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さば

き場への搬入（特定港湾運送関係事業者以外の

者が行う当該貨物の搬入を除く。）又は車両等

により運送されるべき貨物の特定港湾倉庫若し

くは上屋その他の荷さばき場からの搬出（特定

港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の

搬出を除く。）。ただし、冷蔵倉庫の場合にあ

っては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場

から冷蔵室への搬入及び冷蔵室から当該倉庫に

附属する荷さばき場への搬出を除く。 

 

 

 

（昭和二六年五月二九日法律第一六一号） 

最終改正：令和五年六月一六日法律第六三号 

（目 的）  

第一条 この法律は、港湾運送に関する秩序を確立

し、港湾運送事業の健全な発達を図り、もって公

共の福祉を増進することを目的とする。  

（定 義）  

第二条 この法律で「港湾運送」とは、他人の需要

に応じて行う行為であって次に掲げるものをいう。 

一 荷主又は船舶運航事業者の委託を受け、船舶

により運送された貨物の港湾における船舶から

の受取若しくは荷主への引渡又は船舶により運

送されるべき貨物の港湾における船舶への引渡

若しくは荷主からの受取にあわせてこれらの行

為に先行し又は後続する次号から第五号までに

掲げる行為を一貫して行う行為  

二 港湾においてする船舶への貨物の積込又は船

舶からの貨物の取卸（第四号に掲げる行為を除

く。） 

三 港湾における貨物の船舶又ははしけによる運

送（一定の航路に旅客船（十三人以上の旅客定

員を有する船舶をいう。）を就航させて人の運送

をする事業を営む者が当該航路に就航する当該

旅客船により行う貨物の運送その他国土交通省

令で定めるものを除く。）、国土交通省令で定め

る港湾と港湾又は場所との間（以下単に「指定

区間」という。）における貨物のはしけによる運

送又は港湾若しくは指定区間における引船によ

るはしけ若しくはいかだのえい航 

四 港湾においてする、船舶若しくははしけによ

り運送された貨物の上屋その他の荷さばき場

（水面貯木場を除く。以下単に「荷さばき場」

という。）への搬入、船舶若しくははしけにより

運送されるべき貨物の荷さばき場からの搬出、

これらの貨物の荷さばき場における荷さばき若

しくは保管又は貨物の船舶（国土交通省令で定

める総トン数未満のものに限る。以下この号に

おいて同じ。）若しくははしけからの取卸し若し

くは船舶若しくははしけへの積込み（貨物の船

舶からの取卸し又は船舶への積込みにあっては、

当該船舶が岸壁、さん橋又は物揚場に係留され、

かつ、当該船舶の揚貨装置を使用しないで行な

う場合に限る。） 

五 港湾若しくは指定区間におけるいかだに組ん

でする木材の運送又は港湾においてする、いか

だに組んで運送された木材若しくは船舶若しく

ははしけにより運送された木材の水面貯木場へ

の搬入、いかだに組んで運送されるべき木材若

しくは船舶若しくははしけにより運送されるべ

き木材の水面貯木場からの搬出若しくはこれら

の木材の水面貯木場における荷さばき若しくは

保管  

六 船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してする

その貨物の箇数の計算又は受渡の証明（以下「検

数」という。） 

七 船積貨物の積付に関する証明、調査及び鑑定

（以下「鑑定」という。） 

八 船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してする

○ 港湾運送事業法（抄） 
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その貨物の容積又は重量の計算又は証明（以下

「検量」という。） 

２ この法律で「港湾運送事業」とは、営利を目的

とするとしないとを問わず港湾運送を行う事業を

いう。 

３ この法律で「港湾運送関連事業」とは、営利を

目的とするとしないとを問わず、他人の需要に応

じて次に掲げる行為を行なう事業をいう。 

一 港湾においてする、船舶に積み込まれた貨物

の位置の固定若しくは積載場所の区画、船積貨

物の荷造り若しくは荷直し又は船舶への貨物の

積込み若しくは船舶からの貨物の取卸しに先行

し若しくは後続する船倉の清掃 

二 港湾においてする船積貨物の警備  

４ この法律で「港湾」とは、政令で指定する港湾

（その水域は、政令で定めるものを除くほか、港

則法（昭和二十三年法律第百七十四号）に基づく

港の区域をいう。）をいう。  

（事業の種類）  

第三条 港湾運送事業の種類は、次に掲げるものと

する。 

一 一般港湾運送事業（前条第一項第一号に掲げ

る行為を行う事業） 

二 港湾荷役事業（前条第一項第二号及び第四号

に掲げる行為を行う事業） 

三 はしけ運送事業（前条第一項第三号に掲げる

行為を行う事業） 

四 いかだ運送事業（前条第一項第五号に掲げる

行為を行う事業） 

五 検数事業（前条第一項第六号に掲げる行為を

行う事業） 

六 鑑定事業（前条第一項第七号に掲げる行為を

行う事業） 

七 検量事業（前条第一項第八号に掲げる行為を

行う事業）  

（許 可）  

第四条 前条第一号から第四号までに掲げる港湾運

送事業（以下「一般港湾運送事業等」という。）を

営もうとする者は、港湾運送事業の種類及び港湾

ごとに、同条第五号から第七号までに掲げる港湾

運送事業（以下「検数事業等」という。）を営もう

とする者は、港湾運送事業の種類ごとに国土交通

大臣の許可を受けなければならない。この場合に

おいて、一般港湾運送事業、はしけ運送事業又は

いかだ運送事業の許可を受けた者は、当該許可に

係る港湾を起点又は終点とする指定区間において

も、当該許可に係る一般港湾運送事業等を営むこ

とができる。 

 

 

（昭和三四年一〇月一日運輸省令第四六号） 

最終改正：令和五年四月二一日国土交通省令第四一号 

（港湾運送から除く貨物の運送） 

第二条 法第二条第一項第三号の国土交通省令で定

める運送は、次のとおりとする。 

一 船用品（燃料炭を除く。）の当該船用品を使用

する船舶への運送又はその船舶からの運送 

二 屎尿、塵芥、厨芥、荷粉又は泥土の運送 

三 タンク船又は運搬漁船（もっぱら漁場から漁

獲物又はその製品を運搬する船舶をいう。）によ

る運送 

（法第二条第一項第四号の総トン数） 

第三条の二 法第二条第一項第四号の国土交通省令

で定める総トン数は、五百トン（内航海運業法施

行規則（昭和二十七年運輸省令第四十二号）第九

号様式備考１括弧書の船舶にあつては五百十トン）

とする。 

 

 

 

 

（昭和三一年六月一日法律第一二一号） 

最終改正：令和五年六月一六日法律第六三号 

（目 的）  

第一条 この法律は、倉庫業の適正な運営を確保し、

倉庫の利用者の利益を保護するとともに、倉荷証

券の円滑な流通を確保することを目的とする。  

（定 義）  

第二条 この法律で「倉庫」とは、物品の滅失若し

くは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失

若しくは損傷を防止するための工作を施した土地

若しくは水面であって、物品の保管の用に供する

ものをいう。  

２ この法律で「倉庫業」とは、寄託を受けた物品

の倉庫における保管（保護預りその他の他の営業

に付随して行われる保管又は携帯品の一時預りそ

の他の比較的短期間に限り行われる保管であって、

保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等か

らみて第六条第一項第四号の基準に適合する施設

又は設備を有する倉庫において行うことが必要で

ないと認められるものとして政令で定めるものを

除く。）を行う営業をいう。 

（登 録）  

第三条 倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣

の行う登録を受けなければならない。 

                           

○ 倉庫業法（抄） 

○ 港湾運送事業法施行規則（抄） 
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(令和六年三月二十二日) 

(厚生労働省告示第百九号) 

港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第三条第一項の規定に基づき、東京、横浜、名古屋、大阪、

神戸及び関門の各港湾について、港湾雇用安定等計画を次のように定めたので、同条第四項の規定に

より告示する。 

 

港湾雇用安定等計画 

１ 計画の基本的考え方 

⑴ 計画のねらい 

この計画は、港湾労働法施行令（昭和 63年政令第 335号）別表の上欄に掲げる港湾（東京、横浜、

名古屋、大阪、神戸及び関門の各港湾をいう。以下「６大港」という。）における港湾労働者に係る

労働力の需給の調整、雇用の改善並びに能力の開発及び向上に関し、国、都府県、港湾労働者雇用安

定センター、事業主及び事業主団体が講ずべき措置の指針を示すものである。 

⑵ 計画の背景と課題 

イ 港湾労働者の雇用の改善並びに能力の開発及び向上の現状 

港湾運送事業は、貨物の取扱量が日ごとに変動するという特徴（以下「港湾運送の波動性」と

いう。）を有しており、個別の企業において常用労働者のみによって荷役作業を処理することに

は限界があり、企業外労働力に依存せざるを得ない状況にある。企業外労働力として日雇労働

者に依存することは港湾労働者の雇用の安定上問題があるだけではなく、その就労に際し、第

三者が不当に介入する弊害も生ずるおそれがある。 

また、港湾運送事業主には、中小企業が多いこともあり、次に掲げるように、港湾労働者の雇

用の改善並びに能力の開発及び向上については、一部の事項について改善しているものの、荷

待ちのために待機時間が発生しやすいこと等の港湾運送事業の特性もあり、全体としては、他

の産業に比してなお改善の余地のある状況となっている。 

(イ) 労働時間 

賃金構造基本統計調査によると、港湾労働者の令和４（2022）年６月における月間実労働時間

は 191時間（196時間（平成 29（2017）年６月））となっており、全産業の労働者の令和４（2022）

年６月における月間実労働時間である 177時間（178時間（平成 29（2017）年６月））に比して

長くなっている。 

また、同調査によると、港湾労働者の令和４（2022）年６月における月間所定労働時間は全産

業の労働者の同月における月間所定労働時間に比して短くなっている一方、港湾労働者の同月

における月間所定外労働時間は 29時間（35時間（平成 29（2017）年６月））となっており、全

産業の労働者の令和４（2022）年６月における月間所定外労働時間 12 時間（13 時間（平成 29

（2017）年６月））に比して長くなっている。 

(ロ) 週休二日制の導入状況 

港湾運送事業雇用実態調査によると、６大港の港湾運送事業所のうち何らかの形で週休二日

制を導入している事業所の割合は、令和５（2023）年６月 30日現在で 89.9％（87.8％（平成 30

（2018）年６月 30日現在））となっており、就労条件総合調査による全産業の令和５（2023）年

１月１日現在における何らかの週休二日制の導入割合である 85.4％（84.1％（平成 30（2018）

○ 港湾雇用安定等計画 
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年１月１日現在））に比して高くなっている。 

(ハ) 退職金制度等の有無 

港湾運送事業雇用実態調査によると、６大港の港湾運送事業所のうち退職金制度を導入して

いる事業所の割合は、令和５（2023）年６月 30日現在で 86.9％（88.0％（平成 30（2018）年６

月 30日現在））となっており、就労条件総合調査による全産業の令和５（2023）年１月１日現在

における退職給付制度の導入割合である 74.9％（80.5％（平成 30（2018）年１月１日現在））に

比して高くなっている。 

(ニ) 技能労働者不足の状況 

港湾運送事業雇用実態調査によると、６大港で港湾派遣労働者を使用した事業所のうち、人

手不足のため（募集等をしているが人が採用できない）に港湾派遣労働者を使用した事業所の

割合は、令和５（2023）年６月 30日現在で 21.7％となっており、平成 30（2018）年６月 30日

現在の 12.7％に比して増加している。 

(ホ) 教育訓練 

港湾運送事業雇用実態調査によると、港湾運送事業主の行う教育訓練は、令和５（2023）年６

月 30日現在で、６大港の 63.7％（67.4％（平成 30（2018）年６月 30日現在））の港湾運送事業

所で実施されている。 

また、教育訓練の課題として、指導者の人材不足（28.2％）や適切な教育訓練施設の不足

（10.8％）が挙げられている。 

ロ 今後の港湾労働対策の課題 

(イ) イで述べたように、港湾労働の分野においては、港湾労働者の雇用の改善並びに能力の開

発及び向上について更に改善すべき状況にあるが、これに加え、近年、港湾労働を取り巻く環

境は大きく変化している。 

ａ 規制改革等の影響を踏まえた取組の継続 

６大港における港湾運送事業に係る規制改革以来、港湾運送事業主に対して、事業の一層

の効率化及びサービスの多様化の要請が強まり、港湾労働者の雇用の安定が損なわれること

が懸念されてきた中で、昨今は国際競争の激化等の状況も見られる。このため、これまでも港

湾労働者の雇用の安定と港湾運送事業における効率的な経営・就労体制の確立との両立に資

する施策に取り組んできたが、これらの取組を引き続き講ずる必要がある。 

ｂ 革新荷役の進展 

貨物輸送のコンテナ化、コンテナ船の大型化、荷役作業の機械化、港湾施設のインフラ整備

等により、革新荷役がより一層進展していることや、港湾運送事業に係る規制改革等により、

港湾運送事業主に対してより効率的な経営が求められていることに伴い、港湾労働者自身が

高度な技術・技能を習得するとともに、港湾運送事業主においても、在来荷役に必要な技術・

技能を有する技能労働者に加え、荷役機械の技術革新の進展に対応した高度な技能労働者を

確保することが課題となっている。このため、技能労働者の確保に資する施策を引き続き講

ずることにより、安定的な物流の維持に努める必要がある。 

ｃ 港湾運送の波動性への対応 

貨物輸送のコンテナ化等革新荷役の進展にもかかわらず、港湾運送の波動性は依然として

存在しており、港湾運送事業に係る規制改革以来、港湾運送事業主はより効率的な経営を求

められている。このため、港湾運送の波動性に効率的かつ的確に対応するための施策を引き

続き講ずる必要がある。 



 

- 96 - 

 

(ロ) 今後の港湾労働対策においては、 (イ)を踏まえ、港湾労働を取り巻く環境の変化に的確に

対応した港湾労働者の雇用の改善並びに能力の開発及び向上を促進するための施策の推進、

港湾労働者派遣制度の適切な運営及び有効活用の促進等を通じて、引き続き港湾労働者の雇

用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図っていくことが重要である。 

(ハ) 港湾運送業界については、急速な高齢化の進展や低調な入職率等により、技能労働者の不

足が顕在化しつつあり、若年労働者を始めとした人材の確保・育成が極めて重要な課題とな

っている。 

     こうした課題に対応するためには、働き方改革を始め、労働時間等の労働条件の改善・雇用

環境の整備等を通じた魅力ある職場づくりを推進し、安全な労働環境の確保を図ることが不

可欠であり、こうした取組を通じて若年者・女性・高齢者等（以下「若年者等」という。）の

幅広い人材の活躍促進を図っていく必要がある。 

     また、荷役機械の技術革新の進展等に加え、港湾労働者の人手不足に対応するためには、高

度な技能労働者の確保・育成が不可欠であることから、特に若年労働者に対する教育訓練に

ついて、支援の必要性が増している。 

こうした課題への対応について、行政はもとより、労使も含めて引き続き議論を行うとと

もに、将来の発展を見据えた取組を行う必要がある。 

⑶ 計画の期間 

計画の期間は、令和６（2024）年度から令和 10（2028）年度までとする。 

 

２ 港湾労働者の雇用の動向に関する事項 

⑴ 港湾運送量の動向 

６大港における港湾運送量は、船舶積卸量が５億９百万トンであった平成 13（2001）年度以降増

加傾向にあり、平成 30（2018）年度には６億９千８百万トンとなったが、令和元（2019）年度から

減少し、令和２（2020）年度においては６億１千９百万トンとなっている。また、６大港における船

舶積卸量に占めるコンテナ貨物の割合は、平成 10（1998）年度には 60％を超え、その後も引き続き

上昇傾向にあり、令和２（2020）年度においては 72.9％となっている。 

⑵ 港湾労働者の雇用の動向 

イ 港湾労働者数 

厚生労働省職業安定局調べによると、６大港における年度平均常用港湾労働者数は、28,958 人

であった平成 14（2002）年度以降増加傾向にあり、令和２（2020）年度には 34,473人となったが、

令和３（2021）年度以降わずかに減少し、令和４（2022）年度においては 34,093人となっている。 

ロ 就労状況 

厚生労働省職業安定局調べによると、６大港における港湾労働者の月間平均就労延日数は、約

50万８千人日であった平成 14（2002）年度以降増加傾向にあり、令和４（2022）年度においては

約 54万６千人日となっている。そのうち常用港湾労働者の月間平均就労延日数は、港湾労働者の

雇用の安定を図るための企業常用化の推進により、約 53万人日（港湾労働者派遣制度に係る派遣

労働者の就労日数を含む。）で、全体の 96.9％を占めるに至っている。 

ハ 入職率及び離職率 

６大港における港湾労働者の入職率は一貫して低い割合となっており、雇用動向調査によると、

令和４（2022）年の全産業における労働者の入職率は 15.2％となっているのに対し、厚生労働省

職業安定局調べによると、同年の６大港における港湾労働者の入職率は 8.2％にとどまっている。
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一方、離職率については、雇用動向調査によると、同年の全産業における労働者の離職率が 15.0％

となっているのに対し、厚生労働省職業安定局調べによると、同年の６大港における港湾労働者

の離職率は 8.5％となっている。 

ニ 港湾労働者の年齢構成 

賃金構造基本統計調査によると、令和４（2022）年の全産業の労働者における 50歳以上の労働

者比率は 34.1％であり、平成 29（2017）年 の 29.3％に比して 4.8％の増加となっているのに対

し、令和４（2022）年の港湾労働者における同比率は 33.4％と、平成 29（2017）年の 25.2％に比

して 8.2％増加しており、港湾労働者の高齢化は他産業と比べ急速に進展しているといえる。 

ホ 港湾労働者の勤続年数 

港湾運送事業雇用実態調査によると、６大港の港湾労働者のうち勤続年数が 15年以上の者の割

合は、令和５（2023）年６月 30日現在で 49.1％となっており、平成 30（2018）年６月 30日現在

の 42.2％に比して増加している。一方、勤続年数が５年未満の者の割合については、令和５（2023）

年６月 30 日現在で 21.8％と、平成 30（2018）年６月 30日現在の 23.2％に比して減少している。 

 

３ 労働力の需給の調整の目標に関する事項 

⑴ 労働力の需給の調整の目標 

港湾労働法（昭和 63 年法律第 40 号）は、事業主に雇用される常用労働者による荷役処理を原則

としているが、同法制定当時、コンテナ輸送の増大等、港湾における輸送革新はより一層進展し、港

湾運送の分野においては、高度な技術・技能を有する港湾労働者をより積極的に活用していく方策

が求められていた。 

このため、港湾労働者については、常用労働者として雇用し、計画的に教育訓練を行うことによ

り、高度な技術・技能を有する港湾労働者を養成していくことが重要とされ、また、日雇労働者の就

労に際し、第三者が不当に介入することによる弊害が発生するおそれがあることから、このような

問題を回避するためにも、港湾運送の業務については、原則、常用労働者で対応することが適当とさ

れた。 

このような観点から、港湾における荷役作業については、各事業主に雇用される常用労働者によ

る対応を原則としており、港湾運送の波動性に対応した企業外労働力については、港湾労働者派遣

制度に基づき派遣される他の事業主に雇用される常用労働者による労働力の需給の調整が原則とさ

れ、港湾労働者派遣制度を利用したにもかかわらず必要な労働力を確保できない場合には公共職業

安定所の紹介による日雇労働者の雇入れが認められ、かつ、適格な求職者の紹介が受けられない場

合等に限り日雇労働者の直接雇用が例外的な措置として認められている。 

これらのことを踏まえ、港湾における荷役作業については、今後とも、前段の原則の徹底を図るこ

とにより、港湾労働者の常用化を更に推進するとともに、事業主に雇用される常用労働者の雇用の

安定に一層努める。 

⑵ 労働力の需給の調整に関して講ずべき措置 

イ 国及び都府県が講ずる措置 

(イ) 港湾労働法の趣旨及び目的の徹底を図るための事業主に対する指導の実施 

事業主の企業外労働力への安易な依存を排除し、港湾労働者の常用化を促進するため、事

業所等の積極的な訪問等を通じ、必要な指導を行うことにより、港湾における荷役作業につ

いては、各事業主に雇用される常用労働者によって処理することを原則とする港湾労働法の

趣旨及び目的の更なる周知徹底を図る。 



 

- 98 - 

 

(ロ) 港湾労働者の常用化の推進 

公共職業安定所において、常用労働者に係る適格な求職者の紹介の実施、求人・求職情報の

積極的な提供等を行い、港湾労働者の常用化の推進を図る。 

(ハ) 港湾労働者派遣制度の適正な運営及び有効活用の促進 

港湾労働者派遣制度の適正な運営により、常用労働者の就労機会の確保及び雇用の安定を

図るため、事業主に対し、同制度の趣旨の周知徹底を図るとともに、必要な指導を行う。 

また、同制度の実施状況の的確な把握に努め、港湾労働者からの港湾労働法第 44条第 1項

の規定に基づく申告に対する迅速な対応、現場パトロール及び立入検査の効果的な実施等を

図る。 

これらの取組に当たっては、港湾労働者雇用安定センターと協力し、同制度の一層の周知

に努めるとともに、その更なる活用促進に向けた方策について検討する。 

(ニ) 直接雇用の日雇労働者問題への対応 

厚生労働省職業安定局調べによると、令和４（2022）年度における直接雇用の日雇労働者の

月間平均就労延日数は 16,064人日で、港湾労働者全体の 2.9％を占めている。平成 24（2012）

年度以降、当該割合は横ばいとなっており、これまで当該割合が減少するよう努めてきたが、

減少に結びついていない状況にある。 

このため、公共職業安定所において、事業主が求める人材と日雇労働者が有する技能・経験

等とのマッチングが、荷役の種類の違い等各港湾における固有の事情を踏まえつつ円滑に行

われるよう、事業主及び事業主団体とも連携しつつ、適格な求職者の紹介のための機能の充

実・強化を図り、必要な労働力の確保に努める。 

また、各事業主における直接雇用の日雇労働者の使用状況の的確な把握に努め、直接雇用

の日雇労働者を多数使用する事業主に対し、雇用管理に関する勧告を含め必要な指導を行い、

直接雇用の日雇労働者の月間平均就労延日数の減少に更に努める。 

(ホ) 雇用秩序の維持 

港湾における雇用秩序が維持されることは、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者

の福祉の増進を図る観点から必要不可欠である。 

このため、港湾労働法遵守強化旬間（毎年 11月 21日から同月 30日まで）等を通じて、港

湾関係者の遵守意識の一層の高揚を図るとともに、雇用秩序連絡会議の積極的開催、港湾労

働者からの港湾労働法第 44条第 1項の規定に基づく申告に対する迅速な対応、現場パトロー

ル及び立入検査の効果的な実施、雇用管理に関する適時適切な勧告等により、違法就労の防

止を図る。 

また、現場パトロール等の際に、色分けされた港湾労働者証を確認し、港湾運送事業法（昭

和 26年法律第 161号）違反の疑いがある事態を把握した場合は、管轄の地方運輸局等と速や

かに情報共有を行うなど、取組の実効性の確保を図る。 

さらに、港湾労働法施行令第２条第３号に規定する港湾倉庫については、統一された貨物

量の算定基準に基づき、当該港湾倉庫に該当するか否かの調査を的確に実施し、制度の適正

な運用を図る。 

(へ) 港湾労働者雇用安定センターに対する指導及び助言の実施 

港湾労働者派遣制度による効率的かつ的確な労働力の需給の調整を実施するため、港湾労

働者雇用安定センターが行う事業主支援業務及び雇用安定事業関係業務の実施について必要

な指導及び助言を行う。 
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(ト) 派遣法等の適正な実施を図るための事業主に対する指導の実施 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和 60年法律

第 88号。以下「派遣法」という。）又は職業安定法（昭和 22年法律第 141号）に違反する形

態による労働力の需給調整については、港湾における雇用秩序を混乱させるものであること

から、その是正指導及び防止の更なる徹底を図る。 

また、共同受注・共同就労については、それぞれの作業が適正な請負として実施される必要

がある。このため、共同受注・共同就労を労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分

に関する基準（昭和 61 年労働省告示第 37 号）に照らし適切な請負として実施すべきことに

ついて、事業所等の積極的な訪問等を通じ、必要な指導を行う。 

ロ 港湾労働者雇用安定センターが講ずる措置 

(イ) 事業主支援業務の適正な実施 

港湾労働者派遣制度による効率的かつ的確な労働力の需給調整を実施するため、事業主及

び事業主団体と密接な連携を図り、港湾労働者派遣契約の締結のあっせんを行うに際し、港

湾労働者に従事させようとしている業務の具体的内容又は当該業務に従事するに際して必要

な技能等に関する港湾派遣元事業主又は港湾労働者派遣の役務の提供を受ける者からのあっ

せん申込内容をきめ細かに収集又は確認の上であっせん先に対して情報提供を行うなど港湾

労働者派遣制度に係る情報の迅速な収集及び提供をこれまで以上に積極的に行い、港湾派遣

元事業主及び港湾労働者派遣の役務の提供を受ける者の双方の要請を満たせるよう、そのあ

っせん機能の充実及び強化を図る。 

(ロ) 雇用安定事業関係業務の適正な実施 

港湾労働者派遣制度による効率的かつ的確な労働力の需給調整を実施するため、派遣労働

者に従事させようとする業務の内容等、港湾派遣元事業主及び港湾労働者派遣の役務の提供

を受ける者からの労働者派遣契約の締結のあっせんに係る要請の内容をきめ細かに確認する

とともに、派遣元責任者に対する研修を行うほか、事業主、港湾労働者その他の関係者に対し

て、港湾労働者派遣制度に関する相談その他の援助を行う。 

ハ 事業主及び事業主団体が講ずる措置 

(イ) 直接雇用の日雇労働者問題への対応 

日雇労働者の直接雇用については、その縮小に向け、公共職業安定所において、荷役の種類

の違い等各港湾における固有の事情に応じた適格な求職者の紹介のための機能の充実・強化

に係る取組に対して積極的に協力するなど、直接雇用の日雇労働者の使用が例外的となるよ

う努める。 

(ロ) 手続の適正な実施 

港湾労働法に定められた届出、報告等の手続を適正に実施する。 

(ハ) 港湾労働者雇用安定センターへの協力 

港湾労働者派遣制度による効率的かつ的確な労働力の需給調整を実施するため、港湾労働

者の派遣の送り出し又は受入れを求める場合には、港湾労働者雇用安定センターに対して、

港湾派遣労働者に従事させる予定の具体的な業務内容又は当該事業に従事するに際して港湾

派遣労働者に必要とされる技能等事業所における港湾労働者の需給の状況に関するできる限

り具体的かつ詳細な情報を積極的に提供するよう努めるとともに、港湾労働者雇用安定セン

ターが行う労働者派遣契約のあっせんに協力するよう努める。 

 



 

- 100 - 

 

(ニ) 事業主団体が講ずる措置 

事業主が講ずる(イ)から(ハ)までの措置について、事業主に対する周知徹底、必要な助言

その他の援助を行う。 

 

４ 港湾労働者の雇用の改善並びに能力の開発及び向上を促進するための方策に関する事項 

⑴ 雇用の改善を促進するための方策 

イ 国が講ずる措置 

我が国の港湾における国際競争力を確保する観点から、人的資源の有効活用が図られるよう、

女性や高齢者が働きやすい職場環境の整備を促進するなど、関係省庁と連携し、港湾労働者の福

利厚生について必要な対策を実施するよう努める。 

また、雇用管理者の選任の徹底、雇用管理改善の重要性の周知等により、事業主の雇用管理の改

善の一層の促進及びその実効性の確保を図るとともに、港湾運送事業に係る規制改革等の港湾労

働を取り巻く環境の変化等により、労働時間や労働災害の増加、労働保険への未加入、その他労働

環境の悪化が生ずることのないよう、労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）等関係法令に定める

労働条件の基準の遵守の更なる徹底や、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）第６条に規定

する労働災害防止計画の効果的な推進等を図るとともに、関係者の協力を得つつ必要な対策を実

施するよう努める。 

さらに、港湾運送業界への理解・入職の促進を図るため、若年者に対して我が国の物流を支え国

民生活に寄与する港湾運送業界の仕事や職場の魅力に接する機会を提供するなど、関係機関等と

連携した取組を行う。 

ロ 港湾労働者雇用安定センターが講ずる措置 

港湾労働を取り巻く環境の変化に的確に対応した雇用管理者研修及 び事業主を対象とする雇

用管理の改善に関する相談その他の援助を実施する。 

また、港湾労働者派遣事業の活用促進を図りつつ、技能労働者不足に対応するため、職場見学等

を通じて若年者に対して港湾運送業界の仕事や職場の魅力に接する機会を提供するなど、関係機

関等と連携して港湾運送業界への理解・入職の促進につながる取組を行う。 

ハ 事業主及び事業主団体が講ずる措置 

事業主は、雇用管理者を選任し、その資質の向上を図るとともに、計画的な港湾労働者の募集等

を行う。また、女性や高齢者が働きやすい職場環境を整備するなど、福利厚生の充実等雇用管理の

改善を推進し、人材確保の観点からも港湾運送事業の雇用機会としての魅力づくりに一層努める。 

また、労働時間等の改善について、日曜・夜間荷役が継続的に行われる場合には、労使間の協議

に基づき、交替制勤務の導入等による所定外労働時間の削減等適切な雇用管理の実施を図る。 

さらに、港湾労働者の心身の健康の保持はもとより、ワーク・ライフ・バランスの推進や若年者

等の入職及び定着の促進の観点からも、労働条件の改善・雇用環境の整備等を通じた魅力ある職

場づくりの推進に努める。 

また、物流を支える港湾労働者の健康と安全の確保を図ることは重要であり、労働安全衛生対

策に取り組むことが事業主にとって経営や人材確保・育成の観点からプラスとなることも踏まえ、

その取組を推進する。さらに、労働災害防止団体法（昭和 39年法律第 118号）に基づき設立され

た港湾貨物運送事業労働災害防止協会の活動を通じ、事業主が協力して労働安全衛生対策を講ず

るなど、港湾労働を取り巻く環境の変化に的確に対応した労働環境の整備に努める。 

加えて、若年者の港湾運送業界への理解・入職を促進する取組について、港湾労働者雇用安定セ
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ンターに協力するよう努める。 

事業主団体は、事業主の講ずる措置について、必要な助言その他の援助を行う。 

⑵ 能力の開発及び向上を促進するための方策 

イ 国が講ずる措置 

(イ) 港湾荷役作業の革新化等に対応した教育訓練の拡充 

国際競争の激化、荷役機械の技術革新の進展等により、港湾運送事業における荷役のうち、

ガントリークレーン、ＲＴＧ（タイヤ式門型クレーン）等を使用する革新荷役が６大港全体で

進展していることに伴い、在来荷役に必要な技術・技能に加え、荷役機械の技術革新の進展に

対応した高度な技術・技能が必要となるなど、事業主の訓練ニーズも多様化・高度化してい

る。 

このため、当該ニーズに的確に対応した訓練内容の一層の充実・強化に努め、港湾労働者の

高度な技術・技能の習得及び若手・中堅労働者への円滑な技能継承に対する支援を強化する。 

(ロ) 港湾労働者に対する教育訓練の支援 

港湾職業能力開発短期大学校を始めとする公共職業能力開発施設において、荷役機械の技

術革新の進展等の港湾労働を取り巻く環境の変化によるニーズの変化に的確に対応した港湾

運送業務に係る職業訓練の効率的な実施に努めるほか、講師の派遣や施設の提供等事業主が

行う教育訓練を支援する。また、国等が講ずる港湾運送業界への理解・入職の促進を図る取組

とも連携し、港湾運送業界を志望する若年者に対し的確な職業訓練を実施する。 

さらに、各港湾のいずれにおいても必要な港湾に関する知識又は技能に関する一般的な研

修について、公共職業能力開発施設、港湾技能研修センター等と連携を図りつつ、個別の港湾

におけるその実施機会の拡大に努める。 

ロ 港湾労働者雇用安定センターが講ずる措置 

(イ) 港湾荷役作業の革新化等に対応した教育訓練の拡充 

荷役機械の技術革新の進展等に伴い、荷役機械オペレータを始め港湾労働者に求められる

技能は一層多様化・高度化しており、港湾労働の魅力向上、人材確保への寄与の観点も含め、

訓練ニーズに的確に対応し、高度な技能労働者を確保・育成する必要がある。 

このため、神戸市に設置されている港湾技能研修センターにおいて、より実践的な訓練内

容の一層の充実・強化を図り、港湾労働者の高度な技術・技能の習得及び若手・中堅労働者へ

の円滑な技能継承に対する支援を強化する。 

(ロ) 相談援助及び各種講習の実施等 

港湾労働者に対する相談援助やニーズに対応した各種講習を実施するほか、認定職業訓練

施設に対する補助金制度を活用すること等による運営基盤の強化並びに港湾労働者の能力の

開発及び向上に対する事業主の自覚の高揚に努め、事業主に対して港湾技能研修センターの

積極的利用を促す。 

ハ 事業主が講ずる措置 

荷役機械の技術革新の進展等の港湾労働を取り巻く環境の変化に留 意しつつ、その雇用する

港湾労働者の職業生活の全期間を通じた段階的かつ体系的な教育訓練を行うよう配慮する。 

 

５ 港湾労働者派遣事業の適正な運営を確保するための方策に関する事項 

⑴ 国が講ずる措置 

イ 港湾労働者派遣制度の適正な運営を確保するための事業主に対する 指導等の実施 
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港湾労働者派遣制度の適正な運営を確保し、港湾労働者の雇用の安定と港湾運送事業における

効率的な経営・就労体制の確立との両立を図るため、事業主に対し、同制度の趣旨を徹底するとと

もに、次の項目等についての必要な指導を行う。 

   (イ) 労働者派遣契約の締結に際しては港湾労働者雇用安定センターのあっせんを受けること

が適当であること 

   (ロ) 港湾労働者派遣事業は自己の営む港湾運送事業に付随して行うことが適当であること 

   (ハ) 港湾労働者派遣の役務を専ら特定の者に一方的に提供することを目的として活用するこ

と及び港湾労働者を専ら派遣就業に従事させることは適当ではないこと 

   (ニ) 港湾労働者を港湾労働者派遣制度の対象としようとする場合にはあらかじめ本人の同意

が必要であること 

   (ホ) 港湾労働者派遣の対象としようとする港湾労働者が主として従事している業務について

のみ派遣が認められること 

   (ヘ) 港湾労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた当該派遣中の港湾労働者について港湾労

働法第 23 条の規定により適用する派遣法第 45 条の規定に基づく労働安全衛生上の措置等

を講ずる必要があること 

また、港湾労働者派遣制度の実施状況の的確な把握に努め、港湾労働者からの申告に対する迅

速な対応、現場パトロール及び立入検査の効果的な実施等を図る。 

さらに、港湾労働者雇用安定センターと協力し、同制度の一層の周知に努めるとともに、その更

なる活用促進に向けた方策について検討する。 

ロ 港湾労働者雇用安定センターに対する指導及び助言の実施 

港湾労働者派遣制度の適正な運営を確保するため、港湾労働者雇用安定センターが行う事業主

支援業務及び雇用安定事業関係業務の実施について必要な指導及び助言を行う。 

⑵ 港湾労働者雇用安定センターが講ずる措置 

イ 事業主支援業務の適正な実施 

港湾労働者派遣制度の適正な運営を確保するとともに、港湾労働者の雇用の安定と港湾運送事

業における効率的な経営・就労体制の確立との両立を図るため、事業主及び事業主団体と密接な

連携を図り、港湾労働者派遣契約の締結のあっせんを行うに際し、港湾労働者に従事させようと

している業務の具体的内容又は当該業務に従事するに際して必要な技能等に関する港湾派遣元事

業主又は港湾労働者派遣の役務の提供を受ける者からのあっせん申込み内容をきめ細かに収集又

は確認の上であっせん先に対して情報提供を行うなど港湾労働者派遣制度に係る情報の迅速な収

集及び提供をこれまで以上に積極的に行い、港湾派遣元事業主及び港湾労働者派遣の役務の提供

を受ける者の双方の要請を満たせるよう、そのあっせん機能の充実及び強化を図る。 

ロ 雇用安定事業関係業務の適正な実施 

派遣労働者に従事させようとする業務の内容等、港湾派遣元事業主及び港湾労働者派遣の役務

の提供を受ける者からの労働者派遣契約の締結のあっせんに係る要請の内容をきめ細かに確認す

るとともに、派遣元責任者に対する研修を行うほか、事業主、港湾労働者その他の関係者に対し

て、港湾労働者派遣制度に関する相談その他の援助を行う。 

⑶ 事業主及び事業主団体が講ずる措置 

イ 港湾労働者雇用安定センターへの協力 

港湾労働者の派遣の送り出し又は受入れを求める場合には、港湾労働者雇用安定センターに対

して、港湾派遣労働者が従事予定の具体的な業務内容又は当該業務に従事するに際して港湾派遣
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労働者に必要とされる技能等事業所における港湾労働者の需給の状況に関するできる限り具体的

かつ詳細な情報を積極的に提供するよう努めるとともに、港湾労働者雇用安定センターが行う労

働者派遣契約のあっせんに協力するよう努める。 

ロ 許可基準等の遵守 

港湾労働者派遣制度は、港湾労働者の雇用の安定と港湾運送事業における効率的な経営・就労

体制の確立との両立を図るための制度であることを理解し、港湾労働者派遣制度の許可基準とさ

れている自己の営む港湾運送事業に付随した港湾労働者派遣事業の実施、適正な派遣料金、派遣

就業の日数の上限等を遵守するとともに、一定の経験・資格を有する者のみを港湾労働者派遣制

度の対象者とし、港湾労働法第 23 条の規定により適用する派遣法第 45 条の規定に基づく労働安

全衛生上の措置等を的確に実施するなど、港湾労働者派遣制度を同制度の趣旨に沿って活用する。 

ハ 事業主団体が講ずる措置 

事業主が講ずるイ及びロの措置について、事業主に対する周知徹底、必要な助言その他の援助

を行う。 
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    ※港湾労働法第二条第一号及び港湾労働法施行令第一条で指定される法の適用対象区域 

○ 東京港の港湾水域及び指定区域図・指定区域一覧 
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     ※指定区域とは港湾労働法施行令第二条第三号で指定される港湾倉庫の適用指定区域 
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港湾労働指定区域 

足立区 江東区（続き） 

千住曙町３８番～４２番 

千住河原町１０番～４９番 

千住関屋町 

千住橋戸町４７番～９６番 

清澄１丁目～３丁目 

佐賀１丁目、２丁目 

猿江１丁目、２丁目 

塩浜１丁目、２丁目 

潮見１丁目、２丁目 

東雲１丁目、２丁目 

白河１丁目～４丁目 

新大橋１丁目～３丁目 

新木場１丁目～４丁目 

新砂１丁目～３丁目 

住吉１丁目、２丁目 

千石１丁目～３丁目 

千田 

高橋 

辰巳１丁目～３丁目 

東陽１丁目～７丁目 

常盤１丁目、２丁目 

富岡１丁目、２丁目 

豊洲１丁目～６丁目 

東砂１丁目～８丁目 

平野１丁目～４丁目 

深川１丁目、２丁目 

福住１丁目、２丁目 

冬木 

古石場１丁目～３丁目 

牡丹１丁目～３丁目 

南砂１丁目～７丁目 

三好１丁目～４丁目 

毛利１丁目、２丁目 

森下１丁目～５丁目 

門前仲町１丁目、２丁目 

夢の島１丁目～３丁目 

若洲１丁目～３丁目 

荒川区 

南千住３丁目、４丁目、７丁目、８丁目 

江戸川区 

小松川１丁目～３丁目 

平井１丁目～４丁目 

大田区 

大森東１丁目～５丁目 

大森本町１丁目、２丁目 

大森南１丁目～５丁目 

京浜島１丁目～３丁目 

城南島１丁目～７丁目 

昭和島１丁目、２丁目 

東海１丁目～６丁目 

羽田１丁目～６丁目 

羽田旭町 

羽田空港１丁目～３丁目 

東糀谷１丁目～６丁目 

平和島１丁目～６丁目   平和の森公園 

令和島１丁目、２丁目 

江東区 

青海１丁目～４丁目 

有明１丁目～４丁目 

石島 

海の森１丁目～３丁目 

海辺 

永代１丁目、２丁目 

枝川１丁目～３丁目 

越中島１丁目～３丁目 

扇島１丁目～３丁目 

大島１丁目～９丁目 

亀戸１丁目、６丁目、７丁目、９丁目 

北砂１丁目～７丁目 

木場１丁目～６丁目 

品川区 

勝島１丁目～３丁目 

北品川１丁目、２丁目 

東大井１丁目、２丁目 
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品川区（続き） 中央区（続き） 

東品川１丁目～５丁目 

東八潮 

南大井１丁目、２丁目 

南品川１丁目～３丁目 

八潮１丁目～５丁目 

銀座２丁目１２番～１６番 

銀座３丁目１１番～１５番 

銀座４丁目１１番～１４番 

銀座５丁目１３番～１５番 

銀座６丁目１５番～１８番 

銀座７丁目１４番～１８番 

銀座８丁目１４番～２１番 

新川１丁目、２丁目 

新富１丁目、２丁目 

築地１丁目～７丁目 

月島１丁目～４丁目 

佃１丁目～３丁目 

豊海町 

日本橋１丁目１４番～２１番 

日本橋２丁目１２番～１６番 

日本橋３丁目１２番～１５番 

日本橋蛎殻町１丁目、２丁目 

日本橋兜町 

日本橋茅場町１丁目～３丁目 

日本橋小網町、日本橋中洲 

日本橋人形町１丁目、２丁目 

日本橋箱崎町 

日本橋浜町１丁目～３丁目 

日本橋本町１丁目１０番 

八丁堀１丁目～４丁目  浜離宮庭園 

晴海１丁目～５丁目 

東日本橋１丁目、２丁目 

湊１丁目～３丁目 

墨田区 

吾妻橋１丁目７番～２３番 

菊川１丁目～３丁目 

江東橋１丁目～５丁目 

立川１丁目～４丁目 

千歳１丁目～３丁目 

堤通１丁目～２丁目 

東駒形１丁目１番～５番 

本所１丁目１番～６番、３３番～３６番 

緑１丁目～４丁目 

向島１丁目１番 

向島２丁目１番 

向島５丁目１番、５番～９番 

横網１丁目、２丁目 

両国１丁目～４丁目 

台東区 

浅草７丁目 

今戸１丁目、２丁目 

雷門２丁目１番、２番、２０番 

清川１丁目、２丁目 

蔵前１丁目、２丁目 

駒形２丁目 

橋場１丁目、２丁目 

花川戸１丁目１番～３番、１１番～１２番 

花川戸２丁目１番、２番、１４番、１５番 

棚橋１丁目、２丁目 

港区 

海岸１丁目～３丁目 

港南１丁目～５丁目 

芝１丁目、４丁目８番～１８番 

芝５丁目３３番～３７番 

芝浦１丁目～４丁目 

高輪２丁目１９番～２１番、 

高輪３丁目２４番～２６号 

浜松町１丁目、２丁目 

東新橋１丁目、２丁目 

三田３丁目１１番～１４番 

中央区 

明石町 

入船１丁目～３丁目 

勝どき１丁目～６丁目 

京橋１丁目１５番～１９番 

京橋２丁目１３番～１８番 

京橋３丁目１１番～１４番 

銀座１丁目１丁目１７番～２８番 
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（１）  現場パトロール実施状況（合同パトロール含む）※令和７年３月末までの実績 

○実施範囲（視察・見学を除く） 

 日の出、芝浦、品川（内貿・コンテナ）、大井（コンテナ・水産物・食品・各海貨上屋）、 

中央防波堤（内側ばら物）、お台場ライナー、１０号地（東・西）、１０号地その１多目的、 

辰巳、１５号地木材埠頭の各ふ頭及び港湾倉庫 

○実施回数 

 ７４回（１回当たりの対象事業所：約３事業所） 

○主な指摘事項 

港湾労働者証不携帯（有効期間を過ぎた証携帯等含む）    １１件 

未届けでの日雇労働者の雇用疑い      ２件 

適正請負違反（作業混在）の疑い      ０件 

その他港湾労働法違反の恐れがある事案      ２件 

※労働基準法・安全衛生規則違反の疑い（ヘルメット未着用、半袖等）      ２件 

※指摘事項については、雇用管理者等を通じて指摘、改善指導済 

※ハローワークが直接指導できない事案については、関係行政機関や団体へ情報提供前に、雇用管理

者等に事案を伝達し、状況把握と自発的改善を提案 

※（５）に参考画像あり。 

（２）  店社（事業所）訪問実施状況        ※令和７年３月末までの実績 

○訪問事業所数    ７１事業所（適用事業所数１４５事業所） 

（３）  港湾倉庫調査実施結果 

○調査対象倉庫数  ３１倉庫（うち港湾労働法適用事業所運営分  ５事業所 ５倉庫） 

○回答倉庫数    ２４倉庫（うち港湾労働法適用事業所運営分  ５事業所 ５倉庫） 

○未回答倉庫数    ７倉庫（うち港湾労働法適用事業所運営分  ０事業所 ０倉庫） 

※未回答倉庫は令和６年度倉庫調査の対象とし、引き続き港湾労働法の適切な運用を図る。 

（４）  法４５条に基づく報告指示及び立入検査数  ※令和７年３月末までの実績 

  ○報告指示件数   ０件 

○立入検査件数   ０件 

※法４５条に基づく報告及び検査（強制力を有する形式）における報告の指示、立入検査を指す。 

   

 

 

 

 

○ 港湾労働課の活動状況（令和６年度） 
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（５）  港湾パトロールの様子 ※令和５年度港湾労働法遵守強化旬間時に撮影 

 

  
港湾労働者証携帯確認（㈱上組 多目的物流センター）  港湾労働者証携帯確認（㈱上組 多目的物流センター） 

 

 
                             旬間時における周知活動（１０号地東側） 

 



 

 

 

 

おわりに 

 

 港湾運送関係事業所の事務担当者の皆さま方には、港湾労働者の雇入れや就労に関する

報告をはじめ、さまざまな事務手続や報告をお願いすることとなります。この冊子を、積

極的かつ有効にご活用いただき、港湾労働法の施行と円滑な運営についてご理解いただく

とともに、適切な届出にご協力をお願いいたします。 

この冊子を作成するにあたって、できるだけ分かりやすく、説明漏れのないように心掛

けましたが、ご不明な点などがありましたら、ハローワーク品川 HP の『港湾労働課から

のお知らせ』に設けております『よくあるご質問（FAQ）』を参考にご覧いただくか、港湾

労働課までお問い合わせください。 

  

  

令和７年６月 

                            品川公共職業安定所 

港 湾 労 働 課 

                                          

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

〇品川公共職業安定所 港湾労働課 

〒108-0022 東京都港区海岸３－９－４５ 東京労働局海岸庁舎内１F 

 TEL 03(3452)4851 FAX 03(3798)8659 

 

港湾労働者の派遣あっ旋申込みに関しては 

〇一般財団法人港湾労働安定協会 東京支部 東京港湾労働者雇用安定センター 

 〒108-0022 東京都港区海岸３－３３－１０ 芝浦第三荷役連絡所 

 TEL 03(3769)3621 FAX 03(3769)3622 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田町駅（JR）東口より徒歩 15分 

芝浦ふ頭駅（ゆりかもめ）西口より徒

歩７分 

駐車場はこちら側（隣接する港湾福利

厚生協会の駐車場は利用できません） 

雇用安定センター 

 

●

 

芝浦ホルモン 

トミンハイム 

● 

○ 問い合わせ・アクセス 

１Fが港湾労働課です！ 

P 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年６月公開 


